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1．連載のねらい
　この度、連載させていただくことになりました
入江と申します。現在、九州大学大学院法学研究
院に所属し、大学生・大学院生、法科大学院生へ
の教育に従事しています。よろしくお願いいたし
ます。
　私は、調停に関する法社会学的な研究書も書い
ている研究者ですが、調停技法を紹介し体感いた
だくワークショップ（調停トレーニング）のトレー
ナーもしばしばさせていただいています。
　今回の企画では、調停トレーニングの雰囲気を
誌上で味わっていただこうと考えました。この連
載の目的は、技法についての簡単な説明に加えて
技法を磨くためにはどのような練習方法があるの
かを紹介しようというものです。気楽に読んでい
ただければ幸いです。
　今月は、連載を始めるにあたって、私が考えた
意図を少し紹介します。

2．調停とは何か
　まず調停とは、何かについて、さしあたり定義
しておきましょう。
　調停は、当事者の紛争を解決するための話し合
いを第三者が支援する手続です。つまり、紛争を
抱える2以上の当事者が解決に向けたコミュニ
ケーションを行う際に、第三者の支援が行われる
なら、それは調停と呼べるだろうということで進
めます。
　たとえば、AさんがBさんに100万円貸したのに

返してもらえないとAさんが苦情を言っていると
します。AさんとBさんがその件についての話し
合いを、調停人のMさん（調停人のことはメディ
エーター（Mediator）の頭文字をとっておきましょ
う）が支援するなら、それは調停になるというこ
とです。
　ほかにも、事業承継と遺産相続を話し合う必要
がある兄弟間にも、第三者である調停人が入る余
地があるでしょう。あるいは、ケガをさせてしまっ
たことについての謝罪と賠償、従業員が解雇につ
いて納得していない場合、職場でのセクハラ、企
業間の取引をめぐるトラブルなど、大小様々な紛
争が調停で解決されています。それぞれの分野に
よって、適用される法律も異なりますし、当事者
の属性によって紛争解決手続としての話し合いの
様相も異なってきます。しかし、当事者間の紛争
解決に向けた話し合いの支援を第三者が行うとい
う意味においては、これらの例は共通していると
も言えます。
　民事の紛争は、裁判手続が選ばれた場合にも、
和解という終結が選ばれる場合が多いという現実
があります。「裁判上の和解」という手続は、裁
判官による調停と言ってよいようなものです。ま
た、消費生活相談員が、消費者からの苦情を事業
者に伝えるという「あっせん」も、ここでの定義
によれば、調停だといって差し支えないものです。
ADR法上の「和解の仲介」ももちろん、民間の団
体が行う調停に他なりません。あるいは、まちづ
くりのような地域の合意形成にも、第三者が入る
ことで効果があがるという例もあります（1）。調停
の外延というのは意外と広いのです。
　もっと、プライベートな場面も考えてみましょ
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う。たとえば、兄弟姉妹のけんかを止める親の活
動も調停になります。職場での部下ふたりがプロ
ジェクトの方針をめぐって意見が異なっていた
ら、上司は調停しなければならないでしょう。非
営利団体の理事会の話し合いに、場合によっては
第三者が入った方が効率的でしょう。これらの例
は、申立が書面によるといった形式性を伴う一般
の機関調停手続とは異なりますが、葛藤ないし緊
張関係が存在する当事者間での話し合いを第三者
が支援するという意味では、事実上の調停行為と
言えます。後でもう一度触れますが、調停技法は、
ライフスキルとも言われます。人生の様々な場面
で役に立つとされるのは、こういう状況を想定し
ての話になります。

3．企業法務にとっての調停技法
　さて、JCAジャーナルの読者は、企業法務の方
が多いと伺っています。
　企業法務の方にとっては、裁判所の調停やADR
（仲裁もありますが、実態として、民間の機関が
実施している調停を指してADRと言っている場合
が多いでしょう）を利用する立場でしょうから、
直接に調停技法を学ぼうということにはつながら
ないかもしれません。
　しかし、私は、企業法務の方にとっても、ぜひ
関心を持って見ていただければ、という願いを持っ
て、この連載をスタートすることに致しました。
　国際取引が多い企業、特に、大企業の法務の関
係者にとっては、メディエーション（調停とほぼ
同義として考えていただいて結構です）と呼ばれ
る手続が様々な文脈で利用が広がっていることを
ご存じの方もいらっしゃると思います。また、海
外での実務のあり方が、日本の裁判所での調停と
はどうやら雰囲気が違うらしいということも、ご
存じの方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、以下の3つに絞って、調停を学ぶ意義を
ご一緒に考えてみたいと思います。
・ 利用者にとっての民間型の調停のメリットと
デメリット
・ソフトウェアとしての調停システム
・ライフスキルとしての調停技法

4 ．利用者にとっての民間型の調停のメリッ
トとデメリット

（1）メリット：攻めの問題解決が可能に
　利用者の立場として、司法型あるいは民間型の
調停手続のメリットデメリットを研究するのも面
白いことです。残念ながら、日本では、あまりそ
ういう種類の説明がなされず、調停は条理に基づ
いてといった通り一遍の説明で済ませている文献
が多い状況にあります。しかし、私が実務を調べ
た中の限られた範囲でも、なかなか面白い使い方
が見つかっています。
　たとえば、裁判の場合には、土地管轄が法定さ
れています。訴えを提起する裁判所を選ぶとか、
裁判官を選んで裁判するという発想は、一般的で
はないでしょう。
　他方、民間機関が実施する調停では、土地管轄
は問題になりません。遠くに住んでいる調停人に
依頼することも、隣県で手続を実施することも可
能です。機関にもよって規則は異なりますが、当
事者が調停人を選択することを許す場合も多々あ
ります。
　この分野ならこの人に頼みたいとか、こういう
問題だからこういうポリシーを持って手続を進め
たいと考えている機関で解決したいという、攻め
の問題解決が可能になるというのが、調停を選ぶ
メリットです。
　ところが、日本の場合は、実は、弁護士でさえ
も民間型の調停（ADR）活動に親しんでいる場合
が少ないのです。身近に弁護士がいらっしゃらな
い方には想像しづらいかもしれないのですが、弁
護士が自らの所属している弁護士会のADR活動に
ついてすら、その詳細な実態についてよく存じ上
げておられないという場合がむしろ多いのです。
そのため、民間型の紛争解決手続を上手く使って、
よい解決を図るというルートが、かなり細いまま
になっているという実態があります。
　ただ、細かく調べてみると、なるほどなぁ、こ
んな使い方もありなんだと思えるようなものもあ
ります。先ほどの調停人の選択の外にも、たとえ
ば、土日に期日を持てるとか、債務者側から手続
を開始できるとか、保険期間内に期日間隔を詰め
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て話し合いを終わらせるとか、当事者以外に重要
な参加者を交えて話し合いができるとか、いろい
ろと有効な使い道のバリエーションがあるので
す（2）。

（2 ）デメリット：密室の怖さと「あたりはずれ」
の問題

　しかし、他方で良いことばかりではありません。
　調停は、裁判と違って秘密の手続です。始めか
ら終わりまで密室で進められます。
　したがって、利用者にとって、調停人の「あた
りはずれ」がなかなかわかりません。
　そもそも、紛争ごとを経験した当事者は、調停
手続が良くても良くなくても、あまり積極的に世
間で話して回るという場合は少ないわけです。
　その上、実際には、日本では民間型の調停はい
ろいろな意味でまだまだよちよち歩きの段階です
から、経験の蓄積もそれほどは多くありません。
すばらしい活動がありますし、すばらしい調停人
もいらっしゃいますが、残念ながらそうでない活
動もあるわけです。民間型の調停手続において、
「あたりはずれ」は、あると言わざるを得ません。
　一方、日本の裁判所の調停は、処理件数として
はかなり多いですし、裁判官や調停委員だけでは
なく、書記官を含めた組織力全体を考えれば、経
験の蓄積としては巨大なものです。
　しかし、別の面から見ると、それだけの規模を
「処理」しなければならないという圧力があり、
皆が忙しいという状態です。そこではどうしても
「お役所仕事」に流れるおそれが出てきます。中
では様々な工夫や努力をされていて、頭が下がる
ような取り組みをされておられる方々もたくさん
いらっしゃるわけですが、他方で、しがらみやら
なにやらで、問題があるのはわかっているけれど
正面からは手がつけられないということも、これ
またたくさんあるわけです。要は、民間型とは少
し違う意味で、「あたりはずれ」の問題があります。
　調停には柔軟で創造的な活用方法があるという
ことがわかったところで、利用者にとって、この
「あたりはずれ」は怖いですよね。
　利用に際してお勧めしたいのは、調停の良い活

用方法を知ることもさることながら、はずれの調
停手続を選ばない、あるいは、はずれだとわかっ
たら早々に調停から降りる、その見極め方を知る
ことです。
　そのためにも、調停人の頭の中、つまり調停人
が何をしようとしているかを理解することは、利
用者側の自衛策としても大切なことだと思いま
す。

5．ソフトウェアとしての調停システム
　二つ目に知っていただきたいのは、単に手続を
選ぶという、一利用者の位置を超えて、さらに積
極的な調停の使い方があるということです。
　「ソフトウェアとしての調停」は、和田仁孝教
授の言葉です。現代型の調停システムの発想を
使って、会社等の組織の内部に、大小様々な問題
を公正な形で解決できるような仕組みを作った
り、調停トレーニングの手法を使って紛争を予防
する企業文化を育てたりできるといったことを指
しています。インターネットに対するイントラ
ネットのような意味で、紛争解決手続のイントラ
版だと思っていただければ良いかもしれません。
　もちろん、法務担当とはいえ、一従業員の立場
で、こうした社内の仕組みを導入するのはそれほ
ど容易なことではありません。しかし、企業内調
停のシステムは、社内の雇用関係、ハラスメント
関係、内部通報、あるいは、外部との取引関係や
消費者関係の問題解決にも使われる場合がありま
す（3）。
　この分野は、海外ではずいぶん進展してきてい
るようですが、日本でも、特に医療分野では医療
対話推進者とか院内メディエーターなどの名称で
取り組みが広がっています。
　従来は、日本での法務部門主導の社内手続は、
使われないに超したことがないといったような、
見かけ倒しの手続や窓口が作られることが少なく
なかったように思われます。誰も利用者がいませ
んから、わが社には何の問題もないことが証明さ
れましたとでも言いたげな、設置以来利用者数ゼ
ロを誇るヘルプラインなどもしばしば存在してき
たわけです。しかし、その実、問題を告発したら、
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その告発者の方が逆に責められるおそれがあるか
ら、誰も使わないという手続も多いのではないで
しょうか。正直者が馬鹿を見るような手続では、
結局作るだけムダになりますし、従業員のモラル
ダウンにも直結します。そのような見掛け倒しで
はなく、紛争や問題を正面から受け止めて、解決
できる範囲に限って解決するという謙抑的な取り
組みの方が健全です。現代型の調停システムは、
万能ではありませんが、実質的に苦情を処理し、
紛争解決を行う手続を作る方向で、役に立ちそう
です。
　こうした状況を考えると、今後、日本の社会で
も、様々な文脈で本当の意味での企業内調停の考
え方や取り組みが広がっていくだろうと思われま
す。

6．ライフスキルとしての調停
　三つ目に知って欲しい話としては、調停技法は、
専門家としての活動に役に立つだけというより
も、日常的に参照できるライフスキル（一生もの
の人生の技術と言えば少し大げさですが、生きて
いくために役立つ技術）というものだと考えられ
るということです。
　葛藤状態におかれた話し合いですから、人間の
良いところも悪いところも、強いところも弱いと
ころも、理屈も気持ちも、出てくるわけです。ま
さに、生身の人間同士のやりとりに立ち会うので
すから大変です。もちろん話し合いで解決できな
いことも多いわけです。しかし、それでも、そう
いう中でなんとかやっていくのが人間というもの
ですから、調停を学ぶということを通じて、結局
は、良く生きることに取り組んでいるとも言える
と思います。
　正直に申しますと、私自身が調停に取り組み続
けているのも、技術の有効性を信じているだけで
なく、理念的な魅力に惹きつけられている部分が
大きいです。現代型の調停モデルは、まだまだ荒
削りですが、すでに様々な広がりを見せ始めてい
ます。ぜひ、その魅力を多くの方々と分かち合え
ればなと思っています。
　眉につばつけてでもかまいませんし、悪いもの

でないかを見極めてやろうというぐらいの目を
持ってでもかまいませんので、どうぞ、来月から
の連載におつきあいいただけると嬉しいです。

［参考文献］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
◎労働政策研究研修機構「職場におけるコミュニケーショ
ンの状況と苦情・不満の解決に関する調査(労働政策研
究・研修機構)」労務事情45巻1135号（2008年）38-42
頁
◎東京弁護士会公益通報者保護特別委員会『失敗例に学ぶ
『内部告発』―公益通報制度を知り、守り、活かす』（法
律情報出版・2011年）
◎第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会『ADR解決
事例精選77』（第一法規・2007年）

◎入江秀晃『現代調停論』（東京大学出版会・2013年）
◎大澤恒夫「鞆の浦ミディエイション――「社会資本整備
をめぐる合意形成」とおよび「熟議民主主義」からの示
唆を交えて」法政研究79巻3号（2012年）403-432頁
◎サスカインド=クルックシャンク（城山英明=松浦正浩
訳）『コンセンサス・ビルディング入門―公共政策の交
渉と合意形成の進め方』（有斐閣・2008年）
◎和田仁孝「メディエーションと医療機関の文化変容ソフ
トウェアとしてのメディエーション」医療安全6巻1号
（2009年）90-93頁
◎山川隆一他『企業内紛争処理システムの整備支援に関す
る調査研究』（労働政策研究・研修機構・2008年）

［注］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
（1）最近の論考では、大澤恒夫教授による広島県、鞆の浦
における実践報告例があります。体系的に書かれたもの
としては、以下を参照ください。

（2）詳しくは拙書『現代調停論』216頁以下をご参照下さい。
また、第二東京弁護士会仲裁センターが出版した事例集
も参考になります。

（3）企業内調停については、私も関与した労働政策研究・
研修機構（JILPT）の報告書があります。JILPTでは、
職場における苦情処理、紛争解決システムの実態調査も
あります。また、内部通報に関しては東京弁護士会が事
例に基づく分析を行っており、参考になります。
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（前月号から続く）
1．当事者の主体的解決って?
　前回は連載の意図、特に企業法務の方にとって
調停技法を学ぶ意味を考えてみました。
　今回から少しずつ調停トレーニングの内容に
入っていこうと思います。この連載では、調停ト
レーニングが前提としている対話型調停モデル
（自主交渉援助型調停モデル、ファシリテーティ
ブメディエーション）について、私なりの理解を
加えて、平易・率直・丁寧を心がけて説明してい
きたいと考えています。米国由来の対話型調停モ
デルは、1990年代の変容型モデル（Bush & Folg-
er 1994）を代表として、様々に新しい提案がな
され、かなり多様な様相を呈しています。日本に
導入するにしても、どのような流派のモデルを
ベースにして考えていけばよいかも難しいところ
です。ここでは一つだけ選ぶとして、Mediator’s 
Handbook（Beer & Packard 2012）という文献を
あげておきましょう。
　今回は、対話型調停モデルにおける調停人の立
ち位置を扱います。
　対話型調停モデルでは、当事者が主体的に解決
する支援を調停人が行います。そんなのは当たり
前じゃないかとお考えでしょうか。それとも、そ
んなことは並大抵ではないとお考えでしょうか。
　ところで、仮にですが、読者諸兄が当事者であ
る場合を考えてみて下さい。ビジネス上のもの、
あるいは、近隣トラブルでも良いかもしれません。
紛争に巻き込まれて、当事者間での話し合いがつ

かないから調停に来ているのに、調停に来たらま
た当事者主体の紛争解決を目指しますと言われた
ら、何か肩すかしの感じを受けませんか。そんな
腰抜けなやり方で現実の問題を解決できるのか
と、怒りにも似た感情を持たれる方すらおられる
かもしれません。
　対話型調停モデルにおいて、調停人が何をしよ
うとして関わるのか。この問題をご一緒に考えま
しょう。

2．エンパワーの理念
（1）マアマア調停と対話型調停は違うか
　俗にいうマアマア調停と対話型調停の違いを考
えてみましょう。
　マアマア調停とは、両方の当事者に、「マアマア、
そんなに角の立つことを言いなさんな」とたしな
めるだけで調停をまとめようとする実務の傾向に
対して、批判を込めて言われる名称です。
　たとえば、わざわざ平日に休みを取って調停に
出ていったら、「マアマア、そんなに……」と言
われたら困りますよね。そんなことを言われるた
めに調停の席に来ているのではないと思うのが、
当事者としてごく当然の反応でしょうから。こう
いうやり方では、中をとる（両当事者の提示金額
を足して二で割る等）か、現状維持ありきという
出口にしかつながりません。
　私が調停トレーニングで出会った実務家の中に
も、対話型調停のことを、いろいろ言い換え（パ
ラフレイズ）やらなんやらの小手先の技術を使う
かもしれないけれど、所詮は、こういうマアマア
調停と変わらないものだろという認識をお持ちの
方が意外といらっしゃいます。

調停人の立ち位置

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第2回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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　確かに、当事者が主体的にということだけで、
当事者に言わせるだけの関わりしか出来ないので
あれば、まさにマアマア調停に陥ってしまいます
から、その危険は現実にあるわけです。

（2）エンパワーとは寝た子を起こすこと
　しかし、対話型調停がやろうとしていることは
マアマア調停とはまったく違うと私は考えていま
す。
　対話型調停における基本的な理念の一つとし
て、エンパワー（ないし、エンパワメント）があ
ります。日本語では、「力づけること」「権限付与」
などという訳語が当てられる場合もあるのです
が、あまりピンと来るものではないかなという感
じがしています。
　エンパワーという概念に一番近い日本語は、「寝
た子を起こす」というものではないか、というの
が私の意見です。日本語で「寝た子を起こす」と
いうのは、どちらかというと否定的な響きを持っ
て使われる言葉です。そっとしておけば問題とし
て顕在化しないような話を、わざわざ言葉にする
から、問題になったのだという考え方ですね。「マ
アマア」と言って、寝かしつけるように紛争当事
者に対応するのは、起きた子を寝かせる態度と言
えるかもしれません。私の理解では、言ってみれ
ば、エンパワーとは、いい意味で寝た子を起こす
ということです。
　言葉にできるかできないか、はっきりしないけ
れども、その人の尊厳にとって大切なことならば、
むしろ言葉にする時間を待とう、その人が大切な
問題に向き合うことを支えよう－こうした願いに
も似た活動のことをエンパワーという言葉で表現
しているのだと、私は考えます。
　したがって、｢お気持ちはわかりますが、争っ
ても傷つくだけですよ｣ とたしなめる姿勢とはむ
しろ反対になります。「傷つくかもしれないけど、
向き合って話してみる価値はあるかもしれない」
と勇気づける姿勢だといえるでしょうか。対話型
調停における調停人は、当事者にとって許容でき
る範囲内で問題を顕在化させ、紛争が噛み合う形
に一旦整えた上で、当事者の自主的な解決を探り

ます。
　つまり、対話型調停モデルの形式だけなぞって、
はじめの挨拶をしたり、言い換えをしたりという
だけでは、実は対話型調停の実践には不十分だと
言うことです。せいぜいが「洗練されたマアマア
調停」にしかなりません。技術もさることながら、
その実務にあたる動機や理念－職業観に近いもの
かもしれません－が、その背後になければ、｢似
て非なるもの｣ にしかならないだろうというのが
私の見立てです。

（3）当事者の権利主張を妨げない
　マアマア調停との違いではっきり出てくるとこ
ろとしては、当事者が、自己の権利に基づく主張
をしたときの調停人の態度にも表れるでしょう。
　川島武宜の『日本人の法意識』（川島 1967）に
も出てくる話ですが、かつての調停では、当事者
や代理人が権利義務に基づく話を持ち出したら、
調停人に叱られることもあったそうです。もしか
すると現代でも、「そういうことを言うと解決で
きるものできなくなりますよ」といったたしなめ
があるかもしれません。
　対話型調停モデルにおける法の扱いは大きな
テーマですからまた別の機会に扱いたいと思って
いますが、少なくとも、当事者が自己の権利に基
づく主張をしたときに対話型調停の調停人がそれ
をただちにやめさせようとはしないはずです。
　その当事者の主張を裁判官や仲裁人のような立
場で裁定するといったことは調停人の役割ではあ
りませんが、何か、将来的な話や感情的な話やそ
の他の安上がりなものにすり替えて、ウィンウィ
ンなるものを実現しようというチープな活動を目
指しているわけではないということははっきりさ
せておきたいとおもいます。
　もちろん当事者の主張が簡単に通る場合はむし
ろ少ないでしょう。しかし、調停はそこから始ま
るわけです。最終的に、当事者が相手の謝罪を引
き替えに金銭請求を取り下げるということはあっ
てよいわけですが、そうした結論に短絡させるの
がよい調停だとは考えないのです。たとえ、同じ
結論であっても、そこに至る過程（プロセス）が

- 6 -



4  2013.5　第60巻5号

重要と考えるからです。
　対話型調停とは、双方の話をしっかり噛み合う
ようにして、社会的に妥当である範囲の中で今後
の方向性を探していくという活動にほかなりませ
ん。対話型調停で重要とされる不合意への合意と
いう考え方もこうした文脈で理解するべきでしょ
う。話し合いによって解決しないということも、
当事者は選びうるということです。
　その意味で、使いやすい対話型調停手続と共に、
使いやすい裁定型手続（結果に拘束される仲裁や
審判も、拘束されない中立人評価も）、使いやす
い執行手段もぜひ必要だと私は考えます。

（4）パターナルな受容を超えて
　さて、マアマア調停と共に、もう一つの、似て
非なるものが、カウンセリングと法情報操作の接
合モデルです。
　受容的に接することで当事者の感情を調整し
（要はガス抜きをして）その後に法律家として必
要な情報収集をしていこうという姿勢です。
　エンパワーとは人権の尊重だろう、ならば、法
律家である調停人がその権利をしっかり守ってあ
げましょうという発想ですね。こうした考え方を
取る人に、悪い実務家はあまりいない気がするの
で、言いづらい感じもするのですが、しかし、あ
えて言えば、こうした考え方は対話型調停モデル
とはずいぶん遠いといわざるを得ません。法律家
としてのパターナルな実務のあり方への反省がな
さすぎます。当事者の主体性というものが、表面
的にはやさしいかもしれない調停人に向かっての
語りという行為に矮小化されてしまっています。

（5）「かのように」の関わり
　葛藤のさ中にあって、その葛藤を消すと言うよ
り、当事者と共に葛藤に立ち会うという調停人の
役割というのは、なかなかに厳しいものだと思い
ます。よほどの人格者でもなければ勤まらないと
思われるかもしれません。そう感じてしまうのは
もっともだと思いますし、そういう厳しさを理解
した上でなおかつ調停人を務めたいと思う人を育
成するということが、調停トレーニングの目標に

なろうかと思います。
　ただ、自分は人格者でないからできないとは考
えなくてもよいということは、ここで申し上げて
おきたいと思います。むしろ、自身を凡人と自覚
しつつも、その役割の範囲においてはベストを尽
くそうと決意さえできるのであれば、私は十分で
あると考えます。（そうでなければ、私自身が、
取り組めないことになってしまいますから。）
　本当は紛争から目を背けたいし、敵対している
相手を理解するなどはもっての外、好き嫌いもあ
れば偏見もあり、権力者に迎合したいという弱さ
もある、といった俗なる自分自身を持っていても
よいわけです。しかし、できれば、寛容かつ公正
でありたいと願い、あたかもそのような人物であ
る「かのように」、調停手続においてはふるまお
うとする「意思」が重要だと思うからです。自ら
の最悪の部分の存在を許しながらも、それに振り
回されずに自らの最善の部分を使って関わろうと
する意思を示すことが、調停における関わりの基
本にあると思われるからです。

3．専門家像の転換
　対話型調停モデルにおける調停人の立ち位置に
ついて、実務家の中で抵抗感を示す方がおられる
のは、結局、専門家像の相違にあるような気がし
ます。（図1参照）

図1　専門家像の転換

　図1に示したように、伝統的には、当事者から
情報を吸い上げて、当事者の要求している内容が
通るか通らないかの ｢答え｣ を提供するのが、専
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門家の役割だと考えられてきたと思います。正し
い答えを提供できるかどうか、そのための知識体
系を覚えているかが専門家としての資質の鍵要素
というわけです。
　このモデルでは、必要な情報が全部出てくると
きには決まった答えが得られるので、専門家だけ
でなく当事者もすっきりした気持ちになることが
できます。こうした仕事の方法で解決できる問題
は依然として多くあるでしょう。たとえば、購入
から8日以内だし、クーリングオフできるよ、と
いうような情報提供が有効な場面は今でも沢山あ
るからです。
　しかし、私たちが対話型調停モデルで考えてい
るのは少し違う姿です。図1の右側に示したよう
に、当事者も専門家も、ごく簡単には解決できな
いようなことがわかっているような問題に対し
て、専門家は専門家の知識を使うかもしれないけ
れど、基本的には当事者自身が自分の資源を使っ
て問題を解決していくために、当事者と専門家が
協働するというモデルです。
　ここでは、専門家の能力の中心は当事者に対し
て、解答を与えるというよりも、むしろ、当事者
に対して質問していき、何が問題で、何が望みで、
何と何がジレンマ関係にあって、何が不明確で、
何が使用可能資源なのかということを明確にして
いくことが求められます。正解としての情報提供
ではなく、質問による支援が能力の中心にあると
いうことです。
　左のモデル（伝統的な情報提供型専門家モデル）
で仕事をしている人にとっては、右のモデル（当
事者・専門家協働モデル）のやり方は、とても違
和感があるだろうと思います。仕事をしていない、
という印象すら持たれる方すらもいるかもしれま
せん。しかし、むしろ私は、当事者・専門家協働
モデルの方が、仕事への要求水準は高いと考えて
います。
　実際のところ、立派な実務家ならば、調停トレー
ニングなどとは無縁であっても、伝統的な情報提
供型専門家モデルも、当事者・専門家協働モデル
も、両方の役割を果たしてきたのかもしれません。
しかし、並みの多くの実務家は、もしかすると、

問題解決は自分に任せろ、当事者はデータを正直
に提供して、結果を受け入れよ、という立ち位置
でやってきたのかもしれません。そこをもう一度
問い直そうというところに、対話型調停モデルの
新しさがあります。また、実務家からの抵抗の受
けやすさもここにあると思います。

（次号に続く）

［参考文献］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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◎Bush, Robert A. Baruch & Folger, Joseph P. (1994) The 
Promise of Mediation: Responding to Conflict Through 
Empowerment and Recognition, Jossey-Bass.
◎Bush, Robert A. Baruch & Folger, Joseph P. (2005) The 
Promise of Mediation: Transformative Approach to 
Conflict , 2nd, Jossey-Bass.
◎川島 武宜『日本人の法意識』（岩波書店・1967年）
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1．プロセス調停の概要
（1）声と選択肢
　今回は、調停人が何をすべきと考えられるのか
について、概要的な説明を加えます。
　現代調停の特徴は、声（voice）と選択（choice）
にあるといわれます。
　この考え方には、現代の裁判ではこれらが失わ
れているという批判が背景にあります。ひとつに
は、あまりにも書面が重視されており、口頭主義
の原則が形骸化しています。もうひとつには、当
事者主義という建前とは裏腹に、専門家である弁
護士代理人にお任せで素人当事者は手続の客体に
過ぎず結果を受け入れるしかないという点があり
ます。つまり、選択肢が当事者の手にあるという
原則が形骸化しているということです。これらの
克服として、調停では、実質的に当事者の声と選
択が尊重される手続を実践しようという考え方で
す。
　日本の調停実務の現場では、必ずしもこうした
考え方が主流とは言えません。専門家におまかせ
してエイヤで決めてもらおうという調停（裁量
化）、あるいは、マニュアルあてはめで簡易迅速
な紛争解決を図ろう（標準化）という考え方も根
強いと思います。こうした方向性ではなく、当事
者の声と選択を尊重した、「個別化」─個別事情
に応じて当事者の意向を最大限に尊重する対話型
調停モデル─が大事だと私は考えています。（拙
稿参照）
　端的に言えば、対話型調停モデルとは、調停を

調停らしく、当事者支援に徹して行うということ
です。

（2）プロセス調停
　最近は、ファシリテーターという言葉がよく使
われるようになりました。対話型調停の英語での
表現は、ファシリテーティブメディエーション
（facilitative mediation）ですから、調停人の第一
義的な役割はファシリテーター的であるというこ
とになります。
　つまり、調停人は、話し合いの進め方（プロセス）
を管理する役割を果たしますが、結論を決める立
場にはないという考え方です。
　話し合いを管理するとは具体的に何を行うとい
うことでしょうか。
　ごく簡単にいうなら、「話し合いの土俵をつく
る」「ひろげる」「まとめる」の三段階から成り立っ
ています。（図1参照）

　

図1　調停の流れ

　何だ、こんなことかと、思われるかもしれませ

プロセス調停

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第3回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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んね。
　でも、争っている当事者の間に入って話を取り
持つことは大変です。
　参照できる「地図」を持っておかないと、調停
人は当事者と一緒に迷子になってしまいます。
　まずは、この三段階を意識するところから始め
てみましょう。各段階の固有の技術は、それぞれ
別の回に詳しく紹介したいと考えていますが、今
回は大まかなイメージをつかんでいただければと
思います。

2．土俵を作る
　同席で当事者主体の話し合いを進めていく対話
型調停では、この部分がとても重要になります。
　事務的な説明をすればいいとか、法律上要求さ
れている事項（ADR法14条など）をカバーすれば
よいと考えている実務家の方もいらっしゃるよう
に見受けられますが、ここでの眼目は、両方の当
事者に安心してもらい、話し合うことに意欲を
持ってもらう点にあります。
　社会心理学分野で受容懸念と呼ばれることがあ
ります（1）が、要するに、当事者がこの場にいて
受け入れられているかという心配を払拭するため
の努力を調停人がする必要がある、特に調停開始
の段階で実施する必要があるということです。
　当事者は様々な心配や期待を持って調停の席に
着くわけですが、その最初が肝心という面があり
ます。
　約束事項を決めておくということもあってよい
でしょう。
　たとえば、互いに順々に話をするので、相手の
話が終わるまでしっかり聞いて口を挟むのは控え
る、といった約束を行うのです。
　詳しい議論はまた別の回にいたしますが、最初
の時点で、「話し合い方について合意する」とい
うことが大切です。
　きちんと話し合う土俵を設定しておけば、途中
で混乱しても戻れる場所になります。
　両当事者が調停の席に来ているという時点で、
ある意味、話し合うことには合意ができているわ
けです。もちろん、相手の様子を見ようとか、場

合によっては言質を取ってやろうとか、調停人に
相手をこらしめてもらおうとか、期待は様々かも
しれませんが。ともあれ、私たちがまず行うべき
なのは、話し合う─状況を前に進める─ことに合
意して、出席している皆が安心して、意欲を持っ
て話の中身に入っていくことです。
　逆に、こうした基礎的な活動をせずにいきなり
本論に入っても、特に同席を主体とする場合には、
話し合いはうまくいかないことは多いでしょう。
何より、乱暴すぎて、話し合いの進行を管理する
という調停人の役割を果たせない心配が出てきま
す。

3．ひろげる
　土俵をしっかり設定した後に、話し合いを進め
ていきます。
　まずは、調停の席に参加した人に、それぞれの
話を一巡してもらい、その後、互いの相互理解を
促進していきます。
　対話型調停では、この「ひろげる」時間をたっ
ぷりとるということが大事になります。
　そういう意味では、少し、辛気くさい仕事だと
もいえるでしょう。しかし、しっかり話した上で、
自分で決めた結論には納得性が高いはずです。
　まずは、当事者の「語り」を止めるのではなく、
しっかりと話してもらうことが大事です。補足的
な情報収集は、おいおいしていけばいいのですか
ら。
　技法としてはいろいろあるはずですが、出発点
としては、「話し合いをひろげようという意図を
持って聴く」ということ、また、「感じとろうと
する」ということが大切だと思います。興味本位
やのぞき見的な感覚で質問すべきではありませ
ん。また、しっかりしているとかいい加減な人間
だとかいった当事者への第一印象を強化したいと
いう調停人自身の気持ちを棚上げする感覚も必要
でしょう。さらに、大事なのは、マニュアルあて
はめ型、あるいは自分の知っている法知識へ引き
つけて処理するためのピンポイントの情報収集を
する態度を取らないという構えでしょう。
　対話型調停では、気持ちが大事だから、感情的
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なところをはき出させるようにしなければならな
いと思っている方もいるかもしれませんが、私は、
むしろ事実中心でよいのではないかと思っていま
す。しかし、事実と言っても、調停人が判断する
根拠にするための事実を話してもらうのではな
く、事実を中心とする相互理解の促進というスタ
ンスで聴いていくことが大事だと思うのです。事
実への語りの中で、当事者の気持ちは当然入って
きますから、そこを感じとろうとする姿勢も大事
です。
　双方の認識が共通しているところをふくらます
ような形で聴いていきます。認識の共通部分は、
後の合意づくりの基礎になりますから。また、双
方の認識が食い違っている場合にも、どちらの言
い分が正しいとか筋が通っていると判断するよう
な聴き方ではなく、双方の相互理解を促進するよ
うに努力します。Aさんからみれば・・と見えて
いる、Bさんから見れば・・と見えていると、双
方の見方の違いを相互が理解し合えるように話し
合いを進めていくわけです。
　対話型調停で、聞きとるべき気持ちというのは、
要求内容そのものではなく、要求の背後にある動
機あるいは利害です。この点は、要求と利害の区
別などという形で、『ハーバード流交渉術』など
で説明されている部分ですね。
　たとえば、100万円請求しているのは、どうい
う権利義務に基づいているかと考える法的な思考
は、要求の正当性を分析していることになります。
しかし、なぜ100万円請求しているかと事情を考
えると、きっと様々な気持ちが背後にあるのが見
つかるでしょう。
　その気持ちの中には、だれもがもっともだと納
得するようなもの、あるいは同情するような種類
のものから、言いがかり同然の醜い感情に近いも
のもあるかもしれません。しかし、当事者が様々
な気持ちを持った上で、正直に建設的に話し合い
に関わろうとする意欲そのものについて応援して
いくのが調停人の仕事になります。

4．まとめる
　話し合いが十分に膨らんだら、まとめるフェー

ズに入っていきます。
　そして、そろそろ話し合うべき、議事次第を決
めていくのです。
　おやっ、と思われませんか。
　普通の話し合い、会議では議事次第は事前に決
まっているものですよね。
　ところで、その議事次第はどうやって決めます
か。事前に参加者、有力者に根回しをして決める
のではないでしょうか。前の「ひろげる」という
段階は、この根回しに相当する部分の話し合いを、
正式な話し合いの時間内に、急がずに進めるとい
うイメージで理解するとよいと思います。
　レビン小林久子先生の著書（2）では、イシュー
と呼ばれる概念が説明されています。これは、調
停において話し合うべき論点、話題、議題、課題
とでも訳せるようなものとして理解しておけばよ
いと思います。以前紹介したMediators Handbook
の最新版ではイシューの代わりにトピックという
言葉が使われるようになりました。それぞれの当
事者の言い分を理解して、両方の当事者に、私た
ちがこれから話し合うべき議題はこれとこれとこ
れですね、と確認する作業をするわけです。
　この議事次第の提示、ないし、課題の特定と呼
ばれる技術は、概念を理解することも、実際に使
いこなすこともなかなか難しいところだとおもい
ます。
　事案によっては、特に課題を特定しなくても、
双方の言い分を丁寧に聴いていただけで、互いに
解決案が見えて、合意に結びつくこともあるで
しょう。しかし一方で、私は対話型調停モデルの
核の部分だとも考えています。「ひろげる」とい
う相互交流の段階から、「まとめる」という問題
解決の段階への転換点にあたる部分をいかに作っ
ていくかという問題だからです。
　さて、議事次第が決まったら、それぞれの議題
について十分に話し合い、解決に結びつく可能性
のある選択肢を探索し、合意できる内容を形にし
ていきます。最終的には、文章化し、また、きち
んと履行ができるように確認していきます。そし
て、納得のもとに話し合いを閉じます。
　こうした合意をまとめあげていく段階でも、当
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事者が参加している感じ、手続を所有している感
じをできるだけ高めようという意図で関わってい
きます。
　合意書面のサンプルにあてはめていくというこ
とも場面によっては出てくるかもしれません。合
意書面のサンプルには、不確実さを減少させるよ
うな知恵も入っているので、必ずしも悪いことば
かりではないのですが、当事者から話し合いを取
り上げてしまうようなことがないようにという注
意が必要です。
　合意文書は、当事者が納得しているということ
はもちろんですが、実行可能でかつ、社会的に妥
当な内容であることを目指します。また、当事者
への支援が目的ですから、合意したけれど履行さ
れないということがないように、出来る限りの配
慮をします。

5．調停プロセスの管理とは
　以上、ごく簡単に調停プロセスの全体像を見て
きました。
　土俵をつくって、ひろげて、まとめる。これだ
けのことです。
　調停トレーニングでは、基本的には、話し合い
におけるそれぞれの段階（ステージ）ごとに学習
項目を立てていきます。つまり、調停人として、
どこに自分たちがいるのかを感じとり、考え、何
をすべきかを決断していく練習をしていくので
す。
　そんなに簡単に、マニュアル通りに、話し合い
が進むはずがない、と感じられる方もおられるか
もしれません。その懸念はもっともです。調停ト
レーニングで考えている話し合いの段階（ステー
ジ）という枠組みは、先に済ませたことを後戻り
させないという効率性の観点で利用するものでは
ありません。むしろ、ステージを巻き戻すのは、
調停人の役割です。
　たとえば、しばらく話し合いが進行した後に、
その場の話し合い方─ここで言う「土俵をつくる」
という部分について話し合う必要が出てくるかも
しれません。そのときは、是非、調停人としては
その話に取り組むべきです。また、合意に近い段

階になってから隠れた議題が見つかって、もう一
度、事実に基づいた相互理解のための話し合いが
必要になるかもしれません。
　話し合いの段階（ステージ）を学習するのは、
当事者の相互理解と自己決定の支援に徹した調停
活動を現実化するためのチェックリストを持って
おくためだと考えていただけるとよいのではない
でしょうか。

［参考文献］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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（1）受容懸念に関しては、「信頼関係形成のための風土」
を参照して下さい。調停との関係については、故山口真
人先生の論考が参考になります。

（2）レビン小林久子先生には多数の著書があります。調停
技法を直裁的に紹介している最新の著書としては、『解
説同席調停』があります。また、訳書である『調停のプ
ロセス』は、米国でもよく参照されている大著です。
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1．調停に参加する当事者の気持ちを考える
（1）申立人と相手方の温度差
　前回は、プロセス調停の全体像についてお話し
致しました。今回からは、それぞれの段階ごとの
調停技法を考えていきたいと思います。
　といっても、今回は、調停手続が始まってから
の技法というより、その直前の状況について考え
てみたいと思います。
　読者の皆さんは、調停に参加する当事者の気持
ちを想像したことがあるでしょうか？
　どんな手続が待っているか不安であるとか、こ
の際自分が正しくて相手が間違っていることを公
に決められるのだとか、様々な想いを持って調停
に望む当事者がいるでしょう。
　今回、特に考えていただきたいのは、申立人と
相手方の気持ちの違い、あるいは参加における温
度差についてです。
　たとえば、ビジネス上の取引相手に数十万円の
未払いがあって、その回収を目的にした調停申し
立てを民間機関に行ったと考えましょう。どのよ
うなビジネスであるか、どのような当事者関係が
あるかはここでは指定いたしませんので、それぞ
れの読者がリアルだと思える設定を考えていただ
いて結構ですが、何らかの気持ちがあってその機
関の調停手続を選んだ申立人と、機関から連絡を
受けて一応参加してみようかなと思っている相手
方には、明らかに温度差があるはずです。

表　申立人と相手方の気持ちを考える（ワークシート）

申立人 相手方

　この申立人と相手方の気持ち・温度差を考える
というワークは素朴ですが、調停実務を改善する
上では、重要な視点を与えてくれるように思いま
す。
　ともすると調停人の研修といっても、典型事例
に対する法的なあてはめの学習に終始している場
合もあるように思えます。こうした学習は、マニュ
アルへのあてはめだけを重視する調停観に基づい
た活動にとっては不可欠なのでしょうが、対話型
調停モデルではこうした学習だけでは不十分と考
えます。もう少し人間くさい部分を考えるのです
が、すべての当事者がそれぞれ異なる、すべての
事件がそれぞれ異なるということで終わりにせず
に、当事者目線に近いところから手続を見直して、
控えめな一般化やそこから得られる教訓への準備
は惜しまないという発想があります。

（2）機関による調停手続の差異
　調停人は、両当事者に対して中立的に関わると
いうことに関しては、あまり異論がないところで
しょう。しかし、その「中立」ということの意味は、
機関によってかなり異なってきます。
　たとえば、消費生活センターが消費者と事業者

申立人と相手方

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第4回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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をあっせんする場合には、消費者契約法に示され
ているように、「交渉力の格差」の存在を前提と
した上での中立性が求められることになります。
消費生活相談員の方々のあっせんへの取り組みも
様々にあるでしょうが、あえていえば、消費者の
代理人的な役割に踏み込まざるを得ない場面もあ
るでしょう。申立人側が、調停人に自らの「交渉
力の弱さ」を埋め合わせしてくれる役割を期待す
るということが間違っているとは言えません。
　ビジネス間の調停は消費者分野とはニュアンス
が違うでしょうが、紛争に力の格差はつきもので
すから、機関としてその問題にどう対処するかと
いうことはかなり重要です。
　対話型調停モデルでは、当事者の力の格差があ
る場合にも、両当事者を対等である「かのように」
扱うのが原則形（1）ですが、申立人も相手方も必
ずしもそのような認識で手続に臨んでいるとは限
りません。

2．申立人の期待
（1）期待が大きいが不安もある
　申立人は、調停手続をあえて民間の機関に申し
立てたのですから、何らかの想いがあるはずです。
少なくとも、このままにしておいてはいけないと
思ったからこそ申立てをしたのでしょう。解決意
欲があるはずです。また、民間の調停機関を選び、
裁判や裁判所の調停、あるいは支払督促のような
他の手続を選ばなかったということにも理由があ
りそうです。法的手続に詳しい助言者が周りにい
たのかもしれません。自分でいろいろな情報収集
を行った上で、メリットがあると考えたのかもし
れません。
　あるいは、誤解しての申立ての可能性もありま
す。たとえば、申立てが受け付けられた限りは請
求の7、8割を得られるだろうといった、調停人側
からすれば過剰な期待をしている申立人もいるか
もしれません。
　申立てする側には、誤解しているかもしれない
ことも含めて、調停手続や機関に対して期待が大
きめになるという一般的な傾向があります。何と
か良い解決を得たいという動機を持って、先手を

取って動いたという事情があったはずです。
　もっとも、この手続を選んでよかったのだろう
かという不安もあるでしょう。しかし、不安より
も期待が大きいからこそ申込みをしたはずです。
　なお、調停手続を選んだのであるから、相手方
との友好的な関係を望んでいるに違いないと決め
つけるのはやや危険です。もちろんそのような友
好モードの場合もあるでしょうが、意外とそのよ
うなケースは少なく、裁判でも調停でもよいので
ともかく解決したいという戦闘モードの人が申立
てをしているケースがむしろ多いのではないかと
思います。

（2）依存的になりがちであること
　申立人は現状に不満があるから申立てに及ぶわ
けです。正義はこちらにある、あるいは、こちら
は弱いので調停人に助けてもらいたいという意向
が強くなる傾向があります。この点も一概には言
えませんが、正しいのに弱い自分は助けてもらっ
て当然、間違った相手を説得するのは調停人の役
割であると考える傾向が存在します。なんとか調
停人を取り込んで、相手方を押さえ込みたいとい
う願望だとも言えるかもしれません。象徴的に言
えば、申立人は調停人に近づいてくる存在です。
　したがって、調停人が中立的に振る舞うことが、
申立人にとっての不満につながる可能性がありま
す。このことを調停人として知っておくことは大
切でしょう。
　特に、民間の調停機関は申立件数が少ないため
に、何とかリップサービスをして、申立てにつな
げたいという動きになりやすいのですが、そのよ
うにして申立てされた後の手続はなかなか大変に
なるのです。

3．相手方の不安
（1）不安が大きく期待が小さい
　申立人とは逆に、相手方は調停手続に受動的に
参加する流れになります。調停手続への参加の呼
びかけを受けて、手続や機関に対する一応の理解
はあるでしょうが、どちらかといえば、しぶしぶ
参加するという場合が多いでしょう。
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　申立人とは違って、そもそも何の問題も起きて
いない、あるいは、少なくとも2者間で直接話せ
ば済むような問題を大げさにされたという意識を
持たれることは少なくないようです。
　したがって、一般的に言って調停手続内での解
決意欲が低い傾向があると言えるはずです。場合
によっては、手続からの離脱意向が強い場合もあ
るはずです。象徴的に言えば、近づいてくる申立
人に対して、遠ざかる相手方と言えるでしょうか。
　しかし、そうは言っても、一応調停手続に参加
しようとしている場合には、一定の解決意欲もあ
るはずです。
　非常識なのは申立人側であって、むしろこちら
が被害者であると考えている相手方当事者も少な
くありません。（実際に加害者側や債務者側が申
立てをする場合もあります。また、こちらに非が
あるのは認めるが原因を作ったのは申立人側だと
考えている場合もあるでしょう。）そうした、小
さいながらも解決意向があるからこそ、調停の席
についているでしょうから、そこをうまく引き出
し、育てるような形で解決をはかりたいものです。

（2）手続への理解が乏しい
　相手方に関する一般的な傾向として、もう一つ
の大切なポイントは、手続を理解していない場合
が多いということです。申立人は、様々な手続の
中で、あえてその機関の調停手続を能動的に選ん
でいます。他方、相手方は、その手続に参加する
かしないかというところがスタートなので、そも
そもその機関のことや手続の内容について、詳し
く理解している場合が少なくありません。
　ただし、調停手続が上手く進行すると、相手方
当事者からの評価がむしろ高くなる傾向があるよ
うです。単に、一方が悪いということで追求する
のでなく、双方の言い分を噛み合わせた後に、納
得の上に見つけられた合意での場合になります
が。例えば、岡山仲裁センター（岡山弁護士会）
の利用者アンケートデータによれば、合意できた
場合には申立人よりも相手方に満足度が高いとい
う傾向が出ています。

4．調停人の動的な位置取り
（1）裁判官の中立性、調停人の中立性
　調停人は、両当事者に対して中立的に振る舞う
べきであると観念的に考えている限りでは、あま
り問題の存在に気づくことはないかもしれません
が、少し当事者の顔を具体的にイメージできるよ
うな形で想像を膨らませてみると、近づいてくる
申立人と遠ざかる相手方という両者の中で、等距
離の位置取りを探していかなければならないとい
う事実に気づきます。つまり、調停人の中立性と
いうのは、調停手続の話し合いという流動的な活
動の中で、調停人自身がその位置取りを探りつつ
見つけていくべきものと言えるでしょう。
　これは、判決を書く裁判官（和解を行う裁判官
ではなく）の役割との対比で考えれば、より鮮明
に理解できるように思えます。裁判官は、主張立
証に関して事実ベースで認識していくことが仕事
です。原告に取り込まれる心配などに気を煩わせ
ることなく、権利義務を確定すればよいのです。
また、被告が手続に出席しなくても擬制自白と見
なせるのですから、被告が期日に出席しなかった
らどうしようなどという心配は要りません。
　要するに、裁判官は当事者との間に明確な利害
関係がないことだけが条件なのであり、そのこと
を具体的に表現した法律が民事訴訟法23条（除
斥）、24条（忌避）、民事訴訟規則12条（回避）です。
比喩的に言えば、裁判官の中立性とは、両当事者
から十分に遠いところに位置していることを示す
ためのものです。他方、調停人は、双方からの信
頼を勝ち取るために、両方の当事者に十分に近づ
いていきながら表現される中立性と言えるでしょ
う。（ちなみに、ADR法では、調停人と当事者の
間の関係を、民事訴訟法23条、24条と同じ程度に
具体的に決めることが求められています（2）。本当
は裁判官と調停人では役割が違うはずなのです
が、具体的にどのように決めてよいかわからない
ためか、結局、民事訴訟法23条、24条と同じよう
な規定を置くことでこの問題を処理したことにし
ている機関が多いようです。）
　調停手続では、当事者が離脱する自由が認めら
れますから、たとえば相手方当事者が「こんな話
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し合いは意味がない」と言って、席を立ったとし
ても、相手方当事者を不利な扱いにできるような
権限はありません。誠実に話をしてみて、それで
も席を立たれたらそれ以上のことはできないので
す。調停人は、こういう状況下で、話し合いをス
タートさせなければならないということをまず理
解すべきです。申立人にもそのような手続構造（の
限界）を理解してもらわなくてはなりません。

（2�）調停人が準備すべきこととはじめの挨拶の
意味

　調停手続を開始する前に、調停人はどのような
準備をすべきでしょうか？
　わたしは、今回のお話で紹介した状況をまずは
理解することが求められると思います。
　簡単にいえば、近づいてくる申立人と遠ざかる
相手方の間に位置して、等距離を探しながら動き
続けるという動的な調停人役割像を理解すること
です。
　しかし、それ以上に大切なことは、それぞれの
手続ごと、当事者ごとに、それぞれの申立人、相
手方はどんな気持ちでこの手続に望んでいるのか
について、想像をめぐらせてみることであるので
はないでしょうか。そのようなことを心掛けたか
らといって、解決が早くなるとも限りませんが、
それぞれの当事者が様々な想いを持って手続に参
加するという事実を尊重し、そうした想いを大切
にしながら話し合いを進めていこうということで
す。
　やや情緒的な説明に響くかもしれませんが、た
とえば、もっと即物的な意味で、それぞれの当事
者が朝起きて、電車や車でこの場所に来るまでの
さまざまな気持ちの動きを想像してみた上で、具
体的な話し合いに入っていくということは、意味
があるように思えます。調停人は、当事者から前
向きな意味での可能性を「賭けるに値する」かも
しれないと思ってもらうように努力すべきだと考
えたいところです。
　次回、調停人のはじめの挨拶を扱います。調停
人は、その中で、今回述べてきたような温度差の
ある場所で、中立らしく振るまい、その役割を当

事者に受け入れてもらう努力を果たしていくこと
が求められます。左右両方を同じように視線を配
り、体を向け、中立性を実感してもらう機会にな
るでしょう。同時に、手続について不案内な当事
者に対して、理解と安心感を深めてもらう時間と
しても有用であるはずです。

［注］————————————————————
（1）介入のあり方については、今後の連載の中で考えてい

きます。対話型調停モデルでの調停人は、代理人的には
振る舞いませんが、力の格差を放置してよいと考えるわ
けでもありません。

（2）内堀宏達『ADR認証制度Q&A』（商事法務 2006年）
36頁参照。

表　申立人と相手方の気持ちを考える（参考例）

申立人 相手方
・解決したい。
・正しいのは自分である。
・相手が間違っている。
・相手の出方を見たい。
・有利に進めたい。
・ 調停人に味方になって

ほしい。
・ 適切な手続・機関を選

んだのか不安。

・ 呼び出されて不本意・
不安。

・ 調停人、調停機関は申
立人の味方ではないか。

・手続がよくわからない。
・ 機関は信頼できるか不

安。
・ できれば参加したくない。
・この際解決したい。
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1．「はじめの挨拶」を行うねらいは何か
（1）調停の場をつくる
　調停技法における「はじめの挨拶」とは、調停
の開始時において、調停人から当事者になされる
べきと考えられている導入のための一連の活動を
言います。
　わたしは、対話型調停モデルによる調停とは、
紛争解決場面における当事者への支援として、場
所と時間と調停人の能力を当事者に提供する活動
だと考えています。話し合いの土俵作り、あるい
は「場作り」こそが調停人の役割の本質だと考え
ます。ただし、貸席に終始するわけでは決してあ
りません。上原裕之元判事は、一座建立という茶
や能での目標が、調停の場でも該当するとおっ
しゃっています（1）が、わたしも共感致します。
場を作るためホストとしての責任を調停人は果た
し、客人たる当事者自身にもその場を有意義なも
のにするため努力する責任があると考えるので
す。
　調停における「はじめの挨拶」とは、当事者に
安心感と解決への期待を持って「場」に参加して
もらうための、最初の大切な時間を一緒に過ごす
ことであると考えます。この安心と期待を両当事
者の中に醸成できれば、当面の目標は達成できた
と言えるかもしれません。そのために、礼儀正し
く、しかし適度な親近感のある「人間関係」を作
ろうという調停人側からの呼びかけが、「はじめ
の挨拶」の本質であると言えるでしょう。

（2）期待をつくる
　期待という観点で、もう少しつっこんで言うと
すると、当事者が調停の場面に来ているというこ
とは、何らかの期待、おそらくは解決への期待が
存在しているからでしょう。相手の出方を見るた
めということかもしれませんが、それも広く言え
ば解決への期待に含まれるはずです。そのかすか
な期待をしっかりした解決への意欲に転換するこ
とが、調停手続全体を通じた調停人の仕事です。
　「はじめの挨拶」の場面において調停人が目標
とすべき事は、調停の場所に来ている当事者の意
欲を受け取って、これからの話し合いに責任感を
持って参画（コミット）してもらうことでしょう。
であるならば、当事者から「話し合い方への合意」
を調達することが、調停人にとっての当面の目標
になるはずです。つまりこの話し合いの場は、当
事者は情報提供者で調停人が判断者・裁定者とし
てふるまう場ではなく、両当事者と調停人の三者
がそれぞれ知力を絞って率直・誠実に話し合い、
不当な圧力によってではない納得ずくの結論を探
す場である─こうした合意こそが、この段階での
目指すべきゴールでしょう。
　ですから、「はじめの挨拶」において、調停人
が法律で決まっている（2）から、あるいは、機関
で決まっているからなどの理由だけで、「言った
ことにしなければならない項目をカバーする」と
いうスタンスで臨まれては困るのです。ここで解
決するぞ、とか、充実した意味のある話し合いに
するぞ、といった当事者の期待を呼び起こすため
の呼びかけでなければならないのです。

調停人による調停開始

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第5回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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（3）安心をつくる
　安心という観点で言えば、第3回（2013年6月号）
でも触れた、社会心理学分野で言われる受容懸念
が重要です。当事者は、そもそもこのような場で
自分（の言い分）が受け入れられるだろうかとい
う心配を持って参加しているのがむしろ普通で
す。迅速に、効率的に、とばかり考えて、こうし
た懸念に配慮されることなく本題が始まっても、
当事者は言いたいことを言う準備ができていない
段階に留まりますから、かえってスムーズな話し
合いが望めません。「自分はこの場に居て大丈夫
だ」という受容懸念を払拭させるべく、工夫を行
いたいところです。たとえば、はじめの挨拶の場
面でも調停人だけが話をするのではなく、両当事
者がちょっと言葉を発することができるタイミン
グを作っておくと良いようです。あるいは、「駐
車場は空いていたか」とか「雨で濡れなかったか」
といった、この場に来るまでの当事者を気遣った
言葉のやりとりをしてみるといった工夫もできる
かもしれません。この活動は、相手の立場に立っ
て話をしようという話し合い方についてのロール
モデルを示す意味もあります。
　また、これからどのような話し合いの流れにな
るのだろうかと、当事者は心配を持っているはず
です。第4回（2013年7月号）で触れたように、申
立人と相手方では、機関や手続への不信度が違い
ます─相手方の方がより不信度が大きくなる傾向
がありますので、手続を丁寧に伝えることは、席
に着くことさえ拒むかもしれない相手方への配慮
という側面もあります。後述するように、話し合
いの時間その他の外形的事項についてもきちんと
触れるべきと考えられているのは、手続そのもの
への不信度を少しでも下げる努力といえます。

（4）戻って来られる場所をつくる
　当事者に期待と安心を持ってもらうのが「はじ
めの挨拶」のねらいだと述べましたが、このよう
な大きなねらいがはじめから達成できるわけでは
ありません。むしろ、当事者がそのような気持ち
を持ってもらえた時というのは、調停人がなすべ
きことはなくなっている時、つまり、調停の終わ

りの時だと言えるかもしれません。
　ですから、「はじめの挨拶」とは、両当事者の
中にある期待度と安心度を少しでも増やすように
調停人としてはできる限りのことをするのだとい
うその姿を見てもらう場面であると考えても差し
支えないでしょう。したがって、期待度と安心度
がそれぞれ100%でないということを気に病む必
要はないのです。それらが少しでも増えれば良い
なと感じ、考えながら、関わっていけばよいとお
もいます。
　今一度お考えいただきたいのは、両当事者と調
停人が、「いま・ここ」に集まっている意味です。
何らか話し合うべき事項があると考えたから、そ
れぞれ足を運んだはずです。せっかく集まったの
だから、「いま・ここ」の話し合いに賭けようで
はないか、という誘い・呼びかけが、調停におけ
るはじめの挨拶の本質に他なりません。しかし、
話をしていると、そのねらいからずれてしまうこ
ともあるでしょう。たとえば、問題解決から離れ
た単なる攻撃の応酬になったり、相手の人格を決
めつけて自分の態度を硬化させて一歩も動けなく
なってしまったりといったことは、調停において
は頻発します。そうしたときに、そもそもわたし
たちは何のためにここに集まることになったのか
を考え直すのは意味あることでしょう。「はじめ
の挨拶」の時間をしっかりとり、話し合い方その
ものに合意をとっておけば、見通せなくなったと
きに話し合う目的・原点まで戻って来られます。

2．「はじめの挨拶」で触れるべき事項
（1）項目の整理
　さて、そろそろ、はじめの挨拶で何に触れるか
という話題に移りましょう。
　「表　確認すべき事項例」にサンプルを挙げて
おきました。
　ただし、これを全てカバーすると、かなりの時
間を要することになってしまいます。申込時や、
スケジュールの確認時等に説明できる内容はそち
らで済ませておいた方が効率的かもしれません。
　どのような事項を話し、話さないかについては、
それぞれの機関で決めるべきだとわたしは考えま

- 18 -



12  2013.8　第60巻8号

す。また、同一機関内でも、調停人によって異な
る「はじめの挨拶」であってよいとおもいます。
さらに、調停の事件によって、当事者によって異
なる部分があってもよいとおもいます。しかし、
柔軟さはいい加減さとは異なります。何となく
言ったり言わなかったりというのでなく、機関毎、
調停人毎、事件・当事者毎、実施日毎に違うとい
う必然性が求められるはずです。
　「はじめの挨拶」に関しては、調停機関・調停
人側でほぼ完全に準備できる項目だと言えます。
ぜひ、検討を深めたいものです。

表　確認すべき事項例
席へ誘導
自身の名を名乗る
当事者の名前・呼び方の確認
当事者の役割（話し、聞き、考える）
相手の話を遮らず最後まで聴く
当事者と調停人の利害関係がないことの説明
本日の場が持たれた経緯/本日のゴール
調停人は判断せず、当事者自身が解決策を探す役割
であることを説明
調停手続参加経験を聞く
別席手続（コーカス）
調停人の秘密保持
当事者の秘密保持（3）

専門的意見を外で聞ける
所要時間
期日の続行
電子機器（携帯電話、録音機器）
建物設備（お手洗い、駐車場、喫煙所……）
各書式の説明
他に質問がないか

（2）呼び方の確認の意味
　調停人自身が名前を名乗るかどうかも大切です
が（わたしは名乗るべきだと思っています）、同
席対話型の調停では、当事者間の呼び方を形成し
ておくということにも意味があると考えられま
す。
　当事者間でこれまで日常的にはそのように呼ば
れていたとして、調停という場面において、その
呼び方がふさわしくないものもあるでしょう。「派
遣さん」、「バイトくん」、「コンサルさん」、いろ
いろありますね。両当事者の人格を尊重する、あ

るいは、尊重する「かのように」配慮しようと努
力することが、調停の場面では求められます。ど
のような呼ばれ方で進めるかという、一見単純に
見える事項ですが、その後の話し合いの力関係に
もたらす影響はバカにならないはずです。「おい」
とか「ちょっと」としか呼んだことがなく、氏名
で呼ぶのは照れくさいような関係もあるかもしれ
ません。あるいは、「先生」とか「社長」とか、
他には呼びようがない関係もあるかもしれませ
ん。調停人からどのように呼ばれたいか、相手当
事者からどのように呼ばれたいかも、それぞれの
当事者本人が決められるようにしたいものです。
互いに「さん」づけくらいの親密さ・丁寧さが適
当である場合が多いでしょうが、当事者とともに
丁寧に互いにどう呼ぶか、呼んでほしいかという
問題を考えていく時間を取るということは、決し
て余計なことだとは思えません。当事者間の対話
を回復していくという理念は、こうした活動に具
体的に現れるのだと思います。

（3）割り込み禁止
　話し合い方を合意するという観点で忘れてはな
らないのは、相手の話を遮らずに最後まで聴くと
いう事項です。同席調停において、この点を確立
したうえで調停の話し合いに入っていくのか、そ
のような配慮なしにすぐに入っていくのかによっ
て、話し合いの行方は全く変わってくるとさえ
言ってもよいとわたしは考えます。自分の言い分
を言い、相手の言い分を聴くという基本的なこと
が、紛争当事者間ではしばしば困難になり、だか
らこそ第三者である調停人の助力が求められてい
るわけですが、「相手の話を遮らずに最後まで聴
く」という単純なルールがしばしば両当事者の理
解の促進にとって重要になります。
　かといって、「話し合いにおける割り込みは禁
止します」と、調停人が当事者に命令するかのよ
うにして、この規範を押しつけるのもやりすぎで
しょう。「相手の方のお話をお聞きになっている
際には、ちょっとちがう、などの形で口を挟みた
くなるのはごく自然なことですが、順々にお互い
しっかり話をして進めていきましょう。メモなど
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を取って、準備いただくのも良い方法だと思いま
す」といった形で、待つことの重要性に触れる方
法はお勧めです。

（4）ロジスティックス
　設備等の外形的事項について説明をしておくこ
とも重要だと思います。
　まず、調停の予定時間について、部屋の利用可
能時間との関係でも押さえておいた方がよいで
しょう。例えば、2時間半（4）の予定なら「今日は・・
時頃までの話し合いの予定となっていますので、
お急ぎにならずにゆっくり話し合っていただけれ
ば」（5）といったようにその旨を最初に伝えるわけ
です。
　お手洗いや喫煙所などの設備の説明も含めて良
いでしょう。当事者が主役だといった抽象的な話
だけでなく、実際的に当事者が少しでも余計なこ
とに気持ちを捉えられることなく、話し合いその
ものに集中してもらえるように、ホストとして説
明できることはしっかり説明しておくということ
です。

（5）電子機器
　携帯電話などの電子機器の扱いについては、話
し合いの最中に急に電話がかかってきて話し合う
雰囲気そのものが損なわれるというリスクと、調
停での話し合いを録音する目的で使われるという
リスクがあります。特に後者については、調停の
秘密保持にも関連するため、ぜひ言及すべきで
しょう。

3．練習すること
　調停では、当事者からどんな話が出てくるかわ
かりませんので、その当事者のその話し合いのた
めに、練習することは困難です。いくら模擬の事
例を研究してもその通りの進行ということはない
でしょう。しかし、少なくとも、はじめの挨拶の
部分だけは、調停人のペースで進行できます。こ
の部分だけでもしっかり練習し、話し合いの土俵
作りについての自信を持っておきたいものです。

［参考文献］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　Beer, Jennifer E. & Packard, Caroline (2012) The 
Mediator’s Handbook, 4th, New Society Publishers.

［注］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
（1）上原裕之「調停について」社団法人仲裁人協会2013
年5月24日講演。

（2）6月号でも触れたように、たとえば、ADR法14条に説
明義務が定められています。これは標準的な手続の流れ
や費用について事前に説明し納得した上で、手続に入っ
てもらうという考え方で作られておりこれらの項目自体
をきちんとカバーすることは大切なことです。しかし、
これらの項目をカバーしたからといってよい調停の導入
ができたということにはなりません。

（3）当事者に秘密義務を課すことができるか、どの程度ま
でどのような形で課すことができるか、も考えるべき視
点です。

（4）対話型調停モデルの実務では、一般に2～3時間等長
めの時間を設定するようです。終日の調停が行われるこ
ともあります。事案にもよりますが、どんな能力がある
調停人でも対話型調停モデルを実践するという観点で
は、30分程度といった時間的枠組みでの実施は困難で
しょう。

（5）“Mediators’ Handbook” p33では、実際の終了時刻よ
りも、だいたい15分前に終える目標時間を設定すべき
と紹介されています。
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1�．話し合いの序盤において望ましくない聴
く姿勢

（1）訊問調の聞き取り
　第5回「はじめの挨拶」に続いて、いよいよ調
停セッション内の話し合い技法の紹介に入ってい
きます。
　対話型調停モデルにおいて、望ましくない話の
聴き方とはどのようなものでしょうか。
　第1に挙げたいのは、訊問調の聞き取りです。
調停人が漠然と進行してしまうと、このやり方に
陥ってしまうおそれが強いと考えられるので、注
意したいところです。つまり、申立書や答弁書を
見て、どちらの勝ち筋かを見極めるために、追加
的な情報を収集するという姿勢で関わってしまう
と、調停人は問い詰める気持ちがなくても、当事
者は情報提供源という紛争の客体の位置に追い込
まれてしまいます。
　「あなたが判子を押したのか押してないのか」、

「その時100万円の請求があったのかなかったの
か」、といった、「はい」か「いいえ」でしか答え
られない質問は、閉じた質問（Closed-Question）
と呼ばれます（閉じた質問や開かれた質問を含む
具体的な傾聴技法については、次号で説明しま
す）。話し合いの初期から、こうした質問を当事
者にたたみかけていくという進め方は避けたいも
のです。
　また、5W2Hなどの疑問詞を使った質問に関し
ても、いつ（When）、どこで（Where）、だれが（Who）、
いくら（How much）などについては、閉じた質

問と同じように、訊問口調に聞こえやすいという
効果を持ちますので注意が必要です。（これに対
して、どのように（How）は、話を拡げるための
効果を持ちます。）リーガルカウンセリングのテ
キストで、5W2Hの質問を使って、効率的に事実
関係を明らかにしましょうといった説明がなされ
ている場合がありますが、少なくとも対話型調停
モデルでは、当事者からの語り、すなわち、当事
者自身が見ている状況についての説明を、当事者
自身のストーリーに沿って話していただくという
活動を先行させるべきだとわたしは考えます。

（2）ガス抜き的同情
　上記のような、当事者の語りの重視という説明
をすると、対話型調停モデルでは事実を重視しな
いで、要するに気持ちの問題として事実や論理を
棚上げする手法なんですねと、短絡・誤解する人
がおられます。対話型調停モデルをそのような「話
のすり替えの技法」として認識している方が、意
外と多くいらっしゃるようです。
　誤解した上で、「けしからん」と反発しておら
れる方は良いのです。むしろ問題なのは、自分た
ちがやっているのは「メディエーション」なので、
事実関係を棚上げして気持ちの問題をよく聞き、
納得ずくで解決できるように援助している、みた
いなことを言う方です。確かに心理学の実験によ
ればヴォイスイフェクトと呼ばれる効果（1）があっ
て、一旦自分の話を聞いてもらった上でなら、相
手の提案に服従しやすいという傾向は人間にはあ
るようです。しかし、そのような技術を紛争処理
手続に安易に用いるのが社会的正義にかなったこ
となのでしょうか。ガス抜きありき、現状追認し

「聴く」技法１

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第6回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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かできませんということであれば、そのような調
停制度の存在そのものが問われるべきでしょう。
　また、日本人はすぐ感情的になります、論理的
に話せない日本人には同席調停はなじみません、
といった発言をする調停人がいます。こういう方
から、どうやったら感情的な当事者を冷静にさせ
ることができるかを聞かれることもあります。し
かし、これは問い自身が間違っています。学ぶべ
きであるのは、当事者の感情を操作する技法では
なく（2）、調停人自身が感情の渦に巻き込まれた際
に、どのように話し合いに関与できるか、当事者
にとって役に立つ存在であり続けられるかという
方法であるはずです。

2．話し合いの序盤における基本姿勢
（1）はじめから強引に舵取りしようとしない
　はじめの挨拶が終わると次に話をする人が決
まっているはずです。ですが、積み残している問
題がないか、気になることはないか、今一度立ち
止まってみるゆとりをもちたいものです。たとえ
ば、当事者に伴って現れた人物も一員として話し
合いに加わってもらうのか、必要なときのみ発言
するのか、沈黙を守るのか、といった話し合い方
への合意が必要な事項が残っているかもしれませ
ん。こうした点を整理してから本題に入りましょ
う。
　それぞれが話をしていくことになりますが、あ
まりに細かな確認を急いだり、強引な舵取りをし
ようとしたりせずに、まずはそれぞれの話をしっ
かりしていただくのがよいでしょう。求めている
ことは何か、状況をどのように見ているかについ
て、それぞれから伺うというごく単純な姿勢でよ
いと思います。それぞれの発言をしっかり理解し
ようという意味で内容を聞くことももちろん重要
ですが、同時に、それぞれの参加者の参加度をモ
ニターするという姿勢が必要になります。意識と
して、「理解しよう」という認知的な方向だけで
なく、「感じとろう」という感受性を開く方向で
の関わりが求められているといっていいでしょ
う。

（2）それぞれの見方を聴き取り
　たとえば、申立人の発言が終わって、（相手方の）
○○さんには・・して欲しい、あるいは○○さん
は・・という観点で大変問題であるといった内容
が最初に出てきたとします。次は相手方の発言機
会になりますが、調停人として、どのような声か
けをしますか。
　「その点どうですか」、という安易な発言は、調
停人として控えるべきものとわたしは考えていま
す。調停では、申立人が受付の相談などを経て申
立書を受理してもらって、相手方への調停手続へ
の参加呼びかけを経て、それに相手方が応じるこ
とで、ようやく調停実施に到ります。行こうか行
くまいかと思って調停期日に出てきたあげく、案
の定申立人からはあれこれ攻められ、その次の調
停人の一言が「その点どうですか」ということで
は困りますね。
　紛争をどのように意味づけているか、どのよう
な枠組み（フレーム）で認識しているかに注意を
払う必要があります。調停人は、申立人の認識を
尊重しつつ、相手方には相手方本人の枠組みで
語ってもらう必要があります。「いま、○○さん
から××して欲しいというお話もございました
が、そこを含めて、むしろこれまでの経緯やお越
しになる前に考えてこられたことを中心に、お考
えをお聞かせいただけないでしょうか」といった
形で、なるべく、相手方本人の認識が素直に出て
きやすそうな言葉を選んで語ってもらうことが大
事でしょう。
　調停人として、この段階での当面の目標は、両
方の当事者に、ここは自分の話したい話ができる
場だ、と実感してもらうことです。

3．交流の促進
（1）実質面、心理面、プロセス面の3つの方向性
　さて、両当事者からの最初の話がそれぞれ出た
ら、相互理解を促進するための段階に入ります。
解決を急ぎすぎてはいけません。落としどころを
見つけようという態度も禁物です。ファシリテー
ターの心得として、落としどころは落とし穴とさ
れるほどです。
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　聴き取りの方向としては、大きく3通りありま
す。すなわち、実質面、心理面、プロセス面です。
　まず、実質面として何を請求しているか、請求
の根拠としての事実関係についてです。調停にお
いて当事者はこうした実質面について話し合いに
来ているわけですから、実質面についての当事者
の話をそらすべきではありません。しかし、同時
に、調停人が当事者から問題を取り上げてしまっ
ては（引き受けてしまっては）いけません。調停
人は、話し合いを噛み合うように支援することが
大切で、裁定を任されているわけではありません。
　次に心理面ですが、当事者の感情を受け止めよ
う、くみ取ろうという姿勢はとても重要です。感
情が動く部分に当事者の利害・ニーズが存在して
いるということもよくあります。しかし、いたず
らな心理主義は当事者の不信を招きます。近年、
臨床心理の技術は様々な社会的広がりを見せてい
ますし、次号で触れる「言い換え」（パラフレイズ）
などの調停技法には確かにカウンセリング技法と
の共通性が認められます。しかし、生かじりの技
術でカウンセラーを気取るのは避けるべきです。
調停人は、実際的、社会的な次元での問題解決が
求められているのであって、心理的な治療に関す
る役割を担っていないはずです。
　最後にプロセス面（3）ですが、これは経緯とし
ての事実関係を時系列、登場人物の相互関係、位
置関係、その他の関連する事象の関係を詳しく聞
きとっていくという方向です。これは、有能な法
律家やコンサルタントなどは日常的に行っている
活動かもしれません。常識的な聴き取りではあり
ますが、ここに力を入れ、時間をかけて丁寧に進
めます。聴き取り対象として、比較的安全なプロ
セス面についての話題を拡げながら、両当事者の
利害・ニーズがどこにあるかを探っていくわけで
す。

（2�）事実の聴き取りに関しての裁定型モデルと
の相違

　対話型調停モデルにおいて、事実はなるべく詳
しく話してもらうべきです（4）。すでに述べたとお
り、安易な形で気持ちの問題にすり替えるべきで

ありません。
　裁定型モデルと対話型調停モデルの事実の扱い
の違いを見ていきましょう。裁定型モデルにおい
ては、事実は規範へのあてはめの限度においての
み必要になります。つまり、裁定型モデルにおい
ては、事実のうち、両当事者の言い分の相違に着
目し、規範のあてはめに必要な部分以外について
は切り捨てて行き、法的三段論法によって結論を
導く思考方法をとります。他方、対話型調停モデ
ルにおいては、両当事者の事実認識の共通部分に
着目し、認識の違いについても相互理解が促進す
る方向に援助し、その上で、両当事者が解決可能
な課題を設定し、選択肢を開発した上で、両当事
者自身によって解決策を選び取るという思考方法
をとります。（課題設定等以降の段階については
次々号以降の連載で取り上げます。）
　対話型調停モデルにおいて、同席手続が重視さ
れるのは、両当事者の事実認識を直接的に共有で
きるからです。同席手続に関して、調停人が考え
た「落としどころ」を儀式的に実施する場面にす
ぎないとする発想とは根本的に異なります。裁定
型モデルは調停者が理解するための事実の聴き取
りであるのに対して、対話型調停モデルでは当事
者自身が理解を促進するための活動になります。
　対話型調停モデルが常に両当事者を仲良くさせ
るように働きかけるわけではありません。現実的
には、互いに厳しい感情を持っている当事者間関
係が多いでしょう。つまり、調停の場面以外では、

表　聴き取りの方向性
話題 説明 コメント
実質面 請求内容、権利関

係、それらを基づ
ける事実など

法律専門職は、実
質面に焦点を当て
すぎる傾向

心理面 気持ち、感情、怒り、
よろこび、さびし
さ、満足・・

気持ちの受けとめ
は大切だが、カウ
ンセラーきどりは
避けなければなら
ない

プロセス面 や り と り の 経 緯、
場面、状況、媒体、
頻度・・

先行的に聴く話題
として比較的安全
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今後口も聴きたくないという関係が稀ではありま
せん。しかし、事情に関しては何らかの共通項が
存在したはずです。ある日あるとき同じ場所にい
たとか、どちらにとっても重要な人物がいると
いった些細な事情でよいわけですが、そのような
共通項が存在するはずです。他方、同じような経
験をしていてもその解釈が違うということもまた
多くあるはずです。このような認識の相違につい
ても、直接話し合えば理解できることは少なくな
いはずです。結果的に誤解が解けて仲直りする場
合もあるかもしれませんが、調停人が常にそれを
後押しするわけではありません。認識を共有する
ことで、今後は互いに干渉せずに別々にやってい
くということを決めるのも大事なことです。仲直
りすべき、別々にやっていくべきといった審判的
態度を棚上げして、もっと具体的な次元でどんな
ことが起きたのか、それぞれが何を感じていたか、
そして今どんなことを感じ考えているかについ
て、一緒に「そこにおり」、考え続けるのが調停
人の役割です。

図　事実の尊重

（3�）クローゼットに押し込んである衣類を一旦
外に出すこと

　Mediator’s Handbookでは、この交流の段階は、
クローゼットに押し込んである衣類に手をつけ
て、一旦外に出すのに似ているという比喩を紹介

しています。見たくもないようなものがいろいろ
押し込まれて、手をつけると途方もなさそうに感
じてしまうという混乱したクローゼットのイラス
トが掲載されていてユニークです。
　「聴く」という作業は、そのような恥ずかしく
て見たくない混乱に直面し、理性と勇気を持って
共に立ち向かっていく作業と言えるでしょう。

［参考文献］—————————————————
◎Beer, Jennifer E. & Packard, Caroline (2012) The 

Mediator’s Handbook, 4th, New Society Publishers.
◎中村芳彦「ADRにおける事実認定と対話」市民と法53

巻（2008年）73-81頁
◎菅原郁夫「心理学的な視点から見た調停技法の意義」仲

裁とADR5巻（2010年）118-124頁

［注］————————————————————
（1）菅原郁夫先生の「心理学的な視点から見た調停技法の

意義」を参照してください。
（2）当事者自身が感情にふりまわされた議論を行わないた

めには、率直に当事者に対して、「ここには、冷静に話
し合うためにいらっしゃっているはずです」とお伝えし、
話し合い方自身を話し合うのも良いでしょう。テクニッ
クを駆使して当事者の感情を操作するというスタンスを
取るべきだとは、わたしは考えません。

（3）実質面もプロセス面も「事実」であることには変わり
ありませんが、後述するように、当事者間での相互理解
が促進する方向での事実の共有が促進しやすい「プロセ
ス面」の話し合いの促進が対話型調停モデルにおいては
重要になります。

（4）中村芳彦弁護士による、ADRにおける事実を尊重し
た対話についての論考「ADRにおける事実認定と対話」
が参考になります。
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1．「聴く」技法を学ぶスタンス
（1）技法の背後の考え方を理解する
　前回に引き続き今月も「聴く」技法を扱っていき
ます。調停人をやっておられる方の中には、精神科
医や臨床心理士もおられるでしょう。あるいは、キャ
リアカウンセラーなどの専門職の方もおられるはず
です。それらの専門職で教えられている技法と調停
で有効だと考えられている技法は重なっている場
合が多いと思われます。調停の分野に、臨床心理
分野の技法が入ってきたというのが実際のところで
しょう。したがって、そのような「聴く」という技
術に関してトレーニングを積んでこられた方が、そ
の専門性を活用するというスタンスはあり得ます。
　ただし、これから調停を学ぼうという方から、
カウンセリングの技術を学ぶ必要があるでしょう
かと質問されたら、わたしはその必要はないと答
えます。カウンセリングと調停は異なる目的を
持った手続ですから、何を学ぼうとしているのか
を見失わずにいるということは難しいものだと考
えるからです。調停の過程において心理的な調整
が図られ、結果的に問題解決する場合があること
は理解しますが、手続の目的について当事者と合
意を取りながら、現実的な水準での解決を図って
いくという調停と心理面での治療を目的とするカ
ウンセリングでは構造が異なります。
　中途半端に学んだ技術をふりまわす半専門家は
危険です。学ぶ姿勢を保ちつつ、むしろ武器に頼
らず素手で向きあう態度が重要だとわたしは考え
ます。

　わたしが調停技法において必要と考えているの
は、ごく素朴なレベルでの技術理解と練習方法へ
の取り組みです。むしろ、技巧的な活動は控える
というスタンスで学ぶことが重要であるとさえ考
えます。一方で当事者の役に立つために調停人と
して学ぶ姿勢を持って真剣に取り組むことが求め
られるのは当然なのですが、他方において感情面
での操作にばかり長けた調停者を目指さないとい
う自戒もまた非常に重要だと思うからです。
　理念から要請される調停人の役割は何かを考え
ること、その目的に資する手続構造を理解するこ
と、その手続を支える技術がなぜ有効なのかを理
解すること、適切な練習方法を選択し取り組むこ
と、それぞれが大切です。

（2）「お気持ちはわかります」は「傾聴」ではない
　「お気持ちはわかります」というフレーズが傾
聴の姿勢を示すことにはならないということはご
存じでしょうか。
　話を聴く技法の前提として、相手を理解しよう
という姿勢を示すことが大切です。相手を理解し
ていると伝えることは、相手を理解しようという
姿勢につながりません。「お気持ちはわかります」
という発話には、あなたの気持ちは理解できてい
る（から、これ以上話す必要はない）というメッ
セージが含まれます。
　たとえば3時間の話し合いのすべての時間を「もっ
ともっとあなたのことをわかりたい」というスタンス
だけで関わり続けるのは困難でしょうし、その必要
もないかもしれません。しかし、対話型調停が当事
者主体の問題解決を目指す手続であるなら、基調的
には傾聴の姿勢で望むことが求められるでしょう。

「聴く」技法２

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第7回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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2．開かれた質問と閉じた質問
（1）定義
　開かれた質問と閉じた質問それぞれの定義は簡
単です。はい（Yes）、いいえ（No）でしか答え
られない質問が「閉じた質問」で、それ以外が「開
かれた質問」になります。
　たとえば、家に帰ってきた子どもに「宿題は出
たの？」「テストは返却されたの？」と質問する
のは、閉じた質問になります。「今日はどんなこ
とがあったの？」「これからの予定は？」といっ
たものは開かれた質問です。まずは、言葉の定義
を覚えて、その区別ができるようにすることが必
要ですが、そこまでは簡単ですね。

（2）閉じた質問
　第6回「「聴く」技法1」でも少し触れましたが、
特に法律専門職の場合には、日常の仕事での聴き
とりで事実を確定しなければなりませんので、ど
うしても閉じた質問を使いがちになります。調停
人自身が安心したいがために、事実の確定を急ぐ
ということがないようにしたいものです。した
がって、意識して開かれた質問を使うのが大切で
す。また、5W2Hの質問でも、誰が、いつ、どこで、
いくら、といったピンポイントの情報を得るため
に使われるものは、定義からは開かれた質問に分
類されますが、発話としてはむしろ閉じた質問に
近い性質を持つということを理解しておくことも
大切です。（発話として開かれた質問の性質を持
つのは、どのように、何が、なぜ、です。）
　さらに、調停人の立場からすると、当事者の紛
争についての大まかな意向を知りたいかもしれま
せん。たとえば、これまで取引関係が続いていた
場合のビジネス上のトラブルを考えてみましょ
う。将来の取引を行う可能性を考えているのか、
関係を切った上で金銭的な権利主張のみを行いた
いのかを、なるべく早い段階で探りたくなるのは、
調停人としてごく自然な気持ちです。しかし、当
事者にとっては相手の出方を見てから今後のつき
あい方を決めたいのかもしれません。つまり調停
の進行において、調停人と当事者の意向が食いち
がう場合があるのです。対話型調停モデルでは、

可能な限り当事者の意向を優先させるべきと考え
ます。したがって、相手との関係を切りたいかど
うかといった大きな質問でかつ閉じた質問である
ような問いを、調停の冒頭で行うのは乱暴である
という認識が必要です。
　ただ、閉じた質問が悪く、開かれた質問が良い、
という単純なものではありません。
　閉じた質問が有効な場面もあります。たとえば、
極度に緊張しているとか、話ができないでいる方
に、簡単なすぐに答えられる閉じた質問を投げか
けることも意味があるでしょう。少しでも声を出
すということは、場に受け入れられたと感じる効
果を持つはずです。また、当事者の話を聴いてい
る場面でも、適切な確認行為として閉じた質問を
行うことは有効でしょう。閉じた質問をしないと
いうことよりも、閉じた質問を続けないとか、閉
じた質問が相手にどのような影響を与えているか
を観察する意識が大切です。さらに、その日の話
し合いを終える場合や、調停そのものが終盤にさ
しかかってくると、大事な決断を促すための閉じ
た質問も必要になります。

（3）開かれた質問
　開かれた質問であればよいというものでもあり
ません。第6回「「聴く」技法1」で、「その点どう
ですか」を連発する調停は困るという話に触れま
した。「その点どうですか」は開かれた質問では
ありますが、一般的に調停人としてやや無責任な
進行であると言えますし、場合によってはかなり
決定的な不信を招きかねません。
　もうひとつ、「なぜ（Why）」の使い方にも気を
つけたいものです。調停において、理由を問うこ
とが必要な場面はでてきますが、「なぜ会議に遅
れたのか」という問いは、責任を追及するニュア
ンスを持ちます。「先日の会議のことが話題になっ
ていますが、何かお話しいただけることはござい
ますか」と聞けば、少しニュアンスは柔らかくな
るでしょう。
　ですから、開かれた質問にも意図が必要です。
対話型調停モデルにおいて、特に前半に気をつけ
るべきは、相互理解の促進という目的に資する話
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し合いになっているかということです。どういう
意図で何を要求しているか、状況をどのように理
解しているかという基本的な語りをしっかり双方
ができているかを思い返してみます。調停人とし
てその支援につながる問いかけができているかを
ふりかえってみるわけです。第6回「「聴く」技法1」
では、気持ちよりもむしろ事実についての語りを
しっかり聴きとろう、実質面、心理面、プロセス
面の三つの方向性を意識した聴き取りを行おうと
いう提案を行いました。
　開かれた質問における効果的な技術として、開
かれた質問の「開かれ具合」あるいは開放の程度
を調整する方法があります。「さあ、何でもお話
をお聞かせ下さい」と何を話してもよい形で問い
かけるよりも、「・・についてもう少し詳しく教
えていただいてもいいですか」と聞かれるほうが、
話しやすい場合があります。相手の様子を見て感
じとりながら適切な問いを探っていく姿勢が必要
でしょう。
　別の技術として、チャンクダウンと呼ばれるも
のがあります。チャンクとは、かたまりのことです。
つまり、かたまりをほぐすという質問技法です。
調停での当事者の語りのなかには、気持ちが入っ
ているけれど、その意味するところがはっきりし
ない表現が含まれることがしばしばあります。た
とえば、「相手は信用ならない」という言葉だけで
はその意味するところは本人しかわかりません。
あるいは「どなりこんでこられた」という表現でも、
具体的な状況を聴き手は描けません。「その日の様
子ややりとりを教えていただいていいですか」と
いった形で聞いていくことはできるでしょう。
　調停人の問いかけが、話し合いの方向性を影響
づける力には大きなものがあります。自身の活動
をふりかえることができるようにしたいものです。

3．言い換え（パラフレイズ）
（1）定義と効果
　調停における言い換え（パラフレイズ）とは、
当事者の言葉を調停人が別の言葉を使って表現し
直すことを言います。
　言い換えは、話し手が言いたいことと聴き手で

ある調停人の理解が食い違っていないかを確かめ
るという直接的な効果の他に、聴かれたという実
感を与える効果があります。少し技巧的な技術で
もあるので、練習しないとなかなか踏み切れない
でしょうが、聴かれたと思ってもらえるというこ
との意味はかなり大きいと言えます。気持ちよく
話してもらえるように、適切な言い換えを行いた
いところです。
　また、同席調停において、話し手と相対する側
にとって、調停人が言い換えた言葉で話し手の言
い分が理解しやすくなるという効果もあります。
けんかをしているときには、なかなか相手の言い
分は聴けないもので、相手が話をしているときは、
何を言い返そうかと考えるのが普通でしょう。お
互いに言いっ放しになると、気持ちが離れていく
ばかりで、話し合う余地はないという実感にしか
つながりませんが、調停人の言い換えで話し合い
の流れが変わり、理解し合う雰囲気が広がると期
待できるのです。
　調停人自身にとっても、判断を棚上げして聴く
ことに徹することができるという効果もあります。
　また、多く話す側と少なく話す側のバランスを
とるためにも適切なタイミングで言い換えができ
ます。

（2）方法
　言い換えは、単純ですが、調停を進めていく上
でかなり重要な技術だとわたしは考えています。
　取り組み方としては、あまり難しく考えすぎず
に、「・・ということですか」「・・とおっしゃっ
ているのですね」と、丁寧に話し手の言い分を確
認する作業だと思っていただければよいでしょ
う。一文一文をすべて言い直すというのではなく、
ある程度まとまりのある話を聴いて、そのポイン
トになる部分についての理解を確かめるという感
じになります。当然ですが、このとき自分の見解
や経験は話しません。
　日本語で言っている話をもう一度言い換えると
いう行為には少しためらいがおきるのが普通です。
だからといって言い換えを行わずに調停を進める
ことは勧められません。調停トレーニング等に参
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加して、実際に言い換えの練習に取り組みながら、
自分なりの言い換えの感覚を磨いていただくのを
お勧めします。練習してみると、言い換えをされ
た側が不自然だった等の否定的な印象よりは、聴
いてもらえている、理解してもらえている、話し
やすいといった肯定的な印象につながる場合が多
いようです。もちろん程度問題でしょうけれど。
　迷うのは、どのタイミングで口を挟むかです。
特に、当事者の腰を折ってしまうのではないかと
いう心配が出ます。わたしは、当事者の話を記憶
できなくなったときには口を挟んで良いのではな
いかと思っています。相手の息継ぎのタイミング
を見ると良いとおっしゃる方もいます。華麗さを
追求して調停を学ぶことよりも、勇気を持って関
わっていくという姿勢を見せるのが大事です。当
事者の役に立つのであれば、多少ギクシャクして
もかまわないはずです。
　ところで、ありがちなのが、当事者の話が長い
ときに、最後の文だけを言い換えて済ませるとい
うやり方です。これは、上手なやり方ではありま
せん。話し手に、あなたの話は長すぎて聞いてい
るのがしんどいというメッセージを与えます。大
事なのは、やはり一番言いたいことが何かに耳を
澄ませ、集中力をとぎらせずに関わっていくこと
です。言い換えの技術としては、話し手の話題の
中に何らかのジレンマを聴きとって、「・・したい
という気持ちもあれば、・・したくないという気
持ちもあるということですね」と確かめる方法が
あります。どちらがより強いですかとすぐに確か
めないほうがよいでしょう。そもそも、調停にお
いては、申立人側には、不快な状況を回避したい
という気持ちと、話し合って相手に自分の言い分
を認めさせたいという気持ちの葛藤があるでしょ
う。様々な葛藤があって当然ですから、そうした
ものが表出したときに、閉じた質問でどちらかを
決めさせるのを急ぐのではなくて、言い換えに
よってその葛藤状態そのものを受け止める姿勢を
見せるのがよいと思われます。

（3）気持ちの言い換え
　感情のこもった発言を扱う場合には、少し注意

が必要です。「山田は信用ならない奴だ」という
発言を、「山田さんのことを信用ならないとおっ
しゃっているのですね」とやってしまってはいけ
ません。いくら丁寧語をつけたとしても、効果が
ありません。相手の山田さんのことを責めている
としたら、話し手は何を感じたのかを聴きとって
いく必要があります。たとえば、信用ならないと
いった発言の背後には、大事な会合に遅れたとい
う具体的な事実があるかもしれません。話し手の
気持ちに焦点を当てて、「・・さんがその会合に
遅れたのとてもがっかりしたということでしょう
か」といった形で確認する方法があります。つま
り、相手を責める表現は、話し手自身の感情に焦
点を当てて言い換えを行うと比較的安全だと考え
られるのです。
　これは、Youメッセージ（あなたメッセージ）
とIメッセージ（わたしメッセージ）という形で
説明されることもあります。あなたが悪いという
言い方でなく、わたしががっかりしたという言い
方を選ぶ方が安全だということです。
　ところで、わたしは上記のような技法のメカニ
ズムを理解しておくことは大切だと思っています
が、こういう技法をこれ見よがしに使われるよう
なことは感心しません。わたしが当事者なら、ど
うしても技術で感情を操られているような感じが
します。みなさんは、いかがでしょうか？気持ち
の言い換えの技術に関しては、使用は控えめにし
て、くれぐれも感情操作を意図しないのがむしろ
大切であるとわたしは考えています。

4．野球で言えばキャッチボールの練習を
　今回紹介した傾聴技法は非常に素朴で、もっと
高度なテクニックを期待された方には拍子抜け
だったかもしれません。しかし、素朴な技術を確
実に実施できるのは、やはり高度な技術を持った
方といえるのではないでしょうか。野球で言えば、
キャッチボールにあたるような技術と言えるかも
しれません。キャッチボールのように基本的であ
るからこそ、目的をしっかり考え、技術の背後に
ある論理を理解して、練習を重ねたいものです。
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1．選択肢の開発とは
　課題（イシュー）とは、議事次第のようなもの
だと述べました。議事次第に従って、1つ1つ確実
に話を進めていくわけです。この段階になっても、
調停人が解決案を提案するという活動はしませ
ん。それぞれ課題に対して、解決策となりうる選
択肢を探して拡げ、当事者がその中から気に入っ
たものを選び取るという考え方で話を進めます。
選択肢の開発とは、当事者主体の解決案発見のた
めの探索的試みといえます。
　ところで、わたしは選択肢（オプション）とい
う考え方を初めて知ったとき、面白いなぁと思い
ました。「相手方が頑固で合意できなかった」と
いう言い方と、「双方が満足できる選択肢が見つ
からなかった」という言い方では、印象が違って
きますね。
　調停の手続の開始に先立って、申立人は何らか
の要求をしているはずです。相手方はその要求を
そのままの形では受け入れられないから紛争に
なって、調停手続が必要になっていると言うこと
でしょう。申立人の要求、相手方の対案としての
要求は、それぞれ解決のための選択肢と考えるの
です。その要求の正しさ、つまりそれが権利に基
づいているかを調べるという手続が裁定型になり
ます。対話型のモデルでは、当初の要求を無視す
るわけではないが（また、要求の正しさを第三者
である調停人が検証するということでもないが）、
要求の正しさよりも、要求の背後にある利害を理
解し合う点を重視して話し合いを進めます。

　「聴く」のステージで様々な事情が出てきて、
話し合うべき課題が様々に見つかるでしょう。話
し合うべき課題が広がることを非効率とは考えな
いで、むしろ、交渉できる余地・パイが広がった
と考えます。課題の特定のステージでは、当事者
の真の利害をすべてカバーできる包括的な議事次
第づくりが重要です。それぞれの課題毎の選択肢
の開発に入っていく前に、話し合いたい課題がす
べてカバーされているかを両当事者・全出席者に
確認してから次に進めましょう。
　調停人にとって、妥当な解決のスジというのは、
課題の特定が終わった段階に来るとある程度見え
ていることも多いかもしれません。しかしあえて
それを押しつけないで我慢し、当事者から出てく
る選択肢をさらに広げて、後に確かめるというの
が調停人の役割になります。やはりこの段階でも、
当事者の反応をよく感じとる・聴くことが何より
大切で、その意味ではやはり調停人自身のエゴと
の対決が求められます。
　選択肢の開発のステージでは、それぞれの課題
について、当事者から解決案を引き出します。調
停人が課題という箱を用意するので、中身を詰め
ていくのは当事者だという感じでしょうか。もっ
と直接的に言うと、調停人は、ホワイトボードな
どのビジュアルツールに課題を表題として書き出
し、枠を作ります。両当事者と調停人が三者で頭
をひねりながら、その枠の中を埋めていくという
イメージです。ホワイトボードなどのビジュアル
ツールの使い方は次回に触れますが、実際にホワ
イトボードを使って、話し合いを進めるのは有効
です。使わない場合にも、調停人が枠を作って、
当事者に埋めてもらうといいう感覚を持っておく

選択肢の開発

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第11回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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とよいでしょう。
　この段階まで来ると、話し合いが良い雰囲気で
進む場合もあります。ただ、解決案に近い具体的
な話題が出てきますから、思わぬところで話し合
いが行き詰まることもあります。

2．扱う課題の順番
　課題の特定のステージでは、複数の項目が特定
されています。どのような順番で話し合いを進め
ていくかという問題があります。
　よく言われるのは、やさしい課題から片付けて
いくという方法です。紛争が激しい当事者間でも、
比較的合意が簡単な課題も存在しているでしょ
う。ごくささいな課題でよいので、小さな合意、
小さな成功を作ることがその後の話し合いにプラ
スの影響を与えると考えられます。たとえば、連
絡方法を決めるといった比較的扱いやすい話題を
選んで合意して、話し合えないとさえ思っていた
相手とでも合意できる部分があるという成功体験
を積み重ねていくという考え方です。
　その他に考慮すると良いと言われている技術と
しては、課題間の関連づけという考え方がありま
す。たとえば、申立人にとって大事な課題と、相
手方にとって大事な課題が違っている場合があり
ます。その温度差にも配慮しながら、この課題の
次にはその課題を扱うということにしましょうと
いった提案することで、自分の言いたい場面も
しっかり作ってもらえるという安心感を当事者に
与えながら話し合いをすすめていくことができま
す。また、課題と課題の間に関係性があって、片
方を片付けないと次には行けないという場合もあ
るでしょう。さらに、金額等の分配型交渉になら
ざるえない課題も、それぞれの当事者にとっての
重要な利害との関連づけが必要になりますので、
メインディッシュともいうべきこうした課題をど
のようなタイミングで話し合うのがよいのかにつ
いて、ある程度見通しを持っておくことも勧めら
れます。つまり、こうした当該紛争固有の事情に
配慮しつつ、全体として大事な課題を話しきれる
ように、話し合いに構造を与えていくのです。
　上記のような説明を見られてどのような印象を

受けますか。ずいぶんたくさんのことを考えな
きゃいけないんだなと感じた方もおられるでしょ
う。また、調停人は、もっと受容的にふるまうと
考えていたが、指示的あるいは操作的だなと感じ
た方もおられるかもしれません。実際に、結論を
押しつけなくても、話し合いの順序等の「操作」
だけで、内容も含めて話し合いそのものに影響を
与えます。良くも悪くもこの影響は大きなもので
す。
　ですから、わたしは、上記のような基本的な戦
術も知っておいた上で、調停人としては、むしろ
当事者に話し合う順序さえ決めてもらう構えで臨
む方がよいのではないだろうかと考えています。
つまり、ホワイトボードなどのビジュアルツール
に課題を実際に書き込んで並べた後、それぞれの
当事者にどこから話し合いたいかを尋ねるという
やり方です。もちろん、両方の提案が一致すると
は限りません。しかし、当事者の紛争への向き合
い方が出てくる場面なので、わたしはこの尋ねる
行為が無駄だと思いません。
　定石的にはやさしい問題から進めていくという
のがよいとされますし、わたしもそれは理にか
なっていると思いますが、大事な問題から話し合
いたいという場合があってもよいですし、複雑な
問題を先に片付けたい場合もあるでしょう。課題
を扱う順序について、絶対的に正しい法則がある
というより、考慮すべき要素と定石的な手順を学
びつつ、自分なりの関わり方を探していくしかな
いものだと思います。

3．ブレインストーミング
（1�）選択肢をひろげる時間と、選択肢を確かめ
る時間を分ける

　さて、話し合うべき課題を決めたら、当事者か
ら選択肢を出してもらいます。この時の考え方と
して最も大切なことは、選択肢をひろげる時間と、
選択肢を確かめる時間を分けることです。ブレイ
ンストーミングでは、批判禁止という部分が重要
で、選択肢をひろげる際には思い切ってひろげる
という点に留意すべきです。質より量を重視し、
アイデアがアイデアを呼ぶような、創造的な話し
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合いを期待して進めます。ここでの発言はあくま
で可能性にしか過ぎない点を確認しつつ進めま
しょう。
　では、どのような工夫をすれば、当事者の発言、
選択肢への提案を容易にできるでしょうか。

（2）利害を中心に選択肢をひろげる
　ひとつの方法は、利害を中心にするアプローチ
です。課題を設定したからには、当事者にとって
関連する利害があるはずですから、そこを感じと
りながら話してもらえばよいでしょう。要求（主
張）と利害についてそれぞれの立場をもう一度確
認して、利害を満たすためにはどうすればよいか
を問い直していきます。元の要求は、ひとつの選
択肢として扱い、それを受け入れられないと言っ
ている相手の主張も、もう一つの選択肢として扱
えます。それらの選択肢に加えて、互いに満足で
きる選択肢がないだろうかと考えるのです。もう
一度当事者の発言にもどって、「先ほどは……と
おっしゃっておられましたね」と、呼び水を向け
てみるのもよいでしょう。
　ダイレクトに、「してほしいこと」と「できる
こと」それぞれ言ってみてもらうのも手でしょう。

「できること」はなかなか言えないかもしれませ
んが、両方併せて言ってもらうことで発言を容易
にするという考え方です。さらに、時間軸を入れ
て、「すぐにしてほしいこと」「将来にしてほしい
こと」「すぐにできること」「将来にできること」
といった問いを使えば、当事者が話し合うきっか
けは広がります。紛争の当事者は、意外と自分が
できることを言っていない場合があります。相手
に攻撃されているときに約束するのは嫌なものな
ので、それを言うタイミングがなかったのかもし
れないのです。
　また、調停では、「相手（Xさん）がAだから、
わたし（Yさん）がBできない」といった発言が
しばしば見られます。選択肢の開発の際に、調停
人として、なぜXさんはAなんですかとか、Xさん
は本当にAなんですかと質問する必要はありませ
ん。まずは、「条件はあるかもしれないけれど、Y
さんはBしたい」ということですか（ですね）と

確かめるのが大事でしょう。具体的にYさんがB
できるための条件について詳しく聴きとっていけ
ば良いでしょうし、すぐに実現しないとしても「Y
が誠実にBするよう努力する」と約束することが
解決につながる場合もあります。なお、Xさんが
AだというYさんの不満を無視して良いと申し上
げているわけではありません。Yさんの利害に関
連しているはずですので、そこは十分に聴きとる
べきです。XさんがAだということでYさんが不満
であることと、YさんがBする意向があることを
分けて扱うと前に進める可能性が高くなるという
趣旨です。

（3）実態把握から未来の話題の手がかりを探す
　もうひとつには、利害や要求といった紛争の内
容を一旦横に置いて、実態としてどうなっている
か（いたか）という事実関係の整理を先行させる
やり方があります。調停手続が開始された後も、
依然として状況理解が混乱していたり、錯綜して
いたりすることがよくあります。まず、現況とし
ての事実関係を整理し、その上であるべき未来を
考えるという方法です。As is（現況）と、To be（構
想）を分析するというコンサルティング手法だと
いっても良いかもしれません。現況をできるだけ
素直に理解しようとすると、様々な要素が見えて
きます。たとえば、過去のビジネス上のトラブル
があったとして、どのような事情で仕事が流れて
いたかという事実関係を確認すれば、改善可能性
のある項目が浮かび上がってくることがありま
す。時間的な流れ、モノや情報の流れ、登場人物
の関係など、わかっているつもりのことでも改め
て整理し直してみると、状況を改善するための糸
口が見えてくることがあります。具体的な次元で
話し合いに徹するところから、未来志向の話題を
探すのです。

（4）分配型交渉要素になる課題
　選択肢を増やしづらい課題として、金額等の分
配型交渉になるものがあります。
　分配型交渉要素になる課題（金額等）が、複数
存在する場合には、まとめて全体として扱う方が
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かえって容易であるようです。
　ブレインストーミングとして選択肢を増やすと
言ってもこうした課題については限界があります
ので、調停人自身が手をかけすぎるというより、
当事者に案を出してもらうのがよいでしょう。そ
れぞれ自身で考えてもらうように休憩を取るとい
うやり方もあります。
　金額のみになれば別席で調整するという考え方
もありますが、必ずしもそうしなければならない
わけではありません。別席で調整するにしても、
同席でもう一度当事者自身の口から言ってもらう
というような工夫が、紛争解決を当事者主体で進
めるためには有効と考えられます。

（5）沈黙を扱う
　ここまでお読みいただければ、当事者に選択肢
を出してもらうといっても、調停人がぼんやり
待っているわけではないとお分かりいただけたと
思います。
　当事者にとっての問題解決のために、道具とし
て何が使えるのかということを自分なりに整理し
ておくことは非常に重要だとわたしは考えます。
　ただし、これらの準備と同様に、あるいはそれ
以上に、沈黙があっても一緒に黙って考えられる
態度が大切なのではないかと考えます。
　調停人としては、当事者が黙ってしまうと当惑
するでしょう。その当惑は当然です。沈黙にはい
ろいろな場合があります。質問がうまくいってお
らず当事者が困っている場合もあるでしょう。し
かし、新しいものが生まれてくる前の大切な瞬間
ということもあります。その機会をつぶしてしま
わないように、沈黙に耐える胆力が必要だと思い
ます。

4�．ビジネス上のブレインストーミングとの
違い

　さて、最後にブレインストーミングをビジネス
ではなく調停の中で使う場合の注意点について考
えてみましょう。
　もともとブレインストーミングは、広告代理店
の副社長だったアレックス・オズボーン氏が考え

だしたものです。新製品・新サービスの企画や、
ビジネス展開の方法の開発など様々な場面で活用
されます。紛争解決の話し合いでは、このような
ビジネスの文脈とは少し異なる点に注意する必要
があります。
　ひとつは、話し合いが一方的になりがちである
ということです。いくら中立的に表現されていた
としても、最終的にそれを実現するのが一方当事
者だけで、相手当事者はそれを受け取るだけとい
うような話題になることがしばしば見られます。
調停人としてはアイデアを絞ろうと思って、善意
で悩んでいるつもりでも、責任を果たさなければ
ならない当事者側としては、ひたすら責められ続
ける非常に辛い時間になってしまっているかもし
れないのです。新製品の企画などでは、次から次
へと新しいアイデアをふくらましていけばよいの
ですが、調停内での選択肢の開発の場面でそれほ
ど気楽な時間が流れるとは限らないのです。
　もう一つは、選択肢なのでどんな発言でもよい
ということで進めてしまうと、相手を攻撃するよ
うなニュアンスが含まれたり、真剣に取り組む気
持ちがないというニュアンスが現れたりといっ
た、破壊的な要素が紛れ込む可能性があります。
たとえば、「あいつが出て行きさえすればよい」
といった発言の中に含まれる悪意は相手当事者に
必ず伝わりますし、そうなると、そっちがそのつ
もりならこっちも……ということになりかねませ
ん。ですから、調停人としては、数さえたくさん
選択肢を増やせばよいというものではなく、それ
ぞれ課題に対して当事者が自分で選択肢を提案で
きるというスペースをきちんと提供するという感
覚があればよいのです。ビジネスのブレインス
トーミングでは、どんな突拍子もないアイデアも
歓迎するという姿勢でよいわけですが、調停での
話し合いにはここで指摘したような、少しデリ
ケートな要素が入ってくることに注意してくださ
い。
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1．調停進行モデルはひとつではない
　調停の進め方はひとつではありません。

が、調停人が別席手続によって情報を独占し、
それを小出しにしながら、調停人が実感する「落
としどころ」に誘導、説得するというやり方には、
私は賛成していません。実際のところ、こういう
やり方でも、多くの場合それなりに妥当な解決に
到達しているでしょうが、その解決の妥当性に関
しては何ら検証手段がありません。公開でなされ
る裁判の場合、裁いたものは歴史によって裁かれ
るという構造があります。不完全な情報によって
実質的に裁いておきながら、その密室性によって
誰からも検証されないというのは、やはりおかし
なことだと思えます。
　私が調停トレーニングを実施するときには、上
記のような私自身の考え方を伝える一方で、それ
以上に重要なこととして、自身の感じ方や考え方
を大切にしてほしいと伝えているつもりです。特
に調停経験を持つ方は、自身の経験や信念をぜひ
大切にして、それを肯定的に捉えた上で、改善の
余地があるかどうかを自分で考えるようにしてほ
しいのです。海外のモデルが正しく、自分たちの
実務が間違っているというような植民地主義的な
理解をしてほしくありません。対話型（facilitative 
mediation）が原則とされる米国でも、モデルにし
ても実際上の進行にしてもかなり幅広いのが実態
です。
　私が伝えるモデルでは、同席を主体として、別
席を限定的に用いるという考え方ですが、それだ

けが「正解」なのではありません。別席をかなり
の程度利用しながらも有用な手続は存在するで
しょう。日本で経験の豊富な実務家と、海外のモ
デルに詳しい専門家の間での対話がもっと必要だ
ということかもしれません。

2．同席と別席それぞれの長所と短所
（1）同席の長所と別席の短所
　まずは、同席と別席のそれぞれの長所と短所を
整理してみましょう。
　同席の特徴は、その透明性にあると言えるで
しょう。相手の表情や言い分を直接理解できるた
め、調停人が操作する余地は少なくなります。お
互いに共通認識を深めやすく、袋小路に陥らない
限りは、早い解決に至りやすいと言えます。見逃
されやすい点としては、同席主体で進めると、自
分たちで合意しようという機運が生まれ、相手当
事者を尊重する方向につながります。相手の前で
紳士的にふるまおうとする傾向は、一般的には肯
定的に働きます。
　別席主体の手続になると、金銭部分以外の解決
が難しいという短所があります。同席だからと
いって必ずしも創造的な解決になるとは限りませ
んが、別席で調停人が金銭解決に誘導すれば、金
銭部分以外の合意を作る契機は得られません。

（2）同席の短所と別席の長所
　同席の短所として、話し合いが激しくなりすぎ
るおそれと、逆に浅くなりすぎるおそれがありま
す。つまり、感情の深いところが表出して話し合
いそのもので収拾がつかなくなる危険性もありま
すが、逆に互いにそれを怖れすぎて話し合いその

同 席 と 別 席

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第14回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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ものが表面的なやりとりに終始してしまう危険性
もあるのです。このような点を考慮すると、調停
人にとっては、同席の進行が負担になり、緊張し
てしまうのも致し方ないところがあります。同席
を進行できるだけのスキルトレーニングが必要な
ゆえんです。
　また、力の格差が大きすぎると、「弱者側」が
相手に圧迫されて言いたいことも言えないという
点も良く言われます。（確かにありえるのですが、
調停に力の格差はつきものですし、実際に調停が
始まるとどちらが弱者側だったかわからなくなる
ようなこともおきます。したがって、私はこの点
をあまり強調しすぎるのはどうかと思っています。）
　別席の実際的な利用場面として最も多いのは、
金額の調整かもしれません。数字を行ったり来た
りさせて妥協点を探すのも必要な場面はありま
す。この点に関しては後述します。

3．対話型調停モデルにおける別席の使用
（1）同席を主体とし、別席を補助的に用いる
　さて、ここからは、私が考える対話型調停モデ
ルにおける別席利用について説明を加えたいと思
います。

　対話促進を目的とし、統合型交渉の契機を確保
するためには、原則的に同席手続が望ましいと考
えます。当事者が調停によってモラルの成長が期
待できるという変容型調停の考え方まで採用せず
とも、透明性を確保して統合型交渉を実現すると
いう古典的な意味での対話型調停においても、同
席を主体とするのには十分な理由があると考えま
す。
　別席を一切用いないというアプローチも存在す
るようですが、私は別席にはメリットがあるため
限定的な形で使うべきだと考えています。これか
ら述べるようないくつかの具体的なメリットがあ
るためです。

（2）利用のメリット①：当事者のスタンスを確認
当事者が調停に真摯に参加しようとしているの

かという参加意欲・権限の確認の場面や、合意直
前におけるリアリティチェックなどの場面では別
席が有効です。たとえば、当事者の背後に主要な
意思決定者がいるが、そのことを相手当事者に伝
えづらいような場合です。あるいは、合意しよう
としているが調停人から見て実際に履行できるか
どうか気がかりな点が残っているけれども、それ

長　所 欠　点
同
席

公正感がある
直接的な反応
伝達ミスが起きない
発言のニュアンス
共通認識が持てる
紳士的にふるまおうとする
自分たちで合意する機運に

調停人が緊張する
感情衝突
当事者間の力関係の影響
当事者がストレスを感じる
当事者が秘密を言いにくい
当事者が面子にこだわる
支払可能金額など撤回しにくい情報

別
席

本音を言いやすい
ストレスから解放
調停人にとっての情報収集
調停人が当事者の解決意欲を確認
調停人が過程を強く管理
調停人が冷静になりやすい
同席したくない当事者
感情衝突の回避
アドバイスしやすい

時間がかかる
待ち時間が不安
調停人の中立性が問題
調停人による伝達ミスの可能性がある
調停人が事実誤認するおそれ
当事者が無責任になる
扱いに困る情報が提出される
分配型等の安易な解決で終わりやすい
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を同席の場面で言ってしまうと、面子をつぶして
しまいかねない場合もあるでしょう。このように
当事者の調停への参加スタンスを確かめようとす
る際には、別席の活用は有効です。

（3）利用のメリット②：当事者にとっての考え
の整理

　相手当事者が目の前で座っている同席調停で
は、当事者が圧迫を感じて自由に話せなかったり、
言い返すことばかりに忙しくなって建設的な話し
合いをする冷静さを失ってしまったりする場合が
あります。同席のまま冷静に話し合いができるよ
うに傾聴技法を活用したり、課題の特定を行った
りして調停人として調整を続けるわけですが、当
事者にとって別席が望ましい場合もあります。何
のために調停に参加しようとしているのか、この
調停で何を達成しようとしているのかについて、
相手当事者の目の前でないところでもう一度考え
る時間を持つのです。その際、調停人と話してい
ない当事者も工夫次第では有効な時間を過ごせる
点を思い起こして下さい。

4．対話型調停モデルにおける別席の進め方
（1）別席導入の説明
　別席手続を説明するタイミングとしては、調停
手続の冒頭と、別席手続の直前のふたつがありま
す。あまりくどくどと説明する必要はないと考え
ますが、何のために別席を行うのか、後述する情
報伝達のルール（別席で聞いた情報を調停人がど
う取り扱うか）については最低限説明すべきで
しょう。

（2）形式的平等性
　一方当事者と別席手続を持ったら、他方当事者
とも別席手続を持つべきです。一方は別席を要求
し、他方は要求しない場合もありますが、調停人
からも聞きたいことがあるなどの説明をして、両
方同様に行うべきです。
　また、費やす時間についても、なるべく等しく
するのが望ましいと言えます。そうは言っても、
たとえば、消費者トラブルなどでは苦情を言いた

い消費者側はいくらでも話したいけれど、淡々と
処理したい事業者側は調停人に伝えることはほと
んどないといった事態も見られます。時間的な差
がどうしても生まれてしまう場合には、双方から
の了解もとるべきでしょう。

（3）情報伝達のルール
　当事者から聞いた情報は、調停人が了解なしに
他方当事者に伝えないというルールを事前に説明
して、実施すべきです。ここは日本での多くの実
務と異なっているところかもしれません。
　したがって、情報の共有の方法には、①当事者
から特定の情報を伝達する点に関する了解を取っ
て他方当事者に伝達する、②再度同席に戻って当
事者本人が他方当事者に伝達するという2種類の
やり方があります。②については、まどろっこし
いやり方に見えますが、当事者本人同士の交渉を
支援するというもともとの対話型調停モデルの理
念には忠実です。別席では、当事者の考え方の整
理を手伝い、交渉をコーチするような関わりを持
てれば、決して別席での作業が無駄になるわけで
はありません。

（4）別席での説得は避ける
　別席で当事者を説得しようとすると、調停人が
他方当事者の代弁をしなければならなくなりま
す。調停人としては、当事者の考え方の整理を手
伝うべきですが、それを踏み越えて説得までしな
ければならないわけではありません。相手の言い
分はこうで、こちらの言い分はこうだが、どちら
かを選ぶ以外にも別の選択肢があるだろうといっ
た形で、当事者の選択肢を整理するのです。もち
ろん、選択肢を整理されるだけで、説得された、
背中を押されたという感じは持たれることもあり
得ます。少なくとも、説得しなければならないと
いう関わりではなく、説得しすぎてはいけないと
いう関わりを自覚すべきです。
　真面目に取り組んでいる調停人にとって、でき
れば解決してほしいと感じるのは自然な感情で
す。その感情を否定する必要はありませんが、そ
の感情の趣くままに説得すべきではありません。
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（5）適度な緊張感を保つ
　同席から別席に移ると調停人だけでなく当事者
も緊張が減少します。自身の利害を見つめ直す等、
当事者本来の役割に立ち返るのならその緊張の減
少は役立ちますが、相手当事者がいないことをよ
しとして、相手を貶める発言をして調停人を取り
込みに図るような場面も起こりえます。別席手続
を持つとしても、対話型調停モデルでは本人同士
の話し合いが中心です。調停人に相手への悪印象
を吹き込んでも問題解決に役には立たないという
手続理解がその当事者に足りていないためにこの
ようなことが起きます。
　別席になったからと言って、無理に本音を引き
だそうとして当事者本人に近づきすぎるよりも、
むしろ適度な緊張感を持って次の同席手続につな
がるようなやりとりを目指すべきです。

（6）待っている側にも宿題を与える
　別席手続では、待たされている側は疑心暗鬼に
陥る危険性があるともいわれます。有意義に時間
を使うためにも、待ってもらう側にも適切に宿題
を与えると良いのです。さらに、重要な課題を聞
かれてすぐに答えなければならなくなるよりも、
時間を使って考えて良いという形で依頼を受ける
方が、当事者にとっても望ましいと言えます。

（7）同席での話し合いをふりかえってみる
　調停人による話し合いへの評価と当事者自身の
それはしばしばずれていることがあります。別席
において、これまでの同席での話し合いをどう見
ていたのかをふりかえるのは有効な方法です。
　その上で、再度同席に戻ったときにどのような
姿勢で話し合いに臨みうるのかを当事者と一緒に
検討してみるのです。コーチングの姿勢だといえ
ばわかりやすいでしょうか。別席でも一方に偏る
べきでないという考え方もありますが、調停人が
当事者の肩代わりをして紛争解決に望むべきでは
ないという意味であって、調停人が当事者に親身
になってはいけないという意味ではありません。
むしろ双方の当事者に対して親身になって良いと
思います。親身だけれど当事者から紛争を取り上

げてしまわないような配慮が必要だということで
す。

5．金銭等の分配型交渉要素とその他の統合
型交渉要素との関係

　実際の調停で実際によく見られる光景として
は、別席手続を利用して主に金額面での調整に時
間をかけるというものではないかと考えます。
　このような手続を持つメリットにはいくつか考
えられますが、何と言っても、話し合いを前に進
める有力な方法です。
　同席では牽制し合ってなかなか金額の提示をし
づらくなりがちですが、別席で調停人からの提示
に応じて一応の提示額を確定すれば、話し合いが
前に進むというものです。
　その際のやり方としては、調停人が金額提示を
せずに交渉を進められるかどうかを試すと良いと
考えます。ここでもコーチする役割に徹して、自
分が置かれている状況の理解、相手の受け取り方
への想像の促進といった面での支援を調停人とし
て行う余地があります。このようなやり方で互い
の提示額をすりあわせていくだけでもかなりの程
度の解決力があります。
　ただし、別席での金銭交渉にはデメリットもあ
ります。別席でこうした金額の調整のモードに
入ってしまうと、もはや相互理解を深めたり、創
造的な解決案を探索したりといった調停の良さを
活かした話し合いを進めるのが著しく難しくなり
ます。当事者も調停人も仕事をしているつもりで
も、結局数字の交渉をしているだけになってしま
うのです。
　調停人が、同席での話し合いをうまく進行でき
ないときに、別席に逃げたくなることがあります。
しかし、安易に別席に流してしまうと、同席調停
で生まれうる価値を逃してしまいます。何のため
にどのような手続を提供しようとしているのか、今
一度原点に立ち戻って考え直してみたい問題です。
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1．法的知識は薬に似ている
　調停手続で、法律を用いた解決を目指すのか、
法律を用いない解決を目指すのかという議論があ
ります。私は、場合によると考えています。事例
にもよりますが、それ以上に調停機関・調停手続
の位置づけに影響を受けると考えています。
　調停に法的知識を直接使うかどうかの問題は、
病気の時に薬を飲むべきかどうかという問題に似
ています。世の中が忙しく、つい薬に頼りがちな
風潮があります。少し休めば治るのに、薬に頼っ
て1日でも早く仕事に戻ろうとするような傾向で
す。他方で、民間療法や特定の信仰にこだわって
適切な医療を受けるタイミングを逃してしまう人
も依然としているでしょう。適切な態度はその中
間にあるはずです。
　法的知識には薬のようなところがあります。つ
まり、専門家の言い分を信じて結論を丸呑みして
しまうほうが処置は適切で改善も早いものもあれ
ば、逆に本人の常識の延長線上での自力の対応が
かえって適切な場合もあります。医学が対象とす
る人体も法学が対象とする社会も対象があまりに
も複雑なので、いくら発展してきたとはいえ、個
別に見ればわからないことが大量にあります。
　対話型調停モデルの基本に、調停は当事者が主
体的に解決を作る手続という考え方があります。
ですから、上記のたとえを用いれば、薬になるべ
く頼らない解決を探すところに主眼があると言え
るでしょう。
　では、調停人は、法的知識を無視するだけでよ

いのでしょうか。対話型調停モデルにおける調停
人の第一義的役割は法的知識の提供＝薬の処方で
はないものの、得られる結論は合理的で公正な解
決でなければならないし、ましてや、法からの逃
避の手段になってはならないはずです。具体的に
調停人として、どのような関わり方を持てるのか
について考えてみましょう。

2．対話型調停モデルにおける法的知識
（1）なぜ法的知識の提供を避けるべきなのか
　対話型調停モデルに詳しい読者以外にとって
は、調停とは裁判と同様に法律知識を活用した紛
争解決手続であると素朴に認識しておられる方も
多いでしょう。調停人が当事者の求める知識を提
供して何が悪いという立場はありえます。
　調停人による法的知識の提供を避けるべきと私
が考える第1の理由は、調停人の役割混乱を避け
るためです。対話促進者から知識提供者に変わる
とそれによって話し合いの構造が変わるために、
当事者が話すべき内容も異なってきます。法的三
段論法にあてはめるための事実関係のみが問題に
なり、それ以外のそれぞれの当事者にとっての価
値や、創造的解決につながる可能性のある個別事
情が切り落とされていくのです。話し合いの目的
と構造が不明確になると、調停人に媚びたり相手
当事者を悪く言ったりという当事者の建設的でな
い態度を招きかねません。調停という柔軟な手続
での当事者の役割は非常に大きなものがあります
から、当事者の能力を十分に発揮できるような話
し合いの構造を保つことが大切です。当事者にとっ
ての調停人の役割を混乱させるべきでないのです。
　私が法的知識の提供を避けるべきと考える第2

法 的 知 識

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第15回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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の理由は、調停人が間違える可能性があるからと
いうものです。
　調停では、当事者の主張立証責任への規律が弱
いため、第三者による裁定を行うための情報が十
分にそろっていない可能性があります。特に片方
の当事者のみが重要な情報を持っている場合に、
それを強制的に出させるような仕組みが調停には
備わっていないため、せいぜい調停人が当事者の
良心に訴えかけるといったことしかできません。
調停では非公開の原則があるため、当事者にとっ
ては情報を出しやすい環境にあることは確かです
が、それは必要な情報がそろっている保証はとは
なりません。たとえ、調停人が知識面で完全であ
るような場合を想定しても、正しく裁定できる保
証はないのです。
　しかも、調停は口頭でのやりとりでどんどん進
みます。専門家としてじっくり調べ直してから回
答する余裕がありません。そのような状況下で適
切に知識提供するためには、裁判官としての資質
と経験を十分に備えたものでなければ、実際的に
は難しいのではないかと考えます。調停人にとっ
て情報提供に過ぎないつもりでも、それを聞いた
当事者は、自分が勝つ（負ける）根拠を示された
と理解するかもしれません。つまり、情報の受け
手にとっての意味を考えると、申立人にとっての
有利な判例の情報を示したときに、その情報その
ものが正しいかどうかを超えて、反対の結論にな
る判例を示さなかった意味までが必要になります。
もちろん事案や論点にもよりますが、調停期日内
のやりとりのなかで必要十分な法的情報を提供す
ることは、意外と厳しいことではないでしょうか。
　こうした事情があるにも関わらず、調停人から
出る言葉は当事者に対して強い影響力を持ちま
す。解決につながったとしても、それが正しい影響
だったと言い切れない場合も少なくないはずです。

（2）「すりかえ」でなく「かみあわせ」
　私が考える対話型調停モデルでは、調停人から
当事者に積極的に法的情報を提供しないと述べま
した。では、当事者が法的知識を持ち出したとき
にはどのように対処すれば良いのでしょうか。川

島武宜教授が体験した「理屈を言うとは何ごとだ」
と調停人が当事者や代理人を叱りつけるような調
停でよいのかという問題です。
　私の答えはもちろんノーです。調停人は当事者
の言い分を抑圧したりすりかえたりするのでな
く、しっかり明確に話せるように援助すべきです。
その思想こそがエンパワーメントと呼ばれるもの
です（当連載2013年5月号参照）。当事者による説
得力のある言い分の展開は調停人として歓迎すべ
き事態です。権利義務に基づく話し合いをそらさ
ず話し合いのテーブルに載せましょう。当事者が
理屈を持ち出したとしても、調停人が裁定しなけ
ればならないということにはつながりません。

（3）質問により互いの主張を明確化
　調停人の役割は、当事者の語りを受け止めるこ
とです。権利義務に関する主張については、その
根拠があるはずですから、なぜそのように考える
のかについて話してもらいます。
　さらにそれを掘り下げるやり方としては、その
議論の強いところと弱いところの両面を明らかに
するということがあります。自信があるには違い
なくても、100％ということではないという状況
だと確認するだけでも意味があります。実際、弱
気で譲るよりも勝てると思って譲るほうが容易で
あるとも言われます。

また、手続的・時間的な流れを確認するという
方法もあります。正しいから勝つと観念的に考え
ているだけでは見落とされがちですが、実際にそ
の権利を実現するための過程には時間やコストを
伴うことが普通です。そこを直視できるように質
問するのです。

このような方法は、弁護士が同伴している場合
に特に有効と考えられます。権利義務に基づく互
いの言い分を整理し話し合いの土俵を整えた上
で、パイの分配にとらわれない創造的な解決を探
すという流れを作ることができるでしょう。

3．法的情報を伝える場合
（1）あえて法的情報を伝える場合
　先に述べたように、私は原則として調停人は法
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的情報を伝えるべきでないと考えています。でき
るだけ手続外での教育・相談・代理などのサービ
スの充実によって当事者の権利が守られるような
制度設計が望ましいと考えているからです。しか
しながら、その調停手続が置かれている社会的文
脈から、調停人から当事者に法的情報を伝えざる
を得ない状況も存在するかもしれません。次善の
策として、あえて法的情報を伝えざるを得ないと
きにどのように対処すべきかを考えてみましょう。

（2）当事者の対話を先行させる
　法的情報を伝える場合にも、基本的に当事者間
の対話を先行させるべきであり、裁定型の議論構
造に終始させる必要はないと考えます。むしろ、
それぞれの本人にとっての大切なモノ・コト、利
害が何かを理解し合えるような話し合いを援助
し、創造的な選択肢が生まれるように工夫するこ
とは望ましいと考えます。つまり、対話型で行け
るところまで行くという方針でよいと考えます。
　そうは言っても現実には難しいという場面も見
られるかもしれません。比較的早い段階で、情報
提供によって当事者の話し合いに介入したい時も
あるでしょう。たとえば、一方が当然行うであろ
うと予想される権利主張を行わず、相手当事者が
それにつけこむような形で話し合いが進んでし
まっている場合です。調停人としては、このまま
話し合いが終わってしまっては公正感に乏しい解
決につながりかねないといった懸念が生じます。
私は、このような場合にも、法的情報の提供によっ
て事態の打開を図るというよりも、まずは権利主
張を行わない当事者がどのようなスタンスでこの
話し合いに望んでいるかを確認するべきと考えま
す。適切な対処は、ケースバイケースで個別的に
考えていくしかありませんが、情報提供より前に
何をすべきか一旦考えてみる姿勢が重要です。

（3）当事者が聞く準備ができているかを確かめる
　良心的に関わっている調停人にとって、調停人
の知識が役に立って問題解決すれば、これほど幸
せなことはありません。だからこそ、調停人が当
事者に情報提供して早く問題を解決したいという

傾向（あるいはエゴ）が存在します。
　調停人にとっては、このような自身の内部にあ
る声を打ち消すのでなく、それを認めた上で、適
切な状況下以外では情報提供をしないという方針
で関わるのがよいと考えます。
　そして、両当事者にとってその情報提供の活動
が価値あると判断できた後も、まず当事者がそれ
を聞く準備ができているのかを観察し、直接両当
事者に聞いて確かめると良いでしょう。

（4）私メッセージで不確実性とともに伝える
　先に触れたように、調停人が伝える法的情報は、
間違いが起き得ます。これは、ほぼ構造的なもの
といって良く、調停人の日常的な研鑽で減少させ
ることはできたとしても、ゼロにはできません。
そして結局のところその間違いは、当事者が負担
するしかありません。したがって、得られている
限られた情報を元に形成された主観的な意見であ
ることを言葉の上でも工夫して伝えるべきだと考
えます。つまり、私を主語にして、なぜそのよう
に考えたのか、どの部分が不明確なのかをも併せ
て誠実に伝達し、最終的には当事者自身が決断す
べきであるということまで含めたメッセージとし
て伝えるべきでしょう。

4．私的自治の範囲
（1）ネガティブチェックの必要性
　調停人・調停機関が行うべき活動として、和解
内容が不法なものになっていないかをチェックす
るべきです。抽象的に言えば、私的自治の範囲内
の合意となっているのかをチェックする役割で
す。調停手続では当事者の納得を目指した秘密の
話し合いが可能ですが、そこには自ずと限界があ
ります。法外であってはならないのです。
　特に合意文書作成に当たっては、その内容には
慎重になるべきです。なお、合意文書作成につい
ては、2014年4月号を参照下さい。

（2）公序良俗
　民法に規定されているとおり公序良俗に反する
契約は無効ですから、調停における合意も当然に
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なすべきではありません。犯罪の計画といった刑
法に触れるものだけでなく、妾契約のように民事
上で確立している公序良俗違反の類型もありま
す。賭けゴルフや賭け麻雀のようなギャンブルに
よる金銭消費貸借契約も認められません。
　公序良俗に反するということは、世の中の常識
に反することが認められないということと解釈で
きますが、逆に「賭けゴルフくらいみんなやって
いるではないか」と発想して、調停人がそれを認
めてしまうということでは困ります。安全サイド
で（この例では、賭けゴルフには厳しく）考える
べきということになります。

（3）強行法規
　当事者間の力の格差の考慮によって、様々な分
野で強行法規が置かれています。消費契約、下請
契約、労働契約などの分野で典型的に見られます。
　強行法規に関連して、公序良俗と同様に、いわ
ゆる常識と法の標準的な運用との間に依然として
乖離や齟齬が見られるときに、どのように対処す
べきかという問題があります。たとえば労働法に
関連して、日本の中小企業で労働法など守ってい
たら経営が成り立たないなどともしばしばささや
かれます。調停制度は一面においては、市民感覚
を反映させた紛争解決手続という利点があります
が、不法な解決の温床となっては、社会的に有害
な存在に転じ得ます。公序良俗の問題と同様に、
みな守っていないから無視して良いというのでな
く、法として尊重する態度が調停人に必要です。

（4）動態としての社会理解
　公序良俗にしても強行法規にしても、一般論と
して契約無効なものは調停でも当然に認められな
いということは理解できるとして、個別のケース
で考えると微妙な問題が出てきます。たとえば、
労働事件での和解金の水準が時間あたりの最低賃
金に満たないような合意はできないでしょうが、
和解金全体としていくら支払うという合意書なら
一見したところ強行法規に反しないというケース
があります。しかし、逆向きの脱法目的の調停合
意（最低賃金以下での報酬を隠すための和解合意）

は明らかに不適切でしょう。
　このように考えると、結局のところ、調停機関
及び調停手続の設置目的が問われます。社会をど
う理解しているか、社会にどのような働きかけを
なそうとしているかという視点なしには、こうし
た個別のケースでの指針を導けないのではないで
しょうか。調停機関及び調停手続の設置理念がな
ければ、調停人個人のむき出しの価値観によって

「裁かれて」しまうことが避けられないからです。
そして、調停人の安易な法的逸脱（この程度はみ
んなやっていることだといった発想）は、当事者
の権利擁護の観点で深刻な影響を与えかねません。
　個々の調停人自身に関して言えば、法律や裁判
例といった個別知識もさることながら、社会の中
で歴史的に発展してきた権利擁護機能についての
動態的理解が決定的に重要であると思われます。
法的知識を提供しないからといって、自らの役割
の重さから目をそらして良いわけではありません。
　なお、対話型調停と法的知識の問題は、私は過
去にいくつか論じていますのでご参照下さい。『現
代調停論』87頁以下では、米国における取り組み
事例の紹介等を行っています。また、「自主交渉
援助型調停と法の接点」では、日本における既存
アプローチの整理をしています。

［参考文献］—————————————————
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1．感情を理性と対立的にとらえる必要はない
　調停は感情面でも当事者が満足できる点で裁判
に比べて優れているとされてきました。では、な
ぜそうなるのでしょうか。まずは、書面主義では
なくて口頭主義だから、といった説明があります。
しかし、それよりも深いところで語ろうとすると、
意外と難しいものがあります。ある調停では当事
者が満足し、ある調停では満足しないのはなぜな
のでしょうか。調停人の進行の仕方の違いによっ
てどの程度影響を受けるのでしょうか。その違い
はどこからもたらされるものなのでしょうか。調
停人としての行動を改善するために学習可能な事
項はあるのでしょうか。……等々です。考え始め
ると難しい問題がたくさんあります。
　近代以来、感情は理性的思考や判断にとって邪
魔な存在であると扱われてきました。特に法学教
育において事実と規範によって結論を導き出すと
いう法的三段論法が中心的な思考として扱われて
きましたが、ここに当事者の感情が入る余地はあ
りません。主流の法学教育が感情を上手く扱いづ
らいという事情は依然として大きくは変わってい
ないように思われます。
　しかし、現代ではこうした感情と理性を対立的
にとらえる見方を反省し、人が感情を持って話し
合い、意思決定していくものであると認めたうえ
で、当事者や調停人それぞれ何ができるかを考え
ていくべきだという見方も発展してきています。
感情を単に邪魔者扱いしなくてもよいのです。

2．感情を意識するが、当事者の感情の操作
を意図しない

（1）感情の存在意義
　なぜ人は感情を持つのでしょうか。
　紛争学に隣接する諸科学は様々な形で感情に迫
ろうとしています。たとえば、感情を持つという
性質があるのは進化的に言ってそれが意味のある
ものであったからだという考え方があります。ネ
ガティブな感情は対人関係において対処が必要な
問題の存在を指し示します。嫌な気持ちがするか
らこそ、人はそれを取り除こうとして行動するので
す。その結果難しい問題に対処できたからこそ遺伝
的にそうした性質が継承されたと考えるのです。
　調停では、現在の権利存否の問題だけでなく、
将来の計画についても合意できます。謝罪等の形
で感情問題を直接対処できることも多いのです。
このように調停の出口としての解決案は無数と
いってよいほど可能性がひらかれています。逆に
言えば、当事者にとっては考えても分からない面
も含めて、思い切って決定しなければならない状
況とも言えます。最終的には、エイッと決めるし
かない事項は存在します。感情は決断を促す効果
を持ちます。

（2）当事者の感情よりも先に自分の感情に気を
配る

　観念的な話には興味がない、どうやったら目の前
の怒りに震えている当事者を落ち着かせることがで
きるのかといった具体的な方法を聞きたいという方
が多いかもしれません。ただ、私は、当事者の感情
をコントロールするテクニックの修得は、調停ト
レーニングの目標と考えていません。感情はそれぞ

感 　 情
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れの人の持ち物です。自分の感情を最終的にどのよ
うに扱うかは本人が決めるべきものです。
　むしろ私が大事だと思っているのは、当事者よ
りも先に、調停人自身の感情に気を配ることです。
もし目の前の申立人が怒っているとして、自身の
中でどういう感情が起きているのかをきちんと把
握できているでしょうか。さらに、自身の身体の
感じはどうでしょうか。背中に力が入っていたり、
眉間にしわが寄ったりはしていないでしょうか。
緊張を解こうとかえって緊張しては仕方がないの
ですが、緊張している自分自身を観察できるよう
にはなりたいものです。ここにトレーニングの目
標があります。

（3）裁かない態度を維持する
　述べてきたように当事者の感情理解のために大
事なのは、自分自身の内面のコントロールです。
調停人として自分の中に起きてくる様々な感情に
ふりまわされないで、当事者のために役立とうと
し続ける態度を維持できるかどうかが重要です。
なかでも、裁かない態度（非裁定的態度）を維持
することは最も重要で、だからこそ先月号（「法
的知識」）で述べたように役割の混乱を避けるべ
きなのです。調停人はどちらにも偏らないで話し
合いを進行すべきと言われますが、話し合いの早
い段階から自身の内側の声はすでにどちらかに
偏っていることも多いでしょう。そのことを意識
した上で「中立らしく」ふるまえているでしょう
か。人は簡単にバイアスフリー（偏りをまったく
持たない状態）にはなれません。私はバイアスセ
ンシティブ（自分の偏りを自覚している状態）を
目指すべきだと考えます。一方の言い分に共感で
きないと自覚できれば、そちらにもしっかりと話
してもらえるようにスペースを提供できます。自
覚できていなければ、無意識に説得モードに入っ
てしまいます。

3．感情を理解しようとする
（1）非言語で伝わる情報に気をつけ、身体的感
覚を確かめる
　自分の感情でさえコントロールするのは容易で

はありません。当事者をなだめるのに汲々とすべ
きでありません。しかし、感情を理解しようと努
力することは大切です。エンパシー（empathy）
は共感と訳されることが多いですが、感情を理解
する意味です。感情を理解するには、非言語から
伝わる情報にも気を配るのがまず必要です。考え
ていることや感じていることを見抜こうとなどし
なくても、当事者の様子に注意を払えば、ちょっ
と姿勢が固いなとか、何か急いでいるなといった
発見があるはずです。ボディランゲージに現れて
いるメッセージに関心を持ち、もしかしたら○○
という感じがしていますかと、言葉を使って確か
めていくのです。正しく観察できていたかどうか
というより、相手のことに関心を持って、その人
の感じ方にも関心を持っていると示していく姿勢
が大事になります。
　常識的な話に聞こえるかもしれません。しかし、
こうした基本的な態度をまずは徹底的にできるよ
うに目指したいということです。たとえば、書面
から目を離さず、当事者の様子を見ようともしな
い調停人も意外にいます。技術以前の問題として、
注意力をまっすぐ当事者に注ぎ込むような関わり
が必要です。そして、これを常に実現するのはそ
れほど容易なことではありません。

（2）感情を引き起こす事情を理解しようとする
　感情そのものは常に流動するものですから捉え
きるのは難しいので、強い感情を引き起こす背景
の事情に気を配ろうというアプローチもありま
す。有名なところでは、『新ハーバード流交渉術』
で提唱された、5つの核心的な対人欲求に注目す
るという方法です。つまり、①自律、②価値理解、
③繋がり、④役割、⑤ステータスの5つの核にあ
る対人欲求（core concern）に注目して、それら
の欲求をなるべく満たす方法を探していくという
アプローチです。『ハーバード流交渉術』では、
利害という概念に注目し、権利や正しさに基づく
パイの奪い合いとしての交渉観から、互いの利害
を満たす取引的交渉観を提案しました。ここでは、
いわば合理的主体たる当事者が計量可能な利害を
交換するという経済学的な交渉観が背景にあった
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と考えられます。『新ハーバード流交渉術』では、
各交渉主体にとって経済的取引のような合理的思
考以前の基礎的欲求（社会的動物としての人間が
持つ欲求）が意思決定において優先される場面を
重視しています。『新ハーバード流交渉術』は、
原題の“Beyond reason”が示すとおり理性を超える
方法を検討しているのですが、感情そのものを扱
おうとするよりも、感情を引き起こす背景となる

「核にある対人欲求」が満たされているかどうか
を検討すべきだと提唱したのです。
　メンツや仲間（への所属）の問題はカネ勘定に
は変えられないといった理解は新しくも珍しくも
ない話です。しかし、考えてみると、紛争解決の
手続の中でこうした要素を公式かつ理論的に織り
込んだ手続というものが意外と見当たらないと気
づきます。紛争の渦中にいる当事者にとってこう
した基礎的な対人欲求が危機状態に置かれている
と理解できれば、調停人として介入と問題解決の
道筋が見えてきます。

4．感情の伝え方を学ぶ
（1）アサーションスキル
　当事者の非言語メッセージに注意を払い感情を
理解しようとすること、当事者の感情の背景にあ
る核にある欲求の危機状態に注意深くあること
は、当事者の感情を理解しようとするために重要
な行動だと思います。こうした感情の受け止め方、
受け取り方とともに、伝え方についても学ぶべき
ポイントがあります。
　調停人自身が自身の感情を伝えることでロール
モデルを示せますし、当事者にコーチする場面も
あるでしょう。自身と相手の双方を大切に扱う健
康で建設的なコミュニケーションを目指すのです。
　アサーションスキル（assertion skill）と呼ばれ
る技術として紹介される場面も増えてきています
のでご存じの方もおられるでしょう。言葉を使わ
ないコミュニケーション（以心伝心という言葉に象
徴されるような）に頼らず、怒り感情の爆発や皮肉
のような破壊的なコミュニケーションをなるべく避
けて、相手にも受け入れやすく、自分自身をも抑圧
しすぎないやり方を探すという考え方です。

（2）XYZ方式
　アサーションスキルとしてひとつの技法を紹介
しましょう。これは私メッセージの拡張版とも言
えるもの（2013年10月号参照）ですが、XYZ方
式と呼ばれるものです（1）。つまり、
　①Xという状況下で
　②あなたがYすると
　③私はZという感じがする
と、伝えるとよいというやり方です。
　たとえば、夫婦の会話で、夫が妻の出かけの準
備が遅いと言いたかったとします。「なぜおまえ
はいつもぐずなんだ」という相手を責める言い方
がふさわしくない例です。そうではなく、①週末
に出かける約束をしていて、②あなたの出発が遅
れると、③楽しみにしていた予定を大切に扱われ
ていないみたいに感じられてがっかりする、と
いったように状況説明と自己の感情をセットで率
直に話した方がよいと考えるのです。ただ、私自
身の経験に照らしても、このような技法で話した
からといって、相手が素直に納得してくれるとも
考えにくいのですが、少なくとも叱責や皮肉、あ
るいは回避だけでは得られない話し合いの糸口の
可能性は拓かれます。「がっかりした」という感
情そのものもひとつの事実として扱った上で、状
況がどのようにして生まれるのかという話し合い
になるかもしれませんし、妻の側がどのように感
じていたかを話すきっかけになるかもしれませ
ん。なお、正しい言い方で追求されると窮屈でた
まらないといった負の反応も十分に考えられます
から、特にご家庭内では、ほどほどに……

5．感受性の訓練
（1）感じとろうとすること
　以上説明してきたように、自分自身を含めてそ
の場にいる人それぞれに対し、その感じ方を大切
に扱い理解しようとすること（受信）と、感じた
こと感じていることをなるべく建設的に伝えよう
とすること（送信）の二つの方向での活動が調停
人としては学習の中心になります。説明してきた
ように、素朴で常識的な内容に留まります。「聴
く技法1・2」（2013年9月・10月号）で扱ったもの
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と同様に、理解するのはさほど難しくありません。
しかし、なぜそうすべきなのかということについ
て十分に考えを深めていないと、活動にブレがで
るにちがいありません。何が大切で、なぜそのよ
うな行動が求められるかについて、自分の言葉で
語れるところを目指して下さい。また、「注意力
を当事者に注ぎ込む」にしても、「非裁定的態度
を維持する」にしても、言うは易く行うは難しの
内容です。多くのことを考えていると、目の前の
人と一緒にいることがおろそかになります。どん
なことを感じているのかに関心を持って、「いま、
ここ」に注意力を向ける必要があります。
　こうした能力を伸ばすために、瞑想をトレーニ
ングに採り入れている調停人もいます。「いま、
ここ」に注意力を向けることを、マインドフルネ
スと呼びますが、体力を鍛えるためにジムに行く
ように、瞑想を日常的に採り入れて頭と心の動き
にしつけを与えようという発想です。
　感じ方、感じたものの表現の仕方は人それぞれ
であり、それ自体に正解・不正解はありません。
表現の仕方には工夫できる余地がありますが、正
しい表現の型をなぞることばかりにとらわれすぎ
て、他者との関わりの中で自分自身が何を感じて
いるかということ受け取れなければ、意味をなし
ません。自分自身の感じ方と感じたものの表現の
仕方の癖をチェックし、成長のかてとするための
研修機会としては、小グループを用いた人間関係
トレーニング（Tグループ）があります。（調停と
人間関係トレーニングについては、故山口真人先
生の論文をご参照下さい。）

（2）共感不可能性への共感
　当事者が感じている内容を共感しようなどとい
う目標は、本来おこがましい話なのではないで
しょうか。困難に遭って立ち尽くしている当事者
の感情を包摂するような技術などどこにもあろう
はずはありません。だからといって、主観的な話
は不要なので規範にあてはめるための事実のみを
提出せよという態度で当事者を疎外するところに
も、正義はありません。
　調停人ができることは、やはり「そこにいるこ

と」だけなのです。
　震災被災者が別の震災での被害者を支援するボ
ランティア活動への参与観察を通じて、渥美公秀
教授は、そうした活動を支える根幹に「共感不可
能性への共感」があると言っています。良心的に
助けてくれている人さえも理解していない当事者
の感情があるのだということへの共感という意味
でしょうか。私は、調停人が当事者に対峙する際
に必要なのは、このようなしっかりと意志を伴っ
た控えめな態度だと考えます。当事者の感情を大
切に扱うために調停人ができるのは、あなたのこ
とを理解しきれない私を差し出し続けるという態
度だけだとおもいます。

［注］————————————————————
（1）“Interpersonal Conflict”の216頁以下で紹介されてい

ます。なお、日本語の語順に併せて、XとYの内容を入
れ替えています。

［参考文献］—————————————————
◎Hocker, Joyce L & Wilmot, William W (2013) Interper-

sonal conflict, 9th, Humanities & Social Sciences.
◎フィッシャー ロジャー=シャピロ ダニエル（印南 一路

訳）『新ハーバード流交渉術 : 感情をポジティブに活用
する』（講談社・2006年）

　山口真人「自主交渉援助型調停と人間関係トレーニング」
JCAジャーナル54巻3号（2007年）8-15頁

◎渥美公秀「東日本大震災における災害ボランティア活動
が拓く可能性 (特集 震災と人権)」部落解放研究 : 部落
解放・人権研究所紀要193号（2011年）32-42頁
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1．力（power）をどう理解するか
（1）「攻め」としての問題解決、「守り」として
の危機管理

　力とは、他者の望みに無関係に、自らが望む結
果をもたらす能力を言います。対話型調停モデル
において、力をどのように見るかを検討しましょ
う。日本語では、力と権力という言葉はニュアン
スを異にしますが、以下の説明ではその両方を含
んだ広義のものとして理解して下さい。
　当事者が互いに力を行使しようとするとき、危
機が生じます。紛争において力と力のぶつかりあ
いはつきものです。その最悪な形は暴力であり戦
争ですが、その一歩手前の裁判も論理と論理のぶ
つかりあいで両当事者は多くの場合傷つきます。
そのさらに手前の段階での可能性を探索するとい
うのが裁判外紛争解決手続の発想であり、調停の
位置づけです。
　『ハーバード流交渉術』の著者の1人であるユー
リーは、危機の特徴として、①高い賭け金（どち
らにころぶにせよ大きな影響がでるという状況で
あるという意味）、②時間のなさ、③高い不確実性、
④選択肢の狭さを挙げています。 (Ury & Smoke 
1985)　そして、危機的状況が高まれば、当事者
は直接的な力の行使に訴えて事態の打開をはかろ
うとするのです。逆に言えば、危機回避のための
介入とは、これらの状況を緩和すればよいのです。
つまり、①「賭け」の対象を管理し、②話し合い
に時間を与え、③双方の意図を含めて状況に関す
る正確な情報を保証し、④十分な選択肢を確保し

て柔軟性を持たせる努力を行うべきということに
なります。
　調停人が調停技法に沿って手続を進める際に必
要なのは、ひとつには統合型交渉が実施できるよ
うな双方にとってのメリットのある解決案を探す
という攻めの視線であり、もう一つは、今それぞ
れの当事者が置かれている立ち位置が不当に損な
われることがないようにという守りの視線です。

（2）紛争の悪循環的拡大
　危機の状況がどのような要素から成り立っている
かの静態的理解に加えて、紛争がどのようにして形
を変えていくか、特にらせん状的に状況が悪化する
メカニズムについての動態的理解も重要です。
　この悪化のメカニズムは多くの方にとって経験
的に知っておられるところだとおもいます。最初
はちょっとした行き違いに過ぎなかったものが、
攻撃の応酬になり、その攻撃も段々とエスカレー
トしていくという悪循環的なやりとりです。子ど
ものけんかでもよくありますね。モートン・ドイッ
チはこれを拡大ダイナミックスと呼びました。(ド
イッチ 2009)　危機状態では、相手は信頼に足り
ないに違いないとか、相手は攻撃してくるに違い
ないと決めつけ、自分からの攻撃機会を伺う状態
になります。互いにこのような状態に陥ってしま
えば、暴発のおそれが高まり、最悪の場合、その
力の行使は一方か両方の資源が尽きるところまで
エスカレートしてしまいます。

（3）パワーオーバーでなくパワーウィズを目指す
　力を背景としたパワーオーバー（power over）
という征服による解決でなく、力の作用という現

力
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実を直視した上で、そこにいる人たちがより賢明
な状態にたどり着く努力を続けるというパワー
ウィズ（power with）を目指して協力します。こ
れが私たちの目指す姿です。このパワーウィズと
いう考え方は、統合型交渉のモデルとともにフォ
レット（M. P. Follett）によって提唱されました。
統合型交渉とパワーウィズの概念は同時に生まれ
た切り離せない考え方です。
　アメリカ社会の文脈では、このパワーウィズの
発想が、市民的不服従を体現したソロー、ガン
ジー、キング牧師といった人物達とも関連づけら
れてイメージされているようです。現役ではダラ
イ・ラマとティク・ナット・ハンでしょうか。ア
メリカ人にとっても簡単でないからこそ彼らが英
雄的と認められている（もちろんアメリカ人の誰
もがそう思っているわけでありません）のですが、
現行の体制・力関係に疑問を含んだ視線を向ける
ことがむしろ望ましいという発想であり、多くの
日本人にとっては、理解はできるにしても違和感
が残るところかもしれません。
　力というととかく否定的に見られがちですが、
力から目を背けることはかえって弱者への抑圧に
つながるので、むしろ平和的・非暴力的に力を行
使するべき、あるいはそれを支援すべき場合があ
ると考えるのです。力関係を無視する（power de-
nial）というのは、力の強い側の言い分を全面的
に認め現状維持を押しつけである場合がありま
す。エンパワーとは良い意味で寝た子を起こすこ
とと述べました（2013年5月「調停人の立ち位置」
参照）。時と相手とたたかい方を選ぶならば、む
しろたたかうべき時もあるという考え方です。

2．調停人は力の存在をどう扱うのか
（1）紛争のアセスメント　
　調停人が力をどう扱っていくか、もう少し具体的
に考えていきましょう。述べてきたように、力の扱
い方を間違えると危機が暴発したり、エスカレート
したりします。第三者の介入がかえって取り返しの
つかない状況を引き起こす場合もあります。
　まず、申立受付時に、調停機関側が急いで手続
に乗せたばかりにその当事者がさらに追い詰めら

れるということがないようにしたいものです。特
に暴力のおそれがある場合には慎重に扱わなけれ
ばなりません。表面的には一般的な金銭上の問題
に見えても、その背後に人間関係の問題があること
は少なくありません。物理的暴力の他に、嫌がらせ
などの威圧的行為も注意が必要です。
　調停が始まってからも実は同様で、当事者や関
係者に危害が及ばないように留意しながら話し合
いを進める視点が必要です。調停人も当事者も問
題解決というところに目が行きがちですが、現状
を悪化させないという守りの視点も必要です。特
に複数期日実施する調停では、期日間の当事者間
関係に注意する必要があります。とはいえ、調停
人がすべてを見抜いて、弱い当事者をがっちり
ガードできるかといえば、そのような能力はない
と言わざるを得ません。当事者自身が自らの身を
守りながら、少しずつ前に進むやり方を、調停人
も一緒に考えるというイメージでしょう。
　なお、大きな力の格差が存在する場合には、そ
もそも調停に向かないといった言説が存在しま
す。確かに、力の格差が大きすぎて、解決可能な
課題が見当たらないような場合もあるでしょう。
当事者の立ち位置を損なうということはなくて
も、単に無駄に終わる可能性も高いと言えるかも
しれません。しかし、事案の置かれている文脈を
見てみないで、社会的ランクの差だけで力の格差
を推し量っているとしたら、それは間違いを含ん
でいる可能性があります。紛争のアセスメントは、
当事者の社会的ランクのみならず、その事案の文
脈そのものを扱っていく必要があります。

（2）力の相互依存性、力の通貨
　力というと、持つものと持たざるものといった
ように、それを持っているかどうかだけに視点が
集まりがちですが、実は相互依存的なものです。
行使する相手がいないところに力は存在しませ
ん。取引の打ち切りのほのめかしが脅しになるの
は、取引を続けたいと思っている相手だけです。
　その意味で、力は通貨のようなものだと説明さ
れることがあります。 (Hocker & Wilmot 2013：
119頁)　基本的に通貨がその国でしか通用しない
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のと同様に、力はその場の関係者の中の相互関係
としてのみ存在しているという考え方です。また、
使用に当たっては相手が必要になる点も同様で
す。このような比喩を持ち込むことで、力関係に
しばられた思考を俯瞰したいというのが、この考
え方を採用する動機です。調停人は、この力関係
の相互依存性を両当事者が客観視できるように援
助し、両当事者とともにその依存性を緩和できる
方向性を探していくべきなのです。
　調停人は、それぞれの当事者が置かれた状況を
当事者ほど知っているわけではありませんから、
当事者と一緒に、その状況をまずは俯瞰し、危機
状況を和らげる方策を考えます。たとえば、ビジ
ネスを打ち切るか否かといった影響の大きな議論
ではなく、当面のコミュニケーションのあり方そ
のものを話し合ったり、小さく実現可能性の高そ
うな目標を話し合ったりして、それぞれの当事者
の立ち位置を損なうことなく、少しでもそれぞれ
が安心度を増せるような選択肢がないかを探ると
いう流れになるでしょう。つまり、これまでの連
載をご覧いただいていた方ならお気づきのよう
に、「聴く」「課題の特定」「選択肢の開発」「合意
文書作成」といった一連の調停技法に沿って話し
合いを進めていくのですが、両当事者が置かれて
いる力関係の現実を理解したうえで（守りの視線
を保ちつつ）、改善できる可能性を当事者と一緒
に探しているのです。

（3）RICEモデル
　力を分析する際に、その源泉に基づいて分析す
るひとつの枠組みを紹介しましょう。力の通貨を
扱うためのRICEモデルと呼ばれるものです。
　一般的には、力は、社会的ランクに基づいた公
式な権能がイメージされる場合が多いかもしれま
せん。これは、資源（Resource control）の管理
権限に基づく力で、確かに重要なものです。また、
専門性（Expertise）についてもイメージしやすい
でしょう。これらに対して、対人関係のつながり

（Interpersonal linkages）やコミュニケーションス
キル（Communication skills）に関しては、公式的
役職者と実質的に力を有する者にはズレが見られ

る場合があり、理解にあたって注意が必要です。
役職的には一介のメンバーが実質的なキーパーソ
ンであるということはよく見られる現象です。
　力の格差が見られるという場合に、強い側と弱
い側に分かれて極端な要求を突きつけ合っている
状況が見られます。このような状況下で、どちら
の言い分が正しいのかを決めると言うよりも、
RICEモデル等を活用して、力＝依存性の内容を
分析し、危機的状況の緩和に役立つ代替案を探索
できないかという発想で関わっていくのです。た
とえば、専門知識を相手に依存している状況を改
善するために、別の専門家に相談してみるとか、
資源の管理権限そのものを争うのではなくて、あ
る特定日時に限定した利用の是非について話し合
うとかの代替案があるでしょう。弱い側にとって
意味を持つ利害をあきらめずに、強い側にとって
も受け入れやすい提案を皆で探すと言えばよいで
しょうか。強い側にとっても、いつまでも危機や
対立を抱え込むよりも、管理可能な状況に移行す
るメリットがあるからです。

表　RICEモデル

Ｒ：資源　（Resource control）
　　例）  組織内で表彰し賞金を与える。親の子に

対するパソコン使用を管理する。
Ｉ：対人関係のつながり
　　（Interpersonal linkages）
　　例）  意志決定者への取り次ぎができる。二つ

のグループに属し、協働を進める。
Ｃ：コミュニケーションスキル
　　（Communication Skills）
　　例）  傾聴や説得ができる。グループを率いて

意見をまとめ上げられる。
Ｅ：専門性　（Expertise）
　　例）  特定分野の知識や技能がある。たとえば、

会計、コンピュータ、家の修繕。

（4）当事者が置かれている文脈・システムへの
想像力を持つ

　2者間の依存性と力関係を分析できるようになれ
ば、次は3者以上の関係への理解につながります。
特に調停では出席している当事者以外の利害関係
がその紛争への影響力を持つ場合があります。
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　たとえば、調停の受付等の期日前の段階で考え
るべきは、その話し合いが当事者に危害が及ぶ可
能性が高くないかを検討すべきです。隣家との紛
争で思い詰めている当事者が現れたとします。そ
して、よく聞いて見るとその隣家だけでなく周囲
の多くとすでに敵対している関係にあるとわかっ
たとしましょう。このような状況下ではどう考え
るべきでしょうか。安易に調停手続に乗せると、
かえって状況が悪化するかもしれません。このよ
うな近隣トラブルだけでなく、ビジネスの世界で
も、狭い人間関係の中のトラブルで、単純にどこ
かの利害関係だけを切り取って話し合いをしよう
としても、最適解にはたどり着かないようなもの
も多いでしょう。
　私は、これらの場合に調停すべきでないとか、
常に調停しても無駄に終わるとか申し上げるつも
りはありません。むしろ、これらの複雑な事案こ
そ、創造的な解決が図れ、調停の良さが引き出さ
れる可能性があるとさえ考えています。ただ、そ
うは言っても、調停手続を受け付けたことがきっ
かけで不測の事態が生じるのをなるべく避けたい
のは当然です。手続に乗せるかどうかを真剣かつ
慎重に検討すべきです。
　調停によって合意・解決可能な課題が存在する
のか、それを提案することで相手当事者やその他
の関係者にどのような影響を与えるのかを申立し
ようとする当事者と一緒に考える姿勢が必要で
しょう。表面的には類似事例の成功があったとし
ても、上記に述べたような当事者を取り巻く社会
的文脈は一件一件異なっています。系（システム）
として当事者を理解すると言えば大げさですが、
調停の申立を受け付けるという行為そのものが当
事者を取り巻く人間関係や力関係に影響を与える
点を踏まえて調停手続に乗せていくべきです。

（5）調停人という立ち位置の限界
　上記のように、当事者の置かれている系（シス
テム）や文脈に目を向けるようになると、当事者
間に問題の原因があるというよりも、当事者の外
側にそれを見つけることもあるでしょう。たとえ
ば、元請けと孫請けという下請同士の争いに見え

て、実は親会社があいまいで理不尽な契約を下に
押しつけている状況が浮かび上がることもありま
す。調停人としては、調停の場に現れた当事者の
手助けをすることはできます。たとえば、親会社
にも言うべきことは言えるように、アサーティブ
に振る舞えるように「コーチ」できるかもしれま
せん。しかし、調停人の立ち位置には自ずと限界
があります。特に問題が、当事者以外の第三者や
社会に広く影響が及ぶような場合には、調停人と
いう立ち位置よりも、代理人、立法者、活動家、
研究者といった別の立ち位置を取った方が問題解
決に効果的であることが少なくありません。調停
人という立ち位置に限界があると知っておくの
も、調停人には必要です。

3．力関係の可視化に向けて
　今回は、危機介入戦略としての力関係の分析と
代替案の探索を中心とした調停人の役割を見てき
ました。
　調停技法としては、「はじめの挨拶」から「合
意文書作成」に至るステージモデルを一通り理解
しておけば十分であると思われます。一連のス
テージを進める前提の議論として、「交渉」（2013
年11月号）、「感情」（2014年6月号）などと共に、
今回の力（パワー）の視点を持つことは、紛争を
より深く分析するために有用でしょう。
　正義の力を借りて弱者が強者を打ちのめすとい
う物語とは異なります。しかし、弱者が現実の力
関係の下で押さえ込まれなければならないという
物語とも異なっているのです。

［参考文献］—————————————————
◎Hocker, Joyce L & Wilmot, William W (2013) Interper-

sonal conflict, 9th, Humanities & Social Sciences.
◎Ury, William L & Smoke, Richard (1985) "Anatomy of a 

Crisis", Negotiation Journal,  1(1), 93-100.
◎ドイッチ モートン（レビン 小林 久子訳）「協調と競争」

ドイッチ モートン他編『新版　紛争管理論』（日本加除
出版・2009年）27-49頁
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1．難しい場面とは
調停は、両当事者が調停人の助けを借りて柔軟・
率直に問題解決に向かうことを意図されている手
続です。そして、調停技法はそのための効果的な
介入（あるいは非介入）のあり方を考えるもので
す。現実の調停手続では、基本的な調停技法での
対処を超える様々な不測の事態が生じます。今回
は、難しい場面への対処の基本的考え方を紹介す
るとともに、そのうちのいくつかの具体的な場面
を検討してみたいとおもいます。

2．難しい場面への対処の基本的考え方
（1）状況を知っておくことが重要
調停人が取り得る選択肢はたくさんのバラエ
ティがありますが、経験や技術があってもなお対
応が難しい場面はたくさんあります。
調停人としてまず取り組むべき学習目標は、
様々な難しい場面が存在すると知っていることで
す。必ずしも、それぞれの場面について、目の覚
めるようなアイデアがなくともよいのです。様々
な困難場面について、現実の手続には確かにこん
な場面もあるだろうなという想像力を持って学習
していたという経験が、いざというときの落ち着
いた適切な対応につながります。

（2）調停人個人の対応：原則に立ち返って考える
困難な場面について、原則に立ち返って考える
のが重要です。
調停は、両当事者の自己決定を支援する手続で

すから、それぞれの意向をしっかり確かめるとい
うことは常に必要になります。特に、一方当事者
の行動に気を取られていると、他方当事者がどん
な気持ちで手続に臨んでいるかを確かめるのをつ
い忘れがちになりますから、よく気をつけるべき
です。もちろん、両当事者の自己決定だからといっ
て、調停人として、あるいは調停機関として愚か
な合意をみすみす追認してよいのかという問題が
あります。「法的知識」（2014年6月号）で述べた
ように、公序良俗や強行法規に反する合意はでき
ませんし、両当事者以外の他者に結果が影響する
場合など、両当事者の自己決定が許される範囲に
は自ずと限界があります。
調停人として、あるいは、調停機関として何の
ために活動をしているのかというミッションに照
らして、どこまでが認められるのか、そのケース
ではどんな価値とどんな価値が緊張関係にあるの
かといった原則から考える方法が重要になりま
す。特に重要な価値は、当事者の自己決定、不偏性、
情報を得た合意、秘密保持、公益を損なわないこ
とでしょう。

（3）組織的な対応：①想定外を想定する
議論が分かれる場面があります。必ずしも理解
の浅い深いという問題だけでなく、価値観や方向
性の問題も含まれます。調停手続の柔軟性は多く
の面ではメリットなのですが、手続の質の維持と
いう観点では問題をはらむ可能性があります。か
といって、当事者のニーズや個別事情を無視して、
決まり切った対応を押しつけてしまうだけでは当
事者にとっての調停手続のメリットなど見当たら
なくなってしまいます。

難しい場面

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第18回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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できるだけ様々な状況を具体的に想定し、調停
人の間で共有しておくことが望ましいと言えるで
しょう。後述するように、局面は様々あります。
すべてを予想はできないにしても、対応が必要に
なる場面を組織として洗い出しておく努力は必要
でしょう。

（4）組織的な対応：②手続を整備する
調停人個人の判断による対応だけでなく、組織
としての対応についても予め検討しておく必要が
あります。
特に重要なのは、調停人が困ったり迷ったりした
ときに相談できる体制・手続を準備しておくことで
す。調停期日内に一旦休憩を取るなどして機関内で
話し合うこともあってよいですし、期日間に進行の
方向性を協議する場面もあってよいはずです。日本
の民間調停機関でも、実際に調べてみると機関に
よっては面白い取り組みをしているところがありま
すが、そのような創意工夫についての情報共有が進
んでいないようです。センター長やスタッフの経験
や能力によってもそのあり方は違って良いところで
すので、自分たちの機関で、調停人の困難場面につ
いての受け止め方を工夫できます。大事なのは、そ
のような流れをきちんと定め、それを調停人に知ら
せることです。さらにはその対応事例を整理蓄積し
引き継いでいくことです。

3．具体的な場面
（1）調停人が一方当事者と知り合い関係であった
片方に偏ってしまうと考えられるので、一般に
は、このような事態は避けたいところですね。納
得したつもりでも、後から考えてみると、調停人
と相手方がグルであったなどと勘ぐられるのは困
ります。
調停人側としては、①調停人を引き受けない、
②情報を開示して当事者に納得してもらってから
引き受けるという対応があります。つまり、関係
が強い場合には①が原則になり、それ以外の場合
に②とするべきだという考え方です。②の場合に、
調停人と関係のない当事者に対して了解を取ると
いう手続になりがちですが、もう一方の関係があ

る側からも了解を取るべきでしょう。
ところで、ADR法6条3号では、「手続実施者の
選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害
関係を有することその他の民間紛争解決手続の公
正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合に
おいて、当該手続実施者を排除するための方法を
定めていること」と定められています。法務省が
定めたガイドラインによれば、この内容は、民事
訴訟法23条、24条と同程度に詳細に定められるべ
きとされています。これらの民訴の条文は、裁判
官と当事者に一定の関係が存在したときの除斥と
忌避を定めたものですが、認証ADR機関の多くは
裁判官を調停人に置き換えて対応しているようで
す。調停人がこうした自組織の規則をよく理解し
ていることも大切になります。民訴の考え方では、
当事者と裁判官が共通の権利義務を有する場合や、
四親等内の血族などの場合に強い利害関係があると
して、機械的に除斥されることが必要になります。

（2）予定していない同伴者が話し合いに参加して
きた
当事者本人以外の同伴者が調停に参加する場合
は存在します。弁護士が代理人として参加する場
合以外にも、家族や親族、また関係者を参加させ
たいという意向がある場合があるからです。調停
手続は柔軟であるところに価値がありますから、
適切な参加者を得て有意義な話し合いにする方向
を考えることも重要です。（たとえば、元請けと
孫請けの紛争で、発注元も話し合いに加わり、合
理的な解決を素早く見つけることができるといっ
た事例があります。）他方、その参加者によって
話し合いの進行がゆがめられたという状況は避け
る必要があります。
原則としては、期日を設定する際に出席者を確認
すべきです。本人以外の参加に関しては、必要に応
じて相手方当事者からの事前の了解を得た上で認め
ていく流れを取ると良いでしょう。ただし、そのよ
うに業務を進めていた上でもなお予定していない者
が当日参加したいという場合もあります。しかも、
遠方からはるばる来たので是非参加したいという場
合さえあります。
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どのような場合に参加を許し、どのような場合
に拒否するのかというのはなかなか難しい問題で
す。まず行うべきは、その動機と希望する関与形
態の確認でしょう。なぜその人が話し合いに参加
したいのか、どういう関与をしたいのかを聴きと
る必要があります。その内容が説得的で、調停人
にとって認めてもよいとなった場合には、相手当
事者側の了解をとるべきです。要望している側の
当事者本人の事情も、その同伴希望者のいないと
ころで確かめた方がよい場合もあるでしょう。
さらに、参加したいという場合にも、関与方法
は様々です。黙って聞いているだけの関わりから、
一定の事情のみ説明する場合、本人に情報提供す
る場合、選択肢を整理するなど意志決定をサポー
トする場合、などなどです。調停を裁定的な手続
とみなし、証人的な立ち位置で参加したがるもの
もいるかもしれません。
当事者と一緒に考えるスタンスで取り組むのが
原則ですが、これは、当事者の言いなりになると
いうことを意味しません。当事者が持っている手
続期待と、調停機関側が準備していた内容に齟齬
がある場合には、丁寧にすりあわせていく必要が
あります。

（3）当事者が帰ろうとする
話し合いを始め、まだまだこれからという状況
なのに、当事者が席を立ちたいという場合があり
ます。調停手続で当事者が離脱する自由は認めら
れているわけですから、ただちに調停の失敗を意
味するものではありませんが、何らかの形で調停
手続に不満がある場合も多いでしょう。離脱を認
めるにしても、もう少し話し合いを続けるように
促すにしても、両方の当事者から調停人の関わり
方が見られる場面であり、その対応如何が手続や
機関への信頼性に大きく関わってきます。
手続への期待に齟齬があった、話し合いのプ
レッシャーから逃れたい、相手当事者の態度に建
設的な話し合いができないと感じた、等々、帰ろ
うとするという行為の背後にある事情は様々で
す。最終的に離脱する場合にも、できるだけ両当
事者が手続に納得できるように調停人は最善をつ

くすべきです。
ここでも、調停人として行うべきなのは、当事
者の言い分の確認です。調停人自身が不信を得て
いる可能性もあるので、言葉掛けは難しいところ
ですが、たとえばこれまでの話し合いの経過につ
いてどのように見ていたのかを当事者自身に語っ
てもらうように促すのはひとつの対応となるで
しょう。そのうえで、今後どのような方法でその
紛争に対処しようとするのかを確かめるのです。
権利義務の処分といった最終的な事項でなく、今
後の話し合い方そのものをこの場でできる限り確
かめるといった対応も考えられます。こうした中
立的な問いかけであれば、必ずしも別席で聞かな
くとも同席でも実施できます。調停手続へという
より相手当事者への不満であれば別席のほうが言
いやすいところはあるでしょうから、同席でなけ
ればならないというわけではありませんが。また、
離脱しようとしていない側の見方も確かめるべき
です。怒りや当惑を覚えている可能性が高いので、
無理に言葉を引き出そうとするより、言葉を受け
止める用意がある姿勢を示すだけでよいのです
が、それを忘れないようにしたいところです。
注意しなければならないのは、席に留まらせよ
うとしすぎないことです。たとえば、調停人とし
て、話し合いの進め方に反省すべきところが見つ
かって、それを率直に認めるのは悪いことではあ
りませんが、当事者からこの調停人は揺さぶりを
かけると有利に持って行けると思われるようで
は、相手当事者からはもちろん本人からも信頼さ
れません。

（4）別席で、破産予定を告げられた
調停の進行上では表面的な合意がなされようと
しているが、債務者は実は支払い能力がなく、破
産処理を行うつもりだという事情が明かされたと
しましょう。このような場合に、調停人はどのよ
うな進行を行うべきでしょうか。そのまま合意さ
せてしまってよいでしょうか。
調停は、両当事者の合意の元に、当事者による自
主的な履行を目指す手続ですので、はじめから守る
つもりのない合意をまとめることは望まれません。
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調停人としては、調停の出口は必ずしも合意で
はなく、不調もありえる前提で、破産予定を告げ
た当事者の真意をただしていくべきです。破産予
定を相手に知らせないで、合意を行おうとする理
由は何なのかを確かめられます。しばしば、人は
目の前の圧力から逃げたいために合意しようとし
ます。もしそうなら、問題解決になっていないの
はあきらかですから、「今回の話し合いではこれ
以上進めることができない事情があるとわかっ
た」ということだけを告げて、打ち切るのが妥当
でしょう。

（5）合意直後にコンサルタントの仕事を依頼された
調停手続終了後に、一方当事者から仕事の依頼
をされるという場面を考えてみましょう。たとえ
ば、コンサルタントとしての顧問契約をしたいと
いった状況です。当事者は手続に満足したからこ
そ、このような話を持ちかけるのですから、調停
人としては喜びたい場面といえます。しかし、そ
の仕事の依頼を受け入れて、継続的に仕事を開始
したことを他方当事者が知ると、先の調停手続へ
の不信につながるおそれがあります。
利益供与的側面がないことは当然として、手続
終了後どのくらいの時間が経過しているか（経過
を待てば良いか）、履行が完了しているか、仕事の
内容が調停で扱った内容と関連性があるかどうか、
といった考慮要素をあげることができるでしょう。
最低限、こうした問題は委員会にかけるといった
手続的規定は必要であるように思います。

（6）その他
上記の他に、難しい場面は様々ありますが、た
とえば以下のような状況についても対応を考える
ことは可能でしょう（1）。
・持参したメモを読み上げはじめる
・一方当事者が極端に無口である
・一方当事者が、自らの提示を相手が飲むか飲
まないか以外の話し合いをしようとしない
・当事者が泣き、取り乱し始めた
・当事者が差別的な言葉づかいをする
・別席で相手当事者の犯罪に近い行為を知らさ

れた
・当事者の精神疾患が疑われる
・当事者が相手につかみかかろうとしかけた
・当事者に、進行が中立性を欠いていると非難
された
・隠し録音が疑われる
・話し合いの権限が与えられていない者だけが
出席してきている

4．難しい場面は学習の機会
今回は、調停手続でよく見られる難しい場面に
ついて、対処の基本的考え方と、いくつかの具体
例を紹介しました。
私は、対処方法は複数あってよいと考えていま
す。ある調停機関では行わないことを別の調停機
関では行ってもよいはずです。したがって、ひと
つの場面への対処についての正解を整備するとい
う考え方はとらなくてもよいと考えます。ただし、
事前に1度検討しているのとしていないのとでは、
対応力に大きな差がでるとは言えるはずです。調
停人個人にとってもそうですし、調停機関の組織
としてもそうです。ところが、現実には、ADR法
の認証関係の項目の整理は行うけれど、それ以外
の問題は放置されている場合が少なくないようで
す。どちらを向いて仕事をするのかということで
すから、これは案外根深い問題と言えるかもしれ
ません。
困難場面や対応の工夫の例を蓄積し、共有化し
ていくために、より意識的な取り組みが求められ
ていると私は考えます。

［参考文献］—————————————————
◎法務省大臣官房司法法制部(2006)「裁判外紛争解決手続
の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」
◎Beer,JenniferE.&Packard,Caroline (2012)The
Mediator'sHandbook,4th,NewSocietyPublishers.

［注］————————————————————
（1）Mediator’sHandbookにもいくつかのシナリオとその
対応へのヒントが紹介されています。
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1．調停手続き前の当事者とのコミュニケー
ション
調停技法は、調停手続開始以降のはじめの挨拶

から終結までの一連の活動を扱うことが一般的で
す。今回は、その調停手続が開始される前の準備
段階に当たる申立受付を扱い、次回に相手方への
応諾要請を扱います。機関によっては様々な名称
があるようですが、ここでは受付担当業務と呼ぶ
ことにしましょう。

この段階の活動は、米国におけるトレーニング
でも扱われることが比較的少ないようですが、重
要性が低いとか容易であるからではなく、むしろ
技術と共に実体的な知識や経験を要する内容であ
るからだと思います。実際、米国においてボラン
ティア調停人を中心とする機関でも、組織のマネ
ジメントと今回扱う申立受付、そして次回扱う応
諾要請に関しては、常勤のスタッフが行う場合が
多いようです。また、私が知る限り、日本の調停
機関では努力や工夫の例はあるものの、全体とし
て経験の蓄積は少なく課題が多いようです。

調停の期日が持たれれば、半分以上は成功した
といってもよいと言われるほど重要なこれらの業
務にどのような構えで望むべきでしょうか。今回
は、これらの手続を進める上での考え方を検討し
ます。

結論から言えば、調停人と受付担当では、考え
方においても技法においてもかなりの程度の共通
性があるべきだと私は考えています。当事者から
すれば、調停人であれ、受付担当であれ、同じ機

関の人ですから、整合性がとれ、矛盾のない行動
をしてもらえることは期待にそぐうことであるか
らです。

2．申立の支援
（1）聴くことから始める

手続が持ち込まれるのには様々な形態がありま
す。当事者が電話をかけてくるというパターンの
他に、直接の来所（ウォークイン）、専門家及び
他機関からの紹介があります。電子メールによる
受付相談を始めている機関もあります。あるいは
相談による問題解決の延長線上に調停手続が置か
れている場合もあります。

いずれにしても、何らかの問題意識・問題解決
意欲があって、申立の可能性についての問い合わ
せを受けるところから手続は始まります。

調停機関によっては、申立件数を増やすことが
課題であるところが多いでしょう。逆に、相談を
効率的に処理する必要性のある機関もあるでしょ
う。しかし、大切なことはこうした目先の機関側
の事情よりも先に、手続設置の目的に立ち返って、
当事者から信頼される手続を提供しようとする姿
勢であるはずです。当事者にとっては、その業務
は機関の顔に当たりますから、忙しそうにしたり、
防衛的な態度に終始したりというのでなく、当事
者への支援的な温かい雰囲気で接したいところで
す。他方で、当事者は手続を誤解していたり、被
害者意識が強かったり、感情的に不安定だったり
します。したがって、申立受付対応のためには一
定の準備が必要です。

この対応でやはり一番大事な役割は、当事者の
話を聴くことです。受付担当が、申立をしようと

申立受付

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第19回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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する人の話を聴くことで問題が整理される実感が
与えられれば、その延長線上としての調停手続で
問題解決される可能性への期待につながります。
調停手続を「試食体験してもらう」とでもいうべ
き姿勢で、当事者に対する丁寧な対応をはかるこ
とが求められます。つまり、本人の役に立つよう
に支援的な聴き方をして、問題に向き合ってもら
うように励ますのです。

（2）機関の役割と手続を知ってもらう
申立受付では、本人の言い分を受け止めると共

に、調停機関側から伝えるべき事項も存在します。
ひとつには、手続の流れを案内することが必要

です。たとえば、どのくらいの時間がかかるかと
いった情報は必要でしょう。

ADR法14条では、認証ADR機関が当事者に説
明しなければならない事項を定めています。この
内容については、規則が細かすぎるのではないか
という批判もあるようですが、基本的には機関側
の報酬や手続構造について手続への申込みの前に
きちんと説明すべきという考え方で作られてお
り、常識的な内容がほとんどだといってよいもの
です。要領よく整理して説明したいところです。
もっとも、この部分を「こなす」ことばかり気に
なって、事務的に堕した手続にはしたくないとこ
ろです。

（3）申立行為を支援する
調停の申立の実態は、請求内容と請求の趣旨を

おおまかに示した文書を書いてもらって受け付け
る場合がほとんどであろうと思います。内容的に
も訴訟提起と似ていますが、要式性はさほど強く
求めないという運用になっている場合が多いで
しょう。たとえば、請求金額をあえて明記しない
でも申立することができるという運用を行ってい
る民間調停機関があります。ファーストオファー
はむしろ相手方に出してもらってから話し合うほ
うが良い場合もあるためです。何を書いてもらう
べきか、何はその時点では書き込まなくていいか
を理解していると、当事者にとってわかりやすい
だけでなく、調停手続が開始されてからスムーズ

な話し合いを期待できます。
申立受付からさらに踏み込んで、申立書面作成

支援まで行っている事例もあります（1）。たとえば、
仙台弁護士会紛争解決支援センターが行った震災
ADRのプロジェクトでは、申立サポート弁護士が
電話で要点を聴きとり書面にまとめる作業を行い
ました。愛知弁護士会紛争解決センターのADR調
査室も申立支援機能を持っているようです。札幌
司法書士会のサポート司法書士という制度も注目
されます。

私は、申立の簡便化には踏み込んでもよいので
はないかと思っています。申立の簡便化は申立人
だけを利するため、中立性を害するという見方も
ありますが、手続によって問題が解決すれば相手
方にとっても利益になります。どのようなタイプ
の紛争の解決を支援するかのイメージを明確にし
て、当事者に近づいていく姿勢が必要だと考えます。

申立書の相手方への送付を考えて、どのような
情報を送付し、どのような情報はむしろ調停機関
限りとするのかを分けることも考慮すべきです。
一般的には、「何を話し合うか」を伝える必要は
ありますが、「なぜそう考えるのか」までは文章
としてやりとりする必要はないでしょう。この部
分の制度設計も結局はどのような紛争を前提とす
るかという文脈次第ではありますが、申立人の思
いを受け止めようとするとともに、相手方の立場
への想像も必要な活動になるからです。

（4）請求内容を聴き取り、当事者、関係者を特
定し、調停可能性を検討する
申立受付段階で非常に重要なのは当事者や関係

者を特定することです。「だれが、だれに、なにを、
要求している」という請求内容と、その背後にあ
る「いつ、どこで、だれが、なにを、どうした」
という事情を聴きとっていきます。事情の聴き取
りについては、「言い分」として聴いていくので
あって、「事実」を集めていくわけではありません。

特に重要なのは、「だれが」という情報です。
具体的に調停期日にだれが出席するかという点に
つながってきますし、「力」（2014年8月号）で述
べたように、当事者関係において不測の事態をな
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るべくさけるためにもどのような人々がどのよう
な文脈で関係し合っているのかを聴いていくべき
だからです。

そして、調停可能な課題（issues）が存在する
かどうかを考えます。もっとも、「落としどころ」
が見えている必要はありません。両者の主張がへ
だたっているのは当然ですから、話してみて解決
できる「かもしれない」事項があるかどうかが問
題になります。

（5）相手方への連絡をとるように促す
申立しようとする者の話をよく聴くと、相手方

とのコミュニケーションをとっていない場合があ
ります。申立人にとって二者間では話にならない
相手だからこそ第三者の助けを求めているとも言
えるのですが、調停手続が相手方にとって唐突す
ぎるようでは解決につながりません。交渉であり
対話の延長線上の紛争解決である調停では、両当
事者が調停人に下駄を預けるだけでなく、当事者
自らの積極的な解決への姿勢が求められます。

この部分の手続設計の考え方も様々にありえま
すが、私は、申立人本人から相手方に対して調停
手続申込と調停参加の呼びかけについての連絡の
一報を入れてもらうべきだと考えています。相手
方からの応諾を取り付けるといったところまでは
不要ですが、申し込んだので参加をお願いしたい
と考えているという意思表示を相手方に直接なす
ことまでは申立人が行うべきだと考えます。

内容面に少し踏み込んで言えば、申立人がどの
ようなスタンスで調停を申し立てようとしている
かを、相手方からどう見えるかという観点で見直
すように促すことが効果的な場合があります。下
手をすれば、申立人から相手方の味方をされたと
怒られる可能性がありますから安易な形で口を挟
むべきではありませんが、明らかに申立人の言い
分自身が申立人の利益の実現の妨げになっている
のが見える場合には、申立人に率直に疑問をぶつ
けることで事態が改善される可能性があります。

（6）調停人の選択とスケジューリング
民間の調停機関では、当事者が調停人を選べる

ようになっている場合があります。規則上は可能
でも、実態として当事者が調停人を知らなければ
選びようがないため、受付担当が推薦して決める
という流れ以上のものはなかなか作り出せていな
いようです。調停機関によっては、顔写真や一言
メッセージのようなものを入れて、少しでも選びや
すくするための工夫を行っている場合もあります。

代理人がいる場合や、専門家からの紹介の場合
には事情が違ってきます。あの調停人にお願いし
たいと指名がかかることは現実にありますし、ど
のような経歴が意味を持つかといった情報理解も
違ってくるからです。

調停人と共に、部屋の確保も重要な活動です。
相手方の応諾が決まる前に、調整できるところは
調整をはじめます。特に通常使っている調停室以
外で実施する場合には、プライバシーを確保でき、
静かに話し合える相応しい場所であるなどが必要
になります。さらには、ビジュアルツールの確保
といった点も考えるべきです。あまり深刻に考え
る必要はないでしょうが、準備のために考慮すべ
き事項は意外と多いのです。

3．調停が適切な手続か
調停機関側から見れば、その事案が調停に向く

かどうかを評価するという役割が必要になります
が、むしろ申立人本人にとって、どのようなやり
方で問題にアプローチしていくのかを一緒に考え
ていくスタンスで臨むと良いでしょう（2）。その意
味では、他の機関がどのような手続やサービスを
提供しているかをよく知っている必要がありま
す。言うは易く行うは難し、ですが申し立てをし
ようとする人にとっては大事な窓口になります。

仲裁と調停の違いを理解していること、法律相
談や代理といった形での専門性の提供とは異なる
ことなどは、きちんとした説明が必要になります。
説明をあいまいにした上でおまかせしなさいとい
うことではなく、限界は存在するが有用な手続だ
と説得的に説明し、その上で当事者に選んでもら
うべきです。調停は、申立人にとっても自由な手
続ですが、相手方にとっても自由であり、申立人
の描く結論に至らない可能性は高いからです。
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また、暴力の介在など、当事者にとっての危険
の存在を考慮に入れることも重要です。調停は、
自由意志による自主的な問題解決をめざした手続
ですから、すべての当事者が「脅かされている」
と感じずに参加できる必要があります。

申立人の状況を確認した上で、調停手続に乗せ
ることができないからといって、失敗だというわ
けではありません。むしろ、自主的に交渉を続け
ることや待つことも含め、様々なやり方ひとつひ
とつを選択肢と見て、当事者と一緒に考えていく
姿勢が求められます。その際、様々な機関の手続
について、有用性とその限界を熟知したうえで案
内できれば当事者にとってはたいへん有益です。
知らないことは知らないと正直に伝えることもま
たもちろん必要ですが、特に関連性の深い他の手
続については一定程度の理解を持っておくことは
求められます。たとえば、ある手続では○○に関
する問題解決が得意であるといった理解を持って
いると当事者は助かります。そのため、現実に交
流を進め情報交換するような段階まで達していれ
ば、その説得力は自ずと高いものになります。（も
ちろん、少数の事例をもとに他の活動も同様と決
めつけるのは危険ですが。）

4．チームワークによる受付担当
（1）丁寧さとさっぱり感の両立

以上述べてきたように、調停における受付担当
業務は、当事者とかなり踏み込んだ関係にならざ
るを得ません。調停手続につなげるための受付担
当業務には、書式に情報を埋めてもらうだけに留
まらない様々な配慮が必要です。したがって、な
るべく丁寧にじっくり時間をかけて行うのが理想
ですが、他方において、「さっぱり感」のある関
係構築も必要になります。当事者の事情やパーソ
ナリティは様々あり、その不定型な思いを最初に
ぶつけられる受付担当者はストレスがたまる役割
でもあります。場合によっては、同じ利用者が何
度も現れ、様々な想いを受付担当者にぶつけます。
そのタイミングも当事者次第なので受付担当者に
は調停人以上に負担がかかるともいえます。した
がって、さっぱりと切り上げる技術もまた必要で

す。調停機関の運営において、こうした事項は必ず
しも語られてきていませんが、有能な担当者を守る
ためにも、こうしたノウハウはもう少し研究されて
も良いでしょう。

（2）役割分担と相談できる体制
丁寧さとさっぱり感という相矛盾する要請を満

たすために、適切な役割分担を行う方法も有効で
す。たとえば、最初の電話等では氏名や連絡先な
ど基礎的情報の聴き取りだけに留めて、コール
バックする受付担当者（ケースマネージャ）を別
に設置している調停機関もあります。あるいは、
前述したような申立書作成支援を別に準備してい
る場合もあります。有限な資源をいかに配置する
かということですから、工夫して効果的なアプ
ローチを磨きたいところです。

そして、結局のところ、受付担当が気軽に相談
できる体制を整備できているかどうか、日頃から
組織内での良好な人間関係を築けているかどうか
が重要です。組織内の風通し良い雰囲気が、利用
者への対応に反映されるからです。

これまでに述べてきたように、申立受付は単純な
事務作業というよりは、高度に専門的な支援活動そ
のものだといえます。チームワークを活かして温か
さと信頼性のある活動を目指したいものです。

［参考文献］—————————————————
◎仙台弁護士会紛争解決支援センター『3.11と弁護士 : 震
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◎増田卓司「利用しやすい紛争解決手続を目指して : 愛知

県弁護士会紛争解決センターの実情」仲裁とADR 8巻
（2013年）35-42頁

◎橋本健二郎「札幌司法書士会ADRセンターの特徴と事
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1．応諾要請とは
前回「申立受付」（2014年10月号）では、申立

人からの受付業務について検討しました。今回は
相手方への応諾要請について考えます。

以前「申立人と相手方」（2013年7月）、申立人
と相手方では調停手続への臨み方が異なっている
と紹介しました。キャッチフレーズ的に言えば、
近づいてくる申立人と遠ざかる相手方です。この
傾向は、調停手続がはじまってからもですが、手
続開始前にはより一層その傾向が強いと言えま
す。つまり、申立人は自らを被害者、弱者と見て
調停機関・調停人に救済を求めてくる場合が多い
のですが、相手方は「何も問題は起きていない」
あるいは「申立人本人と二者間で直接話し合えば
良い」と見ている場合も多いのです。

私は前回紹介したように、調停機関は申立支援
に踏み込んでも良いと考えています。申立てをし
やすくして、問題解決の実績を重ねていくのが特
に民間の調停機関に必要だと考えるからです。他
方、応諾要請に関しては、調停機関がことさら力
む必要はないと考えています。確かに、調停手続
の実効性という観点で応諾率は大きな問題です。
応諾がなければ調停期日を持つことができなくな
ります。さらには、応諾率が低いならば申立てし
ないという悪循環に陥る可能性もあります。こう
した意味で確かに応諾率は高いほうがよいのです
が、他方で応諾率のみの追求には弊害もあります。
紛争の事情は様々であり、手続に乗せるばかりが
最善とは限らないからです。また、応諾しなかっ

たという事実そのものが残りますから、申立人に
とっての次の一歩につながります。考えように
よっては、内容証明郵便の替わりに調停申立てを
使ってもらってもよいのです（1）。

とはいえ、応諾要請が上手な人はいます。また、
相手方の解決したい気持ちを上手く引き出して手
続に乗せることができれば、話し合いが始まって
からも、うまく噛み合った話し合いができる可能
性が拓かれます。応諾要請を進める上での方法を
考えてみましょう。

2．相手方への応諾要請の方法
（1）相手方へも聴くことから始める

相手方に対しても、言い分を聴くことが基本に
なります。相手方にとっては、寝耳に水とも言え
るケースもあります。逆に、長年の懸案というケー
スもあります。まずは相手方の言い分を受け止め
る活動を先行させるべきです。それが相手方当事
者と受付担当者の信頼関係につながります。相手
方当事者がどのようにその状況を見ているのかを
教えて欲しいという姿勢で関わっていけば良いで
しょう。申立人が荒唐無稽な主張をしている可能
性も排除しきれません。従って、応諾要請におい
ては、受付担当者として控えめな形で関わらざる
を得ません。それでも相手方の話を聴いていけば、
具体的な方向性が見えてくるはずです。ここでも
中立的というより、少し踏み込んで、相手方当事
者に役に立つにはどうすればよいかというスタン
スで関わるべきです。誰にも役に立たない中立性
より、むしろ、両方に役立とうとするのが基本的
にとるべき姿勢です。

応諾要請

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第20回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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（2）中立という言葉は響かない
相手方への連絡をとる上で覚えておいたほうが

良い点の一つは、調停機関の中立性を強調しても、
効果が限られるという点です。これは、ロールプ
レイなどで実際に相手方本人の役割を演じてみる
と実感できることが多いのですが、そもそも申立
人の主導で始まった手続そのものに不快感を持っ
ている場合や、調停機関自身も申立人の都合で動
いている組織に見えてしまう場合などもあり、受
付担当者が抽象的に「中立性」を強調すればする
ほど、こちら（相手方側）の都合を無視する警戒
すべき対象に見えてきてしまいます。

応諾率を念頭において、何とか説得して出席し
てもらおうというより、手続をよく知ってもらう
ところに重心を置くべきです。その上で、よろし
ければ使っていただきたいというように、相手に
選択肢を残した形で案内すべきであると考えます。

（3）友好な関係の回復やWin-Winの強調も響かない
もう一つ、ノウハウとして知っておいた方が良い

情報として、当事者関係を友好に保てる点や、双方
がWin-Winになるといった調停手続のメリットを強
調しても、相手方当事者には響かない場合が多いと
いうことです。そもそも紛争を抱えている時点で、
申立人との関係はかなりこじれている場合もありま
す。その時点で相手方当事者から見て申立人はこじ
れきった相手であるにも関わらず、友好な関係を保
てるといった説明を受けると、ピント外れな印象に
つながります。調停において、結果的にかなりこじ
れた関係が修復されることもあるのは事実ですが、
紛争解決手続の前段階でのやりとりに持ち出す話
題としては多くの場合あまり適切とは言えないので
す。もちろん、経験豊富な受付担当者が、具体的な
よい解決の経験を、適切なタイミングや適切な詳細
度のレベルで話すことができれば説得力を持ちます
が、警戒心のある相手方当事者に対して、現実感の
ない理想主義的なゴールを提示したと感じられるよ
うでは、かえって逆効果になりかねないのです。

（4）具体的な次元で話をする
中立性については必ず説明すべきですし、当事

者間の友好関係の維持の可能性が存在するという
説明自身は間違ってはいないのですが、強調して
もあまり効果がない場合が多いのです。では、何
をすればよいかという話になります。結局は、そ
の事案に即した具体的な次元の話を聴きとり、調
停手続利用のメリットがあり得るかを当事者と一
緒に考えていくしかないと私は考えます。通常の
場合、相手方は申立人との関係を認識しているは
ずですから、その内容を聴きとっていくと良いで
しょう。たとえば、申立人は相手方に金銭請求し
ているが、相手方にとっては満足のいく納品でな
かったから支払いを拒んでいるといったケースを
考えてみましょう。受付担当者としては、申立人
の言い分に乗って相手方には支払い義務があると
いう話をするよりも、むしろ納品への不満につい
て聴かせていただくという姿勢で関わっていき、
相手方の言い分を満足させるためにも調停手続は
選択肢として考え得るのではないかと、誘ってい
くのです。不満はあるが支払い義務を認めるのは
やぶさかでない場合もあれば、契約そのものをな
かったことにしたいという場合もあるでしょう。
相手方の言い分をきちんと受け止めようとするこ
とが大切です。（具体性－抽象性の議論に関して、

「課題の特定2」（2014年1月号）も参照ください。）
第二東京弁護士会仲裁センターの初期の活動と

して「ラブレター方式」による応諾要請という方
法が語られたことがあります。これは、形式的な
調停参加要請ではなく、相手方当事者本人にとっ
て、手続に参加することがどのようなメリットを
もたらしうるかを具体的に示して参加を促すとい
う試みを言います。手間もかかりますので、一般
的な方式にはなっていないようですが、相手方の
見方を理解しようとする、相手方の目線に立った
話し合いを心がけるという理念は重要であると考
えます。

（5）申立人の言い分は「　」に入れる
申立人の言い分は、言い分として「　」に入れ、

調停機関としてその正しさを認めたというわけで
はないという姿勢を示すことも大事なところで
す。申立人の言い分のすべてを余さず伝えるとい
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うのではなく、申立人が相手方との間に話し合う
べき課題がある点を認識している旨を端的に伝
え、相手方がその機会をどう利用するのかしない
のかを一緒に考えていく姿勢での関わりが基本に
なります。

相手方から見れば、調停機関が申立てを受け付
けた以上、その申立てをもっともだと認めたと受
け止められても不思議はありません。実際、調停
機関によっては、申立てに十分な根拠が認められ
て初めて受け付けるという運営もありますし、消
費者保護などの文脈では、相手方たる事業者の不
正を追及するという発想の実務さえありえます。

相手方からは、申立人はどう言っているのかと聞
かれることもあります。ですが、それを説明すれば
説明するほど、調停機関が申立人の代理人であるか
のように相手方に見えてしまうという危険性があり
ます。申立人の言い分を受付担当者が伝達する点に
関しては踏み込みすぎない方が良いでしょう。

（6）手続参加の動機は様々で良い
受付担当者の働きかけが良ければ調停手続開始

後もスムーズな話し合いが期待できますが、必ず
しも相手方の参加意欲が紛争を解決するところま
で高まっていなくてもかまいません。相手方の調
停手続参加の動機は様々でよいのです。つまり、
申立人の言い分を聞きたいとか、端的に出方を見
たいという程度でもかまいません。たとえば、お
互いの言い分の中から事実関係を整理するだけで
も意味があると思ってもらえればよいといえま
す。双方の言い分が出そろったらその時点でそれ
ぞれの当事者が次の一手を考えるということでよ
いのですが、その部分は受付担当者でなく調停人
の仕事です。通常、紛争相手とのコミュニケーショ
ンに関しては、環境を整えるのが大変です。調停
人が間に入って的確に交通整理してもらえるこの
場を活かさない手はないというふうに当事者に
思ってもらえればよいのですが、手続参加の先は
調停人に任せ、受付担当者としては心配しすぎる
必要はありません。もっとも、話し合い権限のな
い者を調停手続に送り込んで、相手についての情
報収集のみを目的とするといった不誠実な参加に

ついては、当事者間の信頼関係破壊のリスクを説
明し、当事者に思いとどまってもらうように働き
かけるべきですが。

（7）すっきりしたいという気持ちに訴えかけて、
解決意欲を引き出す
結局のところ、応諾要請のポイントは、相手方

当事者の解決意欲を引き出すことです。そのため
には、中立だとかWin-Winだとか抽象的なことを
言うよりも、その事案に即してその気になっても
らう方が効果的です。

たとえば、申立人の言い分が理解できないとか、
申立人はこちら（相手方）の事情を理解しようと
しないと言われれば、ぜひ調停の場で直接やりと
りしてすっきりさせましょうと持っていけます。
本件は大事な問題だと言われれば、大事な問題だ
からこそ自分が直接コントロールできるやり方で
解決するほうが望ましいと誘えます。逆に、つま
らない問題だと言われれば、もし本当にそう思う
のであればこの際調停で決着つけるのが時間の無
駄を防ぐ方法になると言えるでしょう。

実際に対話型調停の解決割合は意外に高いもの
ですし、合意できないにしてもほとんどの場合そ
の前段としての話し合いの整理に関して前に進み
ます。ですから、互いの言い分を整理しあった上
で、当事者自身で決断できる機会が生まれるとい
う手続の構造を正しく理解してもらえば良いので
す。むしろ、調停に出てきて合意しなければなら
ないと気負わなくてもよいのだと、安心してもら
えるように働きかけましょう。

多くの相手方当事者にとっては、申立人の設定
した土俵に乗ることのためらいがある一方で、こ
の際解決してすっきりしてしまいたいという前向
きな気持ちがあります。その前向きな気持ちを試
す場としては悪くないと思っていただくように工
夫すれば良いのです。逆に言えばそれ以上を追求
する必要はありません。

こうして考えると、受付担当者は調停のメリッ
トを広く深く実感している必要があります。実感
を伴う形で当事者に即してメリットを説明できれ
ば、自ずと、応諾要請の説得力が増すからです。
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（8）唐突に連絡を受ける相手方の立場を想像し
連絡手段を工夫する
連絡手段（通信媒体）についても配慮が求めら

れます。具体的には、電話や手紙、メールなどを
どう使っていくかという問題です。相手方にとっ
ては知らない機関から連絡が入ること自身が不快
な体験になっている可能性があります。また、そ
の紛争の事実自身を周囲に知られたくないという
場合もあります。郵便物であれば、機関名が印刷
されている方がよいのかどうかという問題があり
ます。電話をするのであれば、自宅なのか携帯な
のか、曜日や時間帯などについても意味を持って
きます。プライバシーを配慮し携帯電話にかけたと
しても問題は残ります。何度も着信履歴が入ってい
ればそれだけで圧迫感を感じるかもしれません。

いずれにしても、相手方にとっては不快な体験、
驚かされた体験と受け取られる可能性が高く、そ
の抵抗感はそのまま受付担当者に跳ね返ってきま
す。様々な配慮をしたとしても、完全ということ
にはなりませんが、工夫できる点は工夫したいも
のです。

（9）追い詰められると人は怒る
申立人の言い分に筋が通っていて、もっともだ

と思えるような内容なら、相手方は素直に応じる
かというと、決してそのようなことはないようで
す。むしろ、立場が苦しいと思っていればいるほ
ど、無理な強弁をしたり怒り出したりといった反
応につながる場合もあります。

たとえ申立人が次の一手として本当に裁判を考
えていたとしても、調停に出てこなければ裁判に
なるといった言い方は、特に民間の調停機関なら
ばするべきではないと思います。相手方当事者に
調停に出なければ裁判になるのかと聞かれれば、
可能性としてはあると答えざるを得ませんが、相
手方を追い詰めて「出頭」させようとするより、
やはり相手方の参加意欲を引き出す基本的なアプ
ローチをとるべきです。

（10）調停への参加を無理強いしない
調停手続は多くの場合相手方当事者にとって有

用な手続であるはずですから、相手方の話をよく
聴いて、自信を持って手続を案内し、誤解を解い
たり理解を醸成したりしていけばよいでしょう。

調停では不参加も可能、離脱も可能であると言
いつつ、相手方当事者に有無を言わさず参加を強
く迫ってくるようでは、言っていることとやって
いることが違いすぎるということになります。機
関や手続を紹介できる機会だと捉えて、力まずに
進めていければ十分です。

3．調停はすでに始まっている
申立受付と応諾要請を併せた受付担当業務は、

調停手続へと当事者を誘導する活動ですが、調停
人が働きかけるように当事者に働きかけるという
意味では、すでに調停手続は始まっているとさえ
言って良いと思います。もっと言えば、期日前の
調整は、他機関紹介などを含めて当事者に直接具
体的な影響を与える活動ですから、マナーや技術
に加えて経験や知識、さらには情熱を要するもの
だと思います。当事者への影響力は調停人に勝る
とも劣らないものでしょう。

紹介した具体的な方法・ノウハウを参考にしつ
つ、その機関らしい、その担当者らしい支援スタ
イルを作っていっていただきたいと考えています。

［参考文献］—————————————————
◎大川 宏「解決ツールとしてのADR―ADRの上手な利用

方法―」日本弁護士会連合会ADRセンター編日弁連
ADRセンター双書『紛争解決手段としてのADR』（弘文
堂・2010年）2-34頁

［注］————————————————————
（1）民間での調停手続を内容証明郵便の替わりに使おうと

いう発想は、弁護士会ADRの初期の活動の中からも出
されていました。(大川 宏 2010)
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1．共同調停とは
共同調停とは、2人以上の調停人によって調停

手続を進めることを言います。ひとりで進める調
停に比べた特徴を考え、その活かし方を探ってい
きましょう。

自分と一緒に調停する人のことを相調停人と呼
びます。共同調停を経験する人の間では、しばし
ば、当事者以上に相調停人とのコミュニケーショ
ンが難しいともささやかれます。原因は様々あり
ますが、特に、調停トレーニングなどの形で、同
じ調停進行モデルが共有されていない場合には、
話し合いの進め方のイメージが異なりますので、
ぎくしゃくしてしまいがちです。たとえば、一方が
当事者に対して、もっと話を聴いていった方が良
いと思っているのに、もう一方はむしろ結論をまと
めに入ってしまうというような場合があります。

上記は共同調停のデメリットの典型ですが、ひ
とり調停と共同調停にはそれぞれメリットとデメ
リットがあります。私は、共同調停モデルのメリッ
トは多いと考えており、多くの場合に利用できる
と考えています（1）。日本での実際の調停システム
でも共同調停の体制をとられている場合も多いと
言えます。基本的な戦略は、メリットを大きくし
て、デメリットを小さくすることです。

2．共同調停のメリット・デメリット
（1）共同調停のメリット
①安定感が増す

ひとりの調停人にかかる負担が小さくなるので
余裕が生まれます。その結果、手続として安定感
が増し、当事者からの信頼感につながります。頭

が真っ白になってしまっても、もう1人がフォロー
してくれたりするとその間に立ち直ることができ
ます。ちょっとした余裕が大きな安定感につなが
ります。

②多様性が表現できる
男女、年齢差、専門分野、地域、人種、党派性

など、組合せの妙によって、多様性を表現できます。
一般的に、人は自分と共通の属性を多く持つ人

に親近感を感じる傾向があります。調停人が相手
に近い属性を持っていると、当事者にとってその
場が敵地であるかのような感じにつながってしま
います。たとえば、技術者と管理職の紛争では、
どちらの文化も理解できる調停人が望ましいと言
えます。調停人のバックグラウンドとしてそれぞ
れの当事者と多少なりとも共通属性を持っている
と話が早くなるでしょう。

ただし、これは、属性の近い当事者を代理しな
ければならないという意味ではありません。似た
ような属性を持つからといって同じ理解を持てる
とは限りません。1人1人は違う、違った上でそれ
ぞれ尊厳を持つという前提を大切にしつつ、なお、
多様性に向けて努力する用意があるという調停機
関の姿勢を示しているにすぎません。

③複数の視点が持てる
ひとりの調停人が見落としても、もう1人がフォ

ローできる可能性があります。
調停では、当事者が話した言葉だけでなく、

ちょっとした表情の変化が意味を持っていること
があります。ひとりの調停人が見落としている視
点をもう1人が拾って取り上げることで、話し合
いがより深まる効果を持ちます。

共同調停

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第21回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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④教育の場として活用できる
経験を通じて調停を学ぶ場として活用できま

す。また、事後に調停をふりかえる際にも複数の
視点を活用できます。

経験の浅い調停人が経験豊かな調停人と組むと
いうパターンがひとつの典型としてあります。一
種のオンザジョブトレーニングですね。経験の浅
い調停人がどの程度手続に参加するかが問題とな
りますが、この点については後述します。

（2）共同調停のデメリット
①当事者との距離が遠くなる

メリットで触れた安定感との裏返しの関係にあ
りますが、共同調停では当事者と調停人の心理的
距離が遠くなってしまうという傾向があります。
このデメリットについて、意外と調停人が自覚し
ていない場合がありますから、注意が必要です。
しばしば、当事者にとって、紛争を解決するため
には恥ずかしい、語りたくない話題に触れる必要
がありますが、そうした話題を持ち出しづらくな
るのです。

②ぶれやすくなる
調停人それぞれの進行のイメージが異なると、

ぶれやすくなります。1人がアクセルを踏んで、
もうひとりがブレーキを踏むといったことが効果
的に現れるならよいのですが、単にチグハグに現
れるというおそれもあります。たとえば、本稿の
冒頭で述べたように、まだまだ当事者に話をさせ
るべきと見られるときに、相調停人がひとつの選
択肢に固執して当事者を説得しはじめてしまうと
いう状況があります。

③互いに相手任せになり、話し合いが浅くなる
逆に、ぶれることをおそれすぎて、一方がただ

座っているだけで何のためにそこにいるのかがわ
からないという状況も生まれがちです。

また、調停人がだまっているわけではなくとも、
踏み込み方が浅くなってしまうという傾向もあり
ます。草野球で、簡単なフライなのだけれど、お
互いに見合ってしまって間にポトリと落ちること
がありますね。これに似たような状況が生まれま
す。調停人として少し気になることがあるけれど、

相調停人も指摘しないのだからわざわざ言わない
でおこうと自制してしまうのです。

④日程調整が難しくなり、コストもかかる
単純な話ですが、調停人が1人より2人の方が、

日程調整も難しくなります。期日間隔を密にする
ということはそれだけで価値がありますから、そ
の分のメリットが失われています。コストとして
も2倍かかります。

3．共同調停を活かす方法
（1）基本的方針

共同調停を活かすためにとるべき基本的方針
は、デメリットを小さくして、メリットを大きく
することです。つまり、安定感や多様性を話し合
いの豊かさにつなげるように努力するべきです。
ぶれ、浅さ、距離といったデメリットをコントロー
ルできるように予め考えておくことも良いでしょ
う。良いチームワークを意識して、コストに見合
う、あるいは、コスト以上のパフォーマンスにつ
なげたいところです。

（2）スタイルをすりあわせる
まずは、調停の進め方に関するモデルについて

話し合っておくとよいでしょう。具体的には、研
修歴や参照しているマニュアル等の文献について
の情報を交換します。

そのためには、調停人としての経験を共有する
経歴書的なものを整備したり、調停人としての抱
負に触れた資料を準備したりしておくとよいかも
しれません。

研修を受けた経験がなく、自己流での経験を積
んでいる方もいます。このような方とスタイルを
すりあわせると言っても、意志疎通が難しくなり
ます。トレーニングが必要なのはそのためでもあ
ります。それでもいくつか調整の方法はあるで
しょう。たとえば、「調停の進め方についての概
略説明を冒頭にしたいと思うが、あなたはどう考
えるか」といった質問は可能でしょう。あるいは、

「わたしは事情を聴きとるのに少なくとも1時間は
使いたいので、その間は当事者を特定の方向に説
得していくということは控えたい。あなたの調停
を進めるイメージを教えて欲しい」と質問するこ
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ともできるでしょう。経験が豊富だと自信があっ
て、相調停人に合わせるというより自分がリード
したいと思っているタイプの人物との調整はもう
少し難しくなります。相調停人がこちらの能力を
認めていないと思われる場合には、力を発揮する
余地が小さくなるからです。しかし、調停は当事
者のための活動であって、相調停人に認めてもら
うためにするのではないのですから、その優先順
位を見失わずに、自分を調停という場でいかに活
かすかを考えたいものです。

（3）役割分担を予め話し合い、当事者に示す
この連載で紹介している対話型調停モデルを両

方の調停人が採用している場合には、スタイルの
調整はより容易になります。対話型調停モデルで
は、はじめの挨拶、聴きとり、手控えのノート作成、
ホワイトボード等ビジュアルツール使用、合意文
書作成など様々なステージに分かれた活動が必要
なので、そのうちのどこの役割をどちらの調停人
が担うかという分担をおおざっぱに決めておけば
よいでしょう。はじめの挨拶の中で、調停の流れ
を当事者に説明する際に、そうした役割分担に触
れるのもひとつのやり方です。たとえば、「わた
しが司会者的に全体的な流れを管理し、こちらの
Cさん（相調停人）が手控えをとっていきますが、
単なる書記ということではなく、中身を考え、質
問していくのはふたりでさせていただきます。で
すから、ここにいるAさん（申立人）、Bさん（相
手方）、Cさん（相調停人）、わたしの4人全員で何
とか良い方向に向けた話し合いを練り上げていき
たいと考えていますので、よろしくお願い致しま
す」といったように、2人の調停人が何をしようと
するのかを明示的に示せば、当事者にとって誰に
向かって話していけばよいかがはっきりします。

（4）互いに合図を送る方法を調整する
調停が始まってしまうと、調停人間でのコミュ

ニケーションをとるのは困難になります。当事者
は調停人の一挙手一投足に非常に関心を払ってい
ますから、ちょっとしたふるまいが調停に影響を
与えます。まして、調停人間の不協和音に関して
は、当然に大きな影響を及ぼします。事前に、互
いに合図を送る方法について打ち合わせしておく

のも良いやり方です。
最も典型的には、発言したいときに送るサイン

です。特に発言の許可は不要で、双方のタイミン
グで行えば良いとしている場合が多いでしょう
が、主副の役割がはっきりしている場合などでは
かえって、副の調停人が発言したいときのサイン
をきちんときめておくことで副の調停人の参加が
より容易になります。

もう一つは、調停人間での話し合いが必要と感
じたときの合図です。単純にタイムアウトが欲し
いときのサインを決めておくということでもよい
かもしれません。たとえ、同じスタイルの調停技
法を採用していたとしても、調停人間で話し合い
をどう見立てているかにはズレがあるのが普通で
す。そのズレをなくすというよりも、どう使って
いくかが共同調停の醍醐味です。あえて当事者の
前でその違いを見せていってもよい場合もあるで
しょうが、少しタイムアウトをとって調停人間で
調整してからセッションに戻るというやり方が効
果的な場合もあります。

その他、当事者の話を続けさせたいとき、沈黙
を続けさせたいときなど、調停の話し合いをどう
見ているかを、互いに意志疎通できるようにする
にはどうすればよいかを話し合ってみることも有
用かもしれません。

（5  ）なるべく早いタイミングでそれぞれの調停
人が発言機会を持つ
調停人間のバランスや共同作業がうまくいくと、

当事者にプロフェッショナルな印象を与えます。
主副を決めることはひとつのやり方ですが、副調
停人が単なる添え物のようであったり、沈黙を守
るだけであったりするのは避けたいところです。

具体的には、なるべく早いタイミングでそれぞ
れの調停人が発言する機会を持てるようにするの
がよいでしょう。単純なことですが、この話し合
いに参加し、責任を果たすという姿勢を早い段階
で明確にすることは、その調停人のためというよ
りも、当事者のために必要です。

たとえば、男女の当事者に対応したせっかくの
男女ペアの共同調停であるのに、女性調停人がひ
たすら沈黙していたり、男性調停人に迎合的な発
言しかしなかったりでは、そのバランスをうまく
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活用できていないということになります。たとえ
経験の浅い調停人であっても、自らが感じたこと
や考えたことを貢献的に活用したいところです。
逆に、経験のある調停人には経験の浅い調停人を
うまく活かす工夫が求められます。

（6）踏み込む責任を考えておく
共同調停のデメリットとして話し合いが浅くな

る傾向がある点を指摘しました。対話型調停では、
当事者本位を強調されるが故に、声の大きい当事
者の言い分に左右される傾向があると理解されて
いる向きもあるようですが、実際には、対話型調
停モデルでも強く踏み込むことはできますし、そ
れが必要な場合もあります。私は、経験の浅い調
停人も含めて、踏み込む責任がある、という点を
申し上げたいと思っています。

臨床心理学の田嶌誠一教授は、「節度ある押し
つけがましさ（thoughtful pushiness）」が支援の専
門職には必要だとおっしゃっています(田嶌 
2009)。調停人の性格や癖によって、「節度ある」
部分を学ぶ必要がある人と、「押しつけがましさ」
ないし「踏み込み」の部分を学ぶ必要がある人が
いるでしょう。なぜ踏み込まなければならないか
と言えば、支援の立場にいる限り、当事者の人生
に与える影響の大きさという責任を引き受けざる
を得ないからです。田嶌教授は、逃げられる場所
を残しつつも関わり続けていく積極性が必要とも
おっしゃいます。

共同調停では、踏み込むことがややもすればお
ざなりになることがあるので、その点ぜひ思い出
しておきたいところです。

4．違いを活かすこと
（1）その調停技法学習が学習者のエゴを満たす
ために使われていないか
対話型調停を勉強しておられる方の多くは謙虚

で勉強熱心であるという印象をわたし自身は持っ
ていますが、特定の学習グループに属する調停人
と一緒に調停したくないといった話も耳にするこ
とがあります。

理想はスタイルの共有でしょうが、現実のスタ
イルのすりあわせは簡単なことではありません。ス
タイルの違う相調停人との不協和音は無理からぬ

ことかもしれません。しかし、調停技法の学習が、
その調停人のエゴを満足させるだけのためになさ
れていて、調停手続の質の向上につながっていな
いということはないでしょうか。

どのようなスタイルの相調停人に対しても、敬
意を持って、相調停人も自分も生かしていくとい
う形で、共同調停を豊かなものにしていきたいと
ころです。そのためにも、あまり観念的なスタイ
ル論争や経歴・学習暦を競うよりは、具体的に当
事者との関わりの中でどんな質問をするのか、ど
う調停人として座っているのかといった観点でよ
り良いやり方を探していくべきと思います。

（2）最後は当事者の役に立つか
しかし、そうは言っても、調停手続に真剣に取

り組んだ結果として、相調停人との方向性の違い
があらわになるということもあります。たとえ相
調停人に嫌われてもやり抜くべきときというの
は、存在するように思います。最後は当事者の役
に立つかどうか、社会的に妥当かどうか、調停人
本人として納得できるかどうか、調停人としての
あり方が問われます。

［参考文献］—————————————————
◎Leviton, Sharon & Greenstone, James L. (2004) Ele-

ments of mediation, Wadsworth/Thomson Learning.
◎田嶌 誠一『現実に介入しつつ心に関わる : 多面的援助

アプローチと臨床の知恵』（金剛出版・2009年）

［注］————————————————————
（1）米国でも、ひとり調停、共同調停のいずれも存在します。

たとえば、“Elements of mediation” (Leviton & Greenstone 
2004)という薄い書籍では、共同調停は例外というより一
般的に活用すべきとしています。また、メリーランド州で
広く使われているInclusive mediationというスタイルでは
一般的に共同調停モデルを採用しています。
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1．履行の支援とは
調停手続の終着は、合意でしょうか。合意によっ

て作られた約束が実行されたときにはじめて解決
したといえるのだとすると、その時点こそ完結と
いえるはずです。

近畿大学の林真貴子教授によれば、明治期に
あった勧解という現在の調停に似た手続では、基
本的に履行による解決までの面倒を見る形で実務
が行われていたそうです(林 真貴子 1996, 2012)。
林教授によれば、調・不調の区別は合意・不合意
ではなく履行ができる・できないという区別で
あったということです。現在の調停人としても、
合意できれば終わりとするのではなく、履行によ
る解決支援まで踏み込んだ視野で見れば、具体的
にどのようにできるのかという問題があります。

執行力がないと実現できるとは限らない、執行
力があると実現できるといった議論は、間違って
いるとまでは言えませんが、十分なものでもあり
ません。これから紹介するように執行力がない民
間の調停でも履行につなげるための工夫は様々に
あります。また、執行力があるからといって実際
に強制執行をかけるためには時間も費用もまた新
たにかかりますし、時間や費用をかけたからとし
ても相手に資力がなかったりすると空振りに終わ
ることさえあります。

2．期日内に履行してしまう
最もシンプルな形として、調停期日内に履行し

てしまう方法がとられることもあります。たとえ

ば、調停人が立ち会っている期日内に金銭の受け
渡しをするのです。全額支払ってしまえば完全に
解決になりますから、執行力云々を考える必要さ
えありません。内金として、一部の支払いにも意
味はあるでしょう。また、モノを引き渡すことも
あります。紛争当事者間にとってコミュニケー
ション機会そのものがリスクになっている場合が
多いのですから、調停期日内に重要なやりとりを
済ませてしまえば、当事者にとってのストレス要
因を減らせます。

現地調停という形で、調停人も一緒にその場に
行って履行に立ち会うという方法もありえます。
たとえば、借家の明け渡しの場合にも、この形態
の活用が考えられます。

3．履行の確率を増やす
（1）インセンティブを作る

合意文書を工夫することで履行を確実にする工
夫もよくなされています。

一般的に、分割払いを含む和解に関して、分割
払いを計画通りに履行しない場合には期限の利益
を失って、一括で支払わなければならない義務を
負うという条項が入れられる場合が多いようで
す。これは、分割払いを確実に履行するためのイ
ンセンティブだと言えるでしょう。

また、期限内に約束通りに履行を完了すれば、
債務の一部を免除するという方式もしばしば活用
されます。たとえば、全体の債務は1000万円とし
て確認するけれども、予定通り2年のうちに500万
円をきちんと支払えば残りの500万円分は免除す
るという内容を合意文書に埋め込むのです。債務
者は約束を守ることにインセンティブがあるた

履行の支援

入　江　秀　晃＊

■■■　調停技法誌上講義　第22回　■■■

＊　いりえ　ひであき
　　九州大学大学院法学研究院　准教授
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め、債権者の安心が確保できるという考え方です。
実は、この方式は、履行の確実性を増すという

点だけでなく、債務者と債権者にとっての事件の
意味づけの違いを合意文書に織り込めるというメ
リットもあります。たとえば、何らかの事故が起
きて1000万円の支払いを請求しているというとき
には、その事故がそれだけ重大であったと認識し
ているからこそそう請求しているのです。実質的
には500万円の支払いしかないけれども、約束が
違えられた場合には1000万円の債権となると位置
づけられれば、請求していた側のメンツが保たれ
るといった効果がある場合もあります。つまり、
債務者にとって実質的に500万円の義務で決着しな
がらも、債権者にとっては1000万円勝ち取った、
その事件の重大さを認めさせたとなりうるのです。

（2）次の手続につなげる
合意内容を確実に履行につなげるには、合意内

容を具体的な次元に落とし込む作業が必要です。
たとえば、「事故の再発防止に務めるものとする」
よりは、「再発防止の方針を1年以内にまとめ公表
する」の方が少し具体的ですね。さらには、その
プロジェクトチームの人選に関してなどにも触れ
られれば、さらに具体度が増します。このように、
合意内容の抽象度を下げて具体化すればそれだけ
実現には近づきます。もちろん、抽象的に「双方
誠意を持って協議する」といった条項を含めるこ
とに意味がある調停も多いでしょう。それ以上
つっこんで話そうとすれば、双方から議論が百出
しそうなものを含めてすべて具体化しようなどと
いうのは非現実的です。双方が直接自主的に解決
に向けて努力できるなら、なにも細かくすべてを
解決できなくてもかまいません。道筋さえつけれ
ばよいのですから。しかし、言葉面だけきれいな
合意がなされていても、履行につながらなければ
本当の意味での解決にならないのも事実です。「誠
実に協議する」で留めずに、年に1回程度などといっ
た頻度、場所、主催者など具体的な次元まで話し
合っておけば、実施へのハードルは下がります。

合意の後に専門機関への手続が必要な場合、専
門家の助力が必要な場合についても同様に計画を

詰めていくとよいでしょう。どのような情報を準
備しておけば良いのか、具体的な連絡先はどこか
といったところまで細かく確認していくのです。

（3）「福祉的」に取り組む
次の手続につなげる意識での合意文書作成を押

しすすめると、ほとんど「福祉的」な取り組みと
いってよいような領域の活動に近づいてきます。

実際に、福祉手続そのものへの連携を通じて解
決を見るケースもあります。たとえば、借家の家
賃滞納の案件で、借家人が生活保護の受給を開始
することで返済の道筋をつけるといった場合に、
大家さん側にとってもその福祉手続が解決の成否
を決めることになります。当事者間の合意形成に
加えて、その後の行政機関への申請その他の諸手
続が実質的な解決の成否に直接つながることにな
ります（1）。もちろん調停人・調停機関がこうした
諸手続を「代理」することはできないですし、す
べきとも考えませんが、可能な範囲でリアリティ
チェックをすることは差し支えないものですし、
場合によっては手続についての教示があっても良
いのではないかと思います。そうした活動が実質
的な解決につながるからです。

また、実務家にはよく知られているように、表
面的には金銭をめぐる民事の紛争であっても、そ
の背後には当事者間の人格的な争いが含まれてい
ることは少なくありません。そのような紛争では、
当事者にとって調停での話し合いの場面そのもの
が「危機」であり、調停人の役割は「危機介入」
という様相を呈するものがあります。そのような
紛争では、金銭解決は紛争の一側面だけの解決で
あり、むしろ重要なのは当事者の人生にとっての
節目の形成であったり、企業等の組織にとって体
質改善・環境改善などに向けた取り組みの開始で
あったりします。法分野の専門家というより、危
機的場面における支援者として、当事者の資源を
活用しつつ、現実に選択可能な社会的資源の活用
を含めたプランニングを両当事者と一緒に進めて
いくことそのものが、調停ならではの解決・履行
への支援になります（2）。
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（4）フォローアップする
調停機関が当事者に直接履行状況を確認すると

いう活動については、私は国内で事例を知りませ
ん。調停機関のサービスとしては取り組むところ
があってもよいように思います。米国でもあまり
なされていないようですが、たとえば、米国障碍
者法（ADA）に基づく調停プログラムでは、調停
機関によって履行状況の確認がなされています。
この調停プログラムでは、たとえばホテルやレス
トランなどのサービス事業者が障碍者へのアクセ
スを提供していない場合などに用いられますが、
合意しただけでなく、合意内容を実行したかを調
停機関が確認するという運用がなされています。

4．執行力を確保する
これまで述べてきたように、法システムの強制

力に直接頼らずとも、合意内容を履行につなげる
方策はいくつか存在します。執行力の確保はその
上で考えていくべきものでしょう。

執行力を確保するには、①公正証書、②即決和
解、③司法調停、④仲裁手続への移行といった手
段があります。

民間の調停で作った合意文書をもとに、公証人
役場で作成する公正証書としたり、裁判所の即決
和解としたりして、執行力のある文書を得られま
す。金銭債権だけを執行の対象とするのであれば
公正証書でかまいませんが、借家の明け渡しのよ
うな金銭債権以外の場合には即決和解を活用する
べきといった使い分けが知られています。

民間の調停を再度司法調停につなぐ意味は少な
いように見えるかもしれませんが、調停委員によ
らず裁判官だけで行う簡易な手続で調停調書を作
成するという運用があります。実際、東京の三弁
護士会の紛争解決センターと裁判所で協定が結ば
れたことがあります。

仲裁手続への移行も弁護士会の紛争解決セン
ターでしばしば活用されている方法です。弁護士
会の紛争解決センターには、第二東京弁護士会を
始めとして、「仲裁センター」という名称を持つ場
合が多いのですが、仲裁合意による仲裁手続とし
て開始される事件はほとんどなく、仲裁事件とし

てカウントされているのは和解あっせん事件のご
く一部が上記のように執行力確保の目的で仲裁手
続に移行する場合に限られるのが実態のようです。

5．執行局面における調停
横浜国立大学の西川佳代教授は、むしろ執行局

面での当事者間の対話及び対話支援の必要性の観
点からの研究を進めておられます(西川 佳代 2000, 
2007, 2009)。執行の現場・実態について調べてみ
ると、迅速かつ効率的な権利実現の手続を目指し
たものであるはずなのに、その利用実態として駆
け引きのためのいわば威嚇カードとして使われて
いる姿が浮かび上がります。執行手続が、実効性
を目的に、当事者間の対話の場所を排除する方向
で運用されればされるほど、かえって執行妨害／
防衛的行為の強硬化を招いていると指摘されてい
るのです。そして判決その他で白黒はっきりつい
た債務名義を元に、国家の強制力そのものを活用
して権利実現を果たすための手続実態が、しばし
ば、制度が予定している単純な様相とはほど遠い
ものになっているのです。そこで西川教授は、力
の遂行と、利害の調整（のための対話による調整）
を行ったり来たりできる手続の設計が、執行局面
においても必要だと論を進めておられます。

西川教授の議論からひるがえって考えれば、対
話型調停は決してなまぬるい理想主義的な紛争解
決手続というわけではなく、直接的な力の遂行局
面との棲み分けで効果を発揮する一つの現実的な
局面であると言えるでしょう。調停手続における
履行の支援を考える上で、執行場面でも対話型調
停を必要とする西川教授の視座は重要であると考
えます。

6．リアリティある支援に向かって
二弁仲裁センターを始めた原後山治弁護士は、

ADRが司法の現場で失われている「親切さとリア
リティ」を取り戻すための運動だとおっしゃって
います。対話型調停トレーニングは、「親切」に
見えるような接し方という面で効果があると思わ
れますが、コミュニケーションスキルの適用だけ
では「リアリティ」が足りません。現実の紛争解
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決への関与、特に履行の場面での支援を実質化す
る方向での調停機関の努力が不可欠であるように
思えます。

対話という非権力的な手続であるからこそ、逆
に踏み込んだ支援ができることもあります。ADR
法の改正問題として合意文書への執行力付与の可
否については継続的に議論していくべきであると
考えますが、他方で、執行力のない制度下での支
援メニューについてのベストプラクティスの蓄積
と共有化については、もっと取り組まれるべき問
題であるように思えます。

今月は、合意文書の作成という書面上の活動の
先にある、履行による紛争の本質的解決に向けて
調停人・調停機関がなしうることについて考えて
きました。紹介した方法の他にも、現実的で有効
な支援策はあるはずです。調停技法に関わる議論
でも、このあたりの事項は薄いのが実情なのでは
ないかと考えますが、当事者にとっては絵に描い
た餅に終わるのかどうかという問題であり、非常
に切実です。この分野の議論を深める必要性を強
く感じます。
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［注］————————————————————
（1）他には、保険金の獲得が解決の前提になるような紛争

もあります。当事者間の利害調整に加えて、別のアクタ
ーへの働きかけが必要になる事例があるのです。

（2）家事調停において、福祉的機能（人間関係調整機能）
をめぐる議論は古くよりなされています。たとえば、拙
論文をご参照下さい。(入江 秀晃 2013)　本文に示した
とおり、民事の紛争でも金銭等の権利義務確定の他に
様々な「付帯的」な事項についての解決支援がなされて
います。近年、法テラススタッフ弁護士らによる「司法
ソーシャルワーク」の理念が提唱されていますが、ここ
での当事者にとっての総合的な問題解決という問題意識
は共通しています。「司法ソーシャルワーク」については、
太田晃弘氏や谷口太規氏の論考が参考になります。(太田 
晃弘 2013, 谷口 太規 2010)
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